
　

タイトル

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する

一考察(七) : 日本民事訴訟法の当事者照会とアメリ

カ連邦民事訴訟規則の質問書を素材として

著者 酒井, 博行; SAKAI, Hiroyuki

引用 北海学園大学法学研究, 49(4): 825-906

発行日 2014-03-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当
事
者
主
義
的
民
事
訴
訟
運
営
と

制
裁
型
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
一
考
察

㈦

｜
｜
日
本
民
事
訴
訟
法
の
当
事
者
照
会
と

ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
質
問
書
を
素
材
と
し
て
｜
｜

酒

井

博

行

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦

北研49(4・79)825

目

次

は
じ
め
に

第
一
章

当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
の
基
盤
と
し
て
の
証
拠
・
情
報
の
収
集

手
続
の
実
効
化
｜

当
事
者
照
会
の
改
革
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
一
節

当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
の
必
要
性
｜

争
点
整
理

手
続
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
一
款

争
点
整
理
手
続
の
現
状
｜

裁
判
所
主
導
型
訴
訟
運
営
｜

第
二
款

争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移

行
の
必
要
性

第
三
款

当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
当
事
者
・
代
理
人
弁

護
士
、
裁
判
所
の
役
割
・
権
限
・
責
任
（
以
上
、
四
五
巻
四
号
）

第
四
款

訴
訟
資
料
提
出
過
程
に
お
け
る
裁
判
所
の
管
理
的
権
限
と
当

事
者
自
立
支
援
的
権
限
（
以
上
、
四
六
巻
二
号
）

第
五
款

当
事
者
主
義
的
民
事
訴
訟
運
営
と
実
体
的
正
義
・
手
続
的
正

★
カ
ラ
ー
対
応
機
使
用
★
今
回
は

使
用
の
た
め



論 説

義
、
手
続
保
障
（
以
上
、
四
六
巻
三
号
）

第
二
章

日
本
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
照
会
・
訴
え
提
起
前
の
照
会

と
そ
の
問
題
点

第
一
節

当
事
者
照
会
・
訴
え
提
起
前
の
照
会
の
立
法
経
緯

第
二
節

理
念
・
根
拠

第
三
節

要
件

第
一
款

照
会
の
主
体
・
相
手
方

第
二
款

照
会
の
時
期

第
三
款

照
会
事
項

第
四
款

照
会
除
外
事
由

第
五
款

照
会
の
方
法

第
四
節

回
答

第
一
款

回
答
義
務

第
二
款

回
答
の
方
法

第
三
款

不
当
な
回
答
拒
絶
・
虚
偽
回
答
の
効
果

第
五
節

問
題
点

第
一
款

当
事
者
照
会
・
訴
え
提
起
前
の
照
会
の
利
用
状
況
・
課
題

第
二
款

日
本
弁
護
士
連
合
会
に
よ
る
当
事
者
照
会
改
革
の
提
案
（
以

上
、
四
八
巻
一
号
）

第
三
章

ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
質
問
書
と
そ
の
実
効
化

手
段

第
一
節

質
問
書
の
概
要

第
一
款

目
的

第
二
款

質
問
書
の
利
点
と
難
点

第
三
款

質
問
書
に
服
す
る
者

第
四
款

質
問
書
に
お
け
る
質
問
数

第
五
款

質
問
書
の
様
式
（
以
上
、
四
八
巻
四
号
）

第
六
款

質
問
書
に
よ
り
入
手
可
能
な
情
報
等
の
範
囲

第
七
款

質
問
書
を
送
付
可
能
な
時
期
な
ど

第
八
款

質
問
書
へ
の
回
答

第
九
款

質
問
書
に
対
す
る
異
議

第
一
〇
款

保
護
命
令
（
以
上
、
四
九
巻
三
号
）

第
二
節

質
問
書
へ
の
回
答
の
懈
怠
な
ど
に
対
す
る
制
裁

第
一
款

強
制
命
令

第
二
款

強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁

第
三
款

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
以
前
の
応
答
等
の
補
充
・
訂
正
の
懈

怠
を
理
由
と
す
る
制
裁

第
四
款

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
応
答
の
完
全
な
懈
怠
を
理
由
と
す

る
制
裁
（
以
上
、
本
号
）

む
す
び
に
か
え
て

北研49(4・80)826



第
三
章

ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
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連
邦
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訴
規
則
に
規
定
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れ
て
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ス
カ
バ
リ
の
手
続
、
お
よ
び
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒜
項
に
規

定
さ
れ
て
い
る
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
し
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
求
め
ら
れ
た
当
事
者
ま
た
は
第
三
者
が
不
適
切
な
形
で

応
答
し
た
場
合
、
ま
た
は
当
事
者
が
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
規
定
さ
れ
た
手
続
に

従
い
、
各
種
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と
に

411
）

な
る
。
本
節
で
は
、
特
に
質
問
書
を
含
む
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
不
適
切
な
応
答
、
ま
た
は

応
答
の
完
全
な
懈
怠
な
ど
に
対
す
る
制
裁
に
焦
点
を
当
て
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
お
け
る
制
裁
の
手
続
、
お
よ
び
具
体
的
な
制
裁

に
関
し
て
概
観
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
質
問
書
を
検
討
の
素
材
と
す
る
が
、
前
記
の
と
お
り
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
制
裁
の
手
続
等
に
関
す
る
規
定
は
、

質
問
書
に
限
ら
ず
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
一
般
に
お
け
る
応
答
の
義
務
の
懈
怠
等
、
お
よ
び
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
懈
怠
に
対

し
て
、
基
本
的
に
は
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
記
述
で
は
、
質
問
書
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
必
要
な
範
囲
で
質
問

書
以
外
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
に
お
け
る
応
答
の
懈
怠
等
、
お
よ
び
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
懈
怠
等
に
関
し
て
も
言
及
す
る

こ
と
、
ま
た
、
裁
判
例
の
引
用
に
際
し
て
も
、
質
問
書
へ
の
応
答
の
懈
怠
等
に
関
す
る
裁
判
例
の
み
な
ら
ず
、
質
問
書
以
外
の
デ
ィ
ス
カ

バ
リ
の
手
続
に
お
け
る
応
答
の
懈
怠
等
、
お
よ
び
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
懈
怠
に
関
す
る
裁
判
例
も
採
り
上
げ
る
こ
と
を
、
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
し
た
い
。
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第
一
款

強
制
命
令

１

概
要

当
事
者
が
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒜
項
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
懈
怠
し
た
場
合
、
他
の
当
事
者
は

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
強
制
命
令
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
求
め
ら
れ
た
者
が
不
適
切
な
応

答
を
し
た
場
合
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
し
た
当
事
者
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
連

邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑴
項
）。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
当
事
者
が
応
答
を
完
全
に
懈
怠
し
た
場
合
、
ま
た
は
要
求
さ

れ
た
情
報
を
提
供
せ
ず
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
応
答
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
応
答
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
応
答
が
少
な

く
と
も
部
分
的
に
回
避
的
、
ま
た
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
な
さ

412
）

れ
る
。
質
問
書
に
関
し
て
は
、
質
問
書
を
送
付
さ
れ
た
当
事

者
が
質
問
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
対
し
て
異
議
を
送
付
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
質
問
書
を
送
付
し
た
当
事
者
が
回
避
的
あ
る
い
は
不
完
全

で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
回
答
を
送
付
し
た
場
合
に
、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
適
切
で
あ
る
こ
と
に

413
）

な
る
。

な
お
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
す
る
応
答
に
関
し
て
は
、
不
完
全
な
応
答
が
な
さ
れ
た
場
合
と
応
答
が
完
全
に
懈
怠
さ
れ
た
場
合

と
は
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
応
答
は
な
さ
れ
た
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
を
し
た
当
事
者
が
そ
の
応
答
を
不
完
全
で
あ
る
と
考
え

た
場
合
、
そ
の
当
事
者
は
適
切
な
応
答
を
強
制
す
る
強
制
命
令
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑶
項
B
、

⒜
⑷
項
）。
裁
判
所
が
強
制
命
令
の
申
立
て
を
認
容
し
た
場
合
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
応
答
す
る
側
の
当
事
者
に
対
す
る
制
裁
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
の
場
合
の
制
裁
は
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
申
立
て
の
た
め
に
要
し
た
合
理
的
な
費
用
の
申
立
当
事
者
へ
の
償
還
に
限
ら
れ
る（
連

邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A
）。
そ
し
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
応
答
す
る
側
の
当
事
者
が
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所

は
こ
の
当
事
者
に
対
す
る
さ
ら
な
る
制
裁
の
た
め
の
命
令
を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A
）、
か
つ
、
こ
の

命
令
に
代
え
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
え
て
、
裁
判
所
は
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
当
事
者
、
そ
の
当
事
者
の
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
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は
そ
の
両
者
に
対
し
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。
強
制
命
令
の
申
立
て
に
よ
り
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
求
め
る
当
事
者
は
、
応
答
が
不
完
全
、
回
避
的
、

ま
た
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を

414
）

負
う
。
裁
判
所
は
、
た
と
え
ば
、
関
連
す
る
情
報
が
一
般
的
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の

要
求
に
対
応
し
な
い
大
量
の
情
報
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
、
応
答
が
単
純
に
質
問
の
中
心
面
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
場
合
な
ど
に
、

応
答
が
不
完
全
、
ま
た
は
回
避
的
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
に

415
）

な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
自
身
の
証
言
録
取
へ
の
出
頭
の
完
全
な
懈
怠
、
質
問
書
や
提
出
・
調
査
要
求
（
連
邦
民
訴
規
則
三
四

条
）
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
（
回
答
、
異
議
、
ま
た
は
そ
の
他
の
種
類
の
応
答
を
送
付
せ
ず
、
保
護
命
令
の
申
立
て
も
し
な
い
）
が
あ

る
場
合
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
を
し
た
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
強
制
命
令
の
発
令
を
経
る
こ
と
な
く
、
広
範
な
制
裁
の
命
令
を
直

接
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
。
本
章
本
節
第
四
款
に
て
論
じ
る
）。

２

強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
手
続
的
要
件

⑴

一
般

強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
後
に
の
み
、
行
う
こ
と
が
で

416
）

き
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ

は
一
般
に
当
事
者
が
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
に
従
っ
て
協
議
を
行
う
前
に
は
求
め
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
協
議
の
前
に
な
さ
れ
た
強
制
命

令
の
申
立
て
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
さ

417
）

れ
る
。

⑵

申
立
て
の
期
限

連
邦
民
訴
規
則
で
は
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
べ
き
期
間
の
制
限
は
特
に
課
さ
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れ
て
い

418
）

な
い
。
た
だ
し
、
強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
期
間
制
限
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
、
裁
判
所
審
理
規
則（sta

n
d
in
g
o
rd
ers

）、

ま
た
は
個
々
の
事
件
に
て
登
録
さ
れ
た
命
令
に
よ
っ
て
課
さ
れ

419
）

う
る
。

強
制
命
令
の
申
立
て
の
期
限
に
関
す
る
一
般
的
な
制
限
が
な
い
こ
と
は
、
全
て
の
事
件
・
状
況
に
つ
い
て
適
切
な
期
限
を
設
定
す
る
こ

と
の
困
難
さ
を
反
映
し
て

420
）

い
る
。
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
時
期
に
な
っ
た
後
短
期
間
の
う
ち
に
強
制
命
令

の
申
立
て
を
な
す
こ
と
を
厳
格
に
要
求
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
強
制
命
令
の
申
立
て
前
に
申
立
当
事
者
に
相
手
方
と
の
協
議
、
ま
た
は
協

議
の
試
み
を
要
求
す
る
こ
と
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑴
項
。
本
章
本
節
本
款
２
⑶
に
て
論
じ
る
）
と
の
抵
触
が
問
題
と

421
）

な
る
。
申
立

当
事
者
は
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
時
期
が
き
た
後
、
相
手
方
と
協
議
を
行
う
、
ま
た
は
協
議
を
試
み
る
た

め
の
十
分
な
期
間
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
短
期
間
の
う
ち
に
強
制
命
令
の
申
立
て
を
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
当
事
者
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
、
お
よ
び
裁
判
所
が
扱
う

べ
き
申
立
て
の
数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
、協
議
や
協
議
の
試
み
の
要
求
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
二
つ
の
主
要
な
目
的
と
抵
触

422
）

す
る
。

ま
た
、
当
事
者
は
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
不
十
分
な
部
分
な
ど
を
適
時
に
補
充
・
訂
正
す
る
継
続

的
な
義
務
を
負
う
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒠
項
。
本
章
第
一
節
第
八
款
６
参
照
）。
こ
の
補
充
・
訂
正
の
義
務
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
強
制
命
令
の
申
立
て
の
必
要
性
が
未
然
に
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ

の
応
答
の
時
期
が
き
た
後
あ
ま
り
に
も
短
い
時
点
に
強
制
命
令
の
申
立
て
の
期
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
補
充
・
訂
正
の
義
務
の
目
的
を
達

成
す
る
余
地
を
小
さ
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な

423
）

が
る
。

他
方
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
可
能
な
期
間
に
関
し
て
制
限
を
課
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
潜
在
的
に

重
要
な
申
立
て
に
関
す
る
迅
速
な
判
断
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
最
終
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
目
的
の
達
成
が
危
う
く
さ

れ
た
り
、
ト
ラ
イ
ア
ル
の
延
期
や
続
行
を
強
い
ら
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
一
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般
に
、
強
制
命
令
の
申
立
て
を
含
む
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
活
動
が
、
当
事
者
が
実
体
的
な
申
立
て
を
な
す
た
め
の
最
終
期
限
に
先
行

す
る
期
限
を
過
ぎ
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
や
、
最
終
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
間
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
さ

424
）

れ
る
。
い
く
つ
か
の
裁
判
所
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
限
後
に
な
さ
れ
た
強
制
命
令
の
申
立
て

を
許
容
し
な
い
旨
を
判
示

425
）

す
る
。

強
制
命
令
の
申
立
権
は
、
と
り
わ
け
、
申
立
て
が
ト
ラ
イ
ア
ル
の
終
結
ま
で
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
不
作
為
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ

426
）

う
る
。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
限
の
日
の
前
、
ま
た
は
そ
の
す
ぐ
後
に
な
さ
れ
た
強
制
命
令
の
申
立
て
で
さ
え
、
必
然
的
に
適
時
に
な
さ
れ

た
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
は

427
）

な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
所
は
強
制
命
令
の
申
立
て
が
適
時
に
な
さ
れ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
か
な
り

の
裁
量
権
を
有

428
）

す
る
。
こ
の
判
断
を
な
す
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
多
数
の
要
素
、
お
よ
び
全
て
の
関
連
す
る
事
件
に
特
有
の
事
情
を
考
慮

し
う
る
が
、
そ
の
際
に
裁
判
所
が
考
慮
す
る
可
能
性
の
あ
る
要
素
の
一
部
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が

429
）

あ
る
。

・
申
立
て
を
な
す
際
の
遅
延
の

430
）

長
さ

・
申
立
て
の
遅
延
に
よ
っ
て
他
の
当
事
者
に
損
害
が
生
じ
る
か
否
か
、
ま
た
は
不
当
な
負
担
が
課
さ
れ
る
か

431
）

否
か

・
遅
延
が
申
立
当
事
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
事
態
、
ま
た
は
申
立
当
事
者
が
正
当
な
理
由
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
事
態
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
か

432
）

否
か

・
遅
延
が
戦
術
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
か
、
過
失
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
は
交
渉
、
他
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
段
、
も
し
く
は

他
の
情
報
源
に
よ
っ
て
情
報
を
得
る
た
め
の
誠
実
な
努
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
な

433
）

の
か

・
申
立
て
を
許
容
す
る
こ
と
が
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
抵
触
す

434
）

る
か
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⑶

協
議
ま
た
は
協
議
の
試
み
に
関
す
る
確
証
の
要
求

強
制
命
令
の
申
立
て
は
、申
立
当
事
者
が
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
情
報
等
を
獲
得
す
る
こ
と
を
試
み
る
た
め
に
、デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
要
求
さ
れ
て
い
る
当
事
者
と
誠
実
に
協
議
し
た
こ
と
、
も
し
く
は
協
議
を
試
み
た
こ
と
に
関
す
る
確
証
を
包
含

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜

435
）

⑴
項
）。
強
制
命
令
の
申
立
て
に
先
立
っ
て
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ

バ
リ
の
義
務
の
履
行
に
関
す
る
紛
争
を
非
公
式
に
解
決
す
る
こ
と
の
試
み
を
要
求
す
る
規
定
は
、
一
九
九
三
年
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の

際
に
採
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
同
様
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
成
功
経
験
に
基
づ
い
て

436
）

い
る
。

強
制
命
令
の
申
立
て
を
な
す
前
に
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る

た
め
に
協
議
す
る
こ
と
、
ま
た
は
協
議
を
試
み
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
連
邦
民
訴
規
則
の
文
言
自
体
も
諮
問
委
員
会
注
解
も
、
具
体
的
な
定
義
を
示
し
て
い

437
）

な
い
。
し
か
し
、
一

部
の
裁
判
例
は
、
手
紙
を
送
付
す
る
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
る
旨
を
判

438
）

示
し
、
ま
た
、
一
部
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
も
同
様
の
こ
と
を
明

示
的
に
規
定

439
）

す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
考
え
や
意
見
の
生
の
交
換
を
要
求
す
る
も
の
で

440
）

あ
る
。

協
議
ま
た
は
協
議
の
試
み
に
関
す
る
確
証
の
要
求
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、
第
九
巡
回
区
の
あ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、「
解
決
の
た
め

の
誠
実
な
試
み
の
確
証
」
の
要
求
は
二
つ
の
構
成
要
素
を
持
つ
旨
を
判
示

441
）

す
る
。
第
一
は
、
現
実
の
確
証
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
裁
判
所
に

対
し
、
と
り
わ
け
、
⑴
協
議
を
し
た
、
ま
た
は
協
議
を
試
み
た
当
事
者
の
氏
名
、
⑵
彼
ら
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
方
法
、
⑶
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
日
時
、
⑷
議
論
さ
れ
た
特
定
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
、
⑸
議
論
の
結
果
、
ま
た
は
有
益
な
議
論
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
を
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
協
議
の
た
め
の
誠
実
な
試
み
の
履
行
で
あ
り
、
こ
の
規

定
の
下
で
の
「
誠
実
さ
」
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
を
有
益
に
議
論
す
る
目
的
に
お
け
る
誠
実
さ
、
詐
欺
に
か
け
る
意
図
ま
た

は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
濫
用
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
情
報
等
を
入
手
す
る
義
務
に
対
す
る
忠
実
さ
を
包
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含
す
る
。
当
事
者
は
、
争
わ
れ
て
い
る
個
々
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
を
議
論
す
る
た
め
に
現
実
に
面
会
や
協
議
を
す
る
か
、
面

会
や
協
議
を
試
み
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
本
人
に
よ
る
、
ま
た
は
電
話
に
よ
る
、
個
人
的
、
か
つ
相
互
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
要
求

442
）

す
る
。
一
部
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
は
、
面
会
ま
た
は
協
議
に
関
す
る
あ
る
特
定
の
事
実
と
情
報
が
確
証
中
で
提
供
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
要
求

443
）

す
る
。
ま
た
、
第
一
〇
巡
回
区
の
連
邦
地
方
裁
判
所
は
当
事
者
に
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
し
て
い

る
当
事
者
が
現
実
に
求
め
て
い
る
こ
と
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
提
供
す
る
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
対
応
す
る
文
書
ま
た
は
情
報
を
合
理
的
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
特
定
の
真
正
な
異
議
、
ま
た
は
そ
の
他
の
争
点
が
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
解
決
で

き
な
い
の
か
を
協
議
の
場
で
正
確
に
確
定
す
る
こ
と
を
要
求

444
）

す
る
。

代
理
人
弁
護
士
が
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
協
議
を
怠
っ
た
場
合
、ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー

ル
は
強
制
命
令
の
申
立
て
の
却
下
、
ま
た
は
弁
護
士
費
用
の
償
還
を
命
じ
る
こ
と
が
で

445
）

き
る
。
多
く
の
裁
判
所
は
活
発
に
こ
の
種
の
ル
ー

ル
を
執
行

446
）

す
る
が
、
一
部
の
裁
判
所
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
や
治
安
判
事
は
、
代
理
人
弁
護
士
が
不
誠
実
に
行
動
し
た
か
ま
た

は
故
意
に
裁
判
所
の
命
令
も
し
く
は
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
な
し
に
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
違
反
を
理
由

と
す
る
弁
護
士
費
用
の
償
還
の
制
裁
を
科
す
権
能
を
有
し
な
い
旨
を
判
示

447
）

す
る
。

一
部
の
裁
判
所
は
、
申
立
人
が
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
求
め
ら
れ
て
い
る
当
事
者
と
の
協
議
の
試
み
の
要
求

を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
免
責

448
）

す
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
申
立
て
が
事
件
の
結
果
に
影
響
を
与
え
う
る
重
要
な

争
点
を
含
む
場
合
、
紛
争
は
手
続
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
よ
り
も
、
本
案
に
基
づ
い
て
、
よ
り
よ
く
判
断
さ
れ
る
旨
を
述

449
）

べ
る
。
別
の
裁

判
所
は
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
奨
励
す
る
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
解
決
の
た
め
の
誠
実
な
試
み
の
確

証
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
申
立
て
に
つ
い
て
裁
判
所
が
考
慮
す
る
た
め
に
先
行
す
る
条
件
で
は
な
い
旨
を
判
示

450
）

す
る
。
し
か
し
、
別

の
裁
判
所
は
、
代
理
人
弁
護
士
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
の
要
求
は
、
た
と
え
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
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協
議
を
無
益
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
必
要
的
な
も
の
で
あ
る
旨
を
判
示

451
）

す
る
。
さ
ら
に
、
様
々
な
裁
判
所
が
、
特
定
の
者
が

申
立
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
面
会
と
協
議
の
要
求
か
ら
免
除
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を

452
）

有
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
一
部
は
本
人
訴
訟

の
当
事
者
、
弁
護
士
に
代
理
さ
れ
て
い
な
い
非
当
事
者
、
ま
た
は
そ
の
両
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
要
求
か
ら
免
除
し
て

453
）

い
る
が
、
そ
の

理
由
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
あ
ま
り
法
的
知
識
を
有
さ
ず
、
ま
た
、
裁
判
所
の
監
督
な
し
に
自
身
の
立
場
を
適
切
に
代
弁
す
る
能
力
を
有
し

な
い
と
い
う
も
の
で

454
）

あ
る
。

３

強
制
命
令
の
申
立
て
に
対
す
る
判
断

⑴

強
制
命
令
に
関
す
る
判
断
の
際
に
裁
判
所
が
考
慮
す
べ
き
要
素

現
行
の
連
邦
民
訴
規
則
上
は
、
当
事
者
は
全
て
の
当
事
者
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
と
関
連
す
る
、
秘
匿
特
権
の
認
め
ら
れ
な
い
事
項
に
関

し
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
加
え
て
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
訴
訟
中
に
含
ま
れ
る
係
争
事

項
に
関
連
す
る
全
て
の
事
項
に
つ
き
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
証
拠
能
力
あ
る
証
拠
の
デ
ィ
ス

カ
バ
リ
に
つ
な
が
る
よ
う
合
理
的
に
計
画
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
関
連
す
る
情
報
は
ト
ラ
イ
ア
ル
で
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ

る
必
要
は
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑴
項
）。

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
認
め
ら
れ
る
事
項
・
情
報
の
範
囲
は
広
範
で
あ
り
、
裁
判
所
は
強
制
命
令
を
認
容
す
る
か
否
か
を
判

断
す
る
際
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
・
情
報
と
当
事
者
の
請
求
や
抗
弁
と
の
関
連
性
（
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

係
争
事
項
と
の
関
連
性
）
の
有
無
を
判
断
し
、
関
連
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
強
制
命
令
が
認
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、
強
制

命
令
の
申
立
て
に
係
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
こ
の
基
準
を
充
足
し
て
い
て
も
、
要
求
さ
れ
て
い
る
事
項
・
情
報
に
つ
き
秘
匿
特
権
が
認
め
ら

れ
る
場
合
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑴
項
）、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
事
項
・
情
報
が
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
法
理
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
場
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合
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑶
項
）、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
排
斥
さ

455
）

れ
る
。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
・
情
報

が
秘
匿
特
権
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
強
制
命

令
の
発
令
を
争
う
相
手
方
当
事
者
は
、
秘
匿
特
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
へ
の
該
当
性
に
関
す
る
証
明
責
任
を

456
）

負
う
。

ま
た
、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
た
と
え
要
求
さ
れ
て
い
る
事
項
・
情
報
が
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
を
申
立
当
事
者
が
証
明
し
、
か
つ
、

そ
れ
ら
が
秘
匿
特
権
ま
た
は
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
法
理
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
相
手
方
当
事
者
が
証
明
で
き
な
か
っ
た
場
合
で

さ
え
、
認
容
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
争
う
当
事
者
が
以
下
の
事
項
に
つ
き
裁
判
所

を
説
得
し
た
場
合
、
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑵
項
C

〜

）。

・
要
求
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
不
合
理
に
累
積
的
ま
た
は
重
複
的
で
あ
る

・
要
求
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
よ
り
便
利
で
、
負
担
が
少
な
く
、
か
つ
廉
価
な
そ
の
他
の
情
報
源
か
ら
入
手
で
き
る

・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
す
る
当
事
者
が
訴
訟
中
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
よ
っ
て
情
報
を
入
手
す
る
十
分
な
機
会
を
有
し
て
い
た

・
事
件
で
の
必
要
性
、
紛
争
の
程
度
、
当
事
者
の
資
源
、
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
争
点
の
重
要
性
、
お
よ
び
争
点
の
解
決
に
際
し

て
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
、提
案
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
負
担
と
費
用
が
想
定
さ
れ
る
利
益
を
上
回
る（
連

邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒢
⑴
項
B

も
参
照
）

ま
た
、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
争
う
当
事
者
が
以
下
の
事
項
に
つ
き
裁
判
所
を
説
得
し
た
場
合
、
排
斥
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒢
⑴
項
B

・

）。

・
要
求
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
現
行
法
、
ま
た
は
現
行
法
の
拡
張
・
修
正
・
破
棄
の
た
め
の
採
る
に
値
し
な
い
も
の
で
は
な
い

議
論
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
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・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
嫌
が
ら
せ
、
不
必
要
な
遅
延
の
惹
起
、
ま
た
は
訴
訟
費
用
の
不
必
要
な
増
大
と
い
っ
た
不
当
な
目
的
の
た
め
に
要

求
さ
れ
て
い
る
こ
と

要
求
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
こ
れ
ら
の
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
よ
っ
て
要
求
さ

れ
て
い
る
情
報
が
関
連
性
の
要
求
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
申
立
人
が
裁
判
所
を
確
信
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務

を
争
う
当
事
者
に
課
さ

457
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
申
立
て
に
つ
き
判
断

す
る
場
合
、
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
競
合
す
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
必
然
的
に
個
々
の
事
件
ご
と

に
固
有
の
も
の
に
な
り
、
そ
の
分
析
の
結
果
は
、
全
て
の
事
件
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
単
一
の
公
式
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
個
々
の
事
件

で
提
示
さ
れ
た
状
況
の
全
体
を
注
意
深
く
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に

458
）

な
る
。

な
お
、
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
申
立
て
が
全
部
ま
た
は
一
部
排
斥
さ
れ
た
場
合
、
裁
判

所
は
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒞
項
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
保
護
命
令
を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
B
・

C
）。

⑵

費
用
償
還
の
制
裁

強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
裁
判
が
な
さ
れ
た
後
、
そ
の
手
続
内
で
自
ら
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
当
事
者
（
申
立
て
が
認
容

さ
れ
た
場
合
の
相
手
方
、
申
立
て
が
排
斥
さ
れ
た
場
合
の
申
立
人
）
に
対
し
て
は
、
費
用
償
還
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
。
こ
の
制
裁
の
目
的

の
一
つ
は
、
裁
判
所
に
よ
る
実
質
的
な
介
入
な
し
に
ト
ラ
イ
ア
ル
前
に
証
拠
・
情
報
等
の
共
有
を
図
る
た
め
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
等
の
シ
ス

テ
ム
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
、
当
事
者
・
代
理
人
弁
護
士
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ

459
）

れ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
場
合
（
問
題
と
な
っ
た
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
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申
立
て
後
に
提
供
さ
れ
た
場
合
も
含
む
）、
裁
判
所
は
申
立
て
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
等
の
義
務
を
懈
怠
し
た
）
当
事
者
、

そ
の
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
そ
の
両
者
に
対
し
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
申
立
て
の
た
め
に
申
立
人
が
負
担
を
要
し
た
合
理
的
な
費
用

の
償
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A
）。
た
だ
し
、
申
立
人
が
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
得
る
た
め
の
誠
実
な
努
力
（
相
手
方
と
の
協
議
ま
た
は
協
議
の
試
み
）
を
経
る
こ
と
な
く
強
制
命
令
を

申
し
立
て
た
場
合（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A

）、
相
手
方
に
よ
る
情
報
等
の
非
開
示
、
応
答
、
異
議
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る

場
合
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A

）、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
と
な
る
場
合
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項

A

）
に
は
、
裁
判
所
は
費
用
償
還
の
制
裁
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。

反
対
に
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
排
斥
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
申
立
人
、
そ
の
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
そ
の
両
者
に
対
し
、
弁
護

士
費
用
を
含
む
、
相
手
方
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
等
の
義
務
を
懈
怠
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
た
者
）
が
申
立
て
を
争
う
た
め
に
負
担
を
要
し
た

合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
そ
の
他
の
事
情

に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
と
な
る
場
合
、
裁
判
所
は
費
用
償
還
の
制
裁
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
B
）。

他
方
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
一
部
認
容
・
一
部
排
斥
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
申
立
て
の
た
め
の
合
理
的
な
費
用
を
両
当
事
者
サ
イ

ド
に
分
担
し
て
負
担
さ
せ
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
C
）。

こ
の
よ
う
に
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
全
部
認
容
さ
れ
た
場
合
に
は
相
手
方
に
、
申
立
て
が
全
部
排
斥
さ
れ
た
場
合
に
は
申
立
人
に
、

原
則
と
し
て
費
用
償
還
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
方
の
場
合
に
共
通
す
る
免
責
事
由
と
し
て
、
そ
の
当
事
者
が
申
立
て
に

関
す
る
手
続
内
で
と
っ
た
立
場
が
十
分
正
当
化
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
の
制
裁
が
不
当
と
な
る
場
合
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
ず
、「
十
分
な
正
当
化
」と
い
う
点
に
関
し
て
、
あ
る
下
級
審
裁
判
所
は
、
適
切
な
解
決
に
関
す
る
真
正
の
紛
争
が
存
在
す
る

場
合
、
ま
た
は
、
通
常
人
が
そ
れ
を
正
し
い
と
考
え
う
る
場
合
に
、
法
的
な
立
場
が
「
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
」、
す
な
わ
ち
、
立
場
は
、
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そ
れ
が
法
的
に
、
か
つ
事
実
に
関
し
て
も
合
理
的
な
根
拠
を
有
す
る
場
合
、「
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
」旨
を
結
論
付

460
）

け
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
十
分
な
正
当
化
」
の
基
準
に
つ
き
、
あ
る
裁
判
所
は
、
起
草
者
の
意
図
と
同
様
、
問
題
に
関
す
る
紛
争
が
「
真
正
の
も
の
で
あ
っ
た
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
通
常
の
弁
護
士
が
争
わ
れ
て
い
る
立
場
の
適
切
性
に
つ
き
同
意
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
当
事
者
が
証
明
し
た
場
合
、

こ
の
基
準
は
充
足
さ
れ
る
旨
を
判
示

461
）

す
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
十
分
な
正
当
化
の
基
準
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
き
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
は
客
観
的
な
合
理
性
で
あ
る
た
め
、
勝
訴
当
事
者
は
敗
訴
当
事
者
が
悪
意
で
行
動
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
な
く
、
費
用
償
還
の
制
裁
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
自
身
が
主
観
的
に
は
誠
実
に
行
動
し
た
と
の
敗
訴
当
事
者
に
よ
る
証
明

は
、
制
裁
の
要
求
を
覆
す
た
め
に
は
不
十
分
で

462
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、「
十
分
な
正
当
化
」の
基
準
は
客
観
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
明
快
な
表
現
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
基
準
の
適
用
に
関
し
て
は
、
必
然
的
に
か
な
り
の
裁
量
権
が
連
邦
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

463
）

な
る
。

両
方
の
場
合
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
免
責
事
由
と
し
て
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
の
制
裁
が
不
当
と
な
る
場
合
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
免
責
事
由
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
公
刊
裁
判
例
は
あ
ま
り
存
在
し

464
）

な
い
。
こ
の
規
定
の

起
草
者
は
、
一
つ
の
場
合
と
し
て
、
費
用
償
還
の
制
裁
を
不
当
と
す
る
事
情
は
「
主
張
を
認
め
ら
れ
た
当
事
者
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
な
い

形
で
行
動
し
た
」
場
合
に
生
じ
う
る
旨
を
示
唆

465
）

す
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
し
て
敗
訴
し
た
当
事
者
が
本
人
訴

訟
に
て
訴
訟
を
追
行
し
て
い
て
、
法
に
関
し
て
精
通
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
立
場
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ま
た
は
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
の
ル
ー
ル
に
よ
る
権
利
・
義
務
の
善
意
に
基
づ
く
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
費
用
償
還
の
制
裁
を
認
め
る

こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
と
考
え
ら

466
）

れ
る
。
さ
ら
に
、
費
用
償
還
の
制
裁
を
不
当
と
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
当
事
者
ま
た
は
代

理
人
弁
護
士
に
費
用
償
還
の
制
裁
を
科
す
こ
と
の
効
果
、
敗
訴
当
事
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
弁
護
士
の
精
神
状
態
、
彼
ら
の
関
連
す
る
知

識
・
経
験
・
専
門
性
、
過
去
の
非
行
、
萎
縮
効
果
の
危
険
、
お
よ
び
勝
訴
当
事
者
に
よ
っ
て
被
っ
た
不
利
益
（
た
と
え
ば
、
訴
訟
の
準
備
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に
お
け
る
も
の
）
も
考
え
ら

467
）

れ
る
。

前
記
の
通
り
、
費
用
償
還
の
制
裁
は
、
裁
判
所
が
強
制
命
令
の
申
立
て
に
対
し
て
判
断
す
る
際
に
排
斥
し
た
立
場
を
採
っ
て
い
た
こ
と

に
つ
き
責
任
の
あ
る
当
事
者
ま
た
は
代
理
人
弁
護
士
に
対
し
て
科
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
、
そ
の
両
者
に
対
し
て
科
さ
れ
う
る
（
連
邦
民
訴

規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A
・
B
）。
代
理
人
弁
護
士
は
費
用
償
還
の
制
裁
に
関
し
て
、
依
頼
者
の
背
後
に
隠
れ
る
こ
と
は
で
き

468
）

な
い
。
ゆ
え
に
、

強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
し
て
採
ら
れ
た
立
場
に
つ
い
て
の
責
任
が
代
理
人
弁
護
士
に
の
み
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
代
理
人
弁
護
士
に
の

み
費
用
償
還
の
制
裁
を
命
じ

469
）

う
る
。
な
お
、
責
任
が
代
理
人
弁
護
士
と
依
頼
者
と
に
分
配
さ
れ
る
場
合
、
分
配
の
性
質
は
事
実
審
裁
判
所

の
健
全
な
裁
量
に
委
ね
ら

470
）

れ
る
。

強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
し
て
敗
訴
し
た
当
事
者
に
対
し
て
費
用
償
還
の
制
裁
を
科
す
前
に
、
裁
判
所
は
制
裁
を
科
さ
れ
る
者
ま
た
は

当
事
者
に
審
問
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A
・
B
）。
裁
判
所
は
、
適
切
な
通
知
に
基
づ
く
口

頭
で
の
審
問
を
開
く
こ
と
か
、
利
害
関
係
の
あ
る
当
事
者
か
ら
の
書
面
の
提
出
を
考
慮
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
こ
の
要
求
を
遵

守
す
る
こ
と
に

471
）

な
る
。

強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
し
て
当
事
者
ま
た
は
代
理
人
弁
護
士
に
対
し
て
科
さ
れ
る
制
裁
は
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
申
立
て
に
関
し

て
負
担
さ
れ
た
合
理
的
な
費
用
に
限
定
さ
れ
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項

472
）

A
・
B
）。
こ
こ
で
は
、
費
用
償
還
の
制
裁
の
要
求
を
準

備
す
る
た
め
に
負
担
さ
れ
た
弁
護
士
費
用
も
ま
た
償
還
さ
れ

473
）

う
る
し
、
同
様
に
、
費
用
償
還
の
制
裁
へ
の
上
訴
に
対
し
て
防
御
す
る
こ
と

の
費
用
は
、
も
と
も
と
の
制
裁
で
認
め
ら
れ
た
費
用
償
還
に
追
加
し
て
償
還
さ
れ

474
）

う
る
。
裁
判
官
は
、
費
用
償
還
の
制
裁
の
要
求
に
関
連

し
て
費
や
さ
れ
た
時
間
と
請
求
さ
れ
た
弁
護
士
費
用
の
合
理
性
を
評
価
す
る
た
め
に
、
法
実
務
に
関
す
る
経
験
と
同
様
に
、
事
件
と
代
理

人
弁
護
士
に
関
す
る
経
験
を
用

475
）

い
る
。
大
部
分
の
裁
判
所
は
、
費
用
償
還
の
制
裁
の
一
部
と
な
る
弁
護
士
費
用
の
算
定
の
た
め
に
「
指
針

（lo
d
esta

r

）」の
公
式
を
用

476
）

い
る
。
こ
の
公
式
に
従
っ
て
、
代
理
人
弁
護
士
に
よ
っ
て
費
や
さ
れ
た
時
間
数
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
同
種
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の
技
能
の
弁
護
士
に
よ
る
同
種
の
業
務
の
た
め
に
通
常
請
求
さ
れ
る
一
時
間
あ
た
り
の
費
用
を
掛
け
て
、弁
護
士
費
用
の
算
定
が
な
さ
れ
、

償
還
を
求
め
る
当
事
者
は
、
費
や
さ
れ
た
時
間
と
請
求
さ
れ
る
一
般
的
な
費
用
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を

477
）

負
う
。
基
準
と
な
る
額
は
、
包

含
さ
れ
て
い
る
争
点
の
複
雑
さ
、
お
よ
び
代
理
人
弁
護
士
の
認
識
さ
れ
て
い
る
技
能
や
能
率
性
を
含
む
、
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
た
結
果
、

増
加
し
た
り
減
少
し
た
り

478
）

す
る
。

事
実
審
裁
判
所
は
、
強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
敗
訴
当
事
者
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
た
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
否
か
を
判
断
す
る

に
際
し
て
、
か
な
り
の
裁
量
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
費
用
償
還
の
制
裁
に
関
す
る
事
実
審
裁
判
所
の

判
断
を
審
査
す
る
際
、
謙
抑
的
な
「
裁
量
権
の
濫
用
（a
b
u
se
o
f
d
iscretio

n

）」
の
基
準
を
適
用

479
）

す
る
。

第
二
款

強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁

１

概
要

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
項
に
基
づ
き
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
が
発
令
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
命
じ
ら
れ

た
者
が
こ
れ
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
さ
ら
な
る
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
）。
す
な
わ
ち
、
当
事

者
ま
た
は
法
人
た
る
当
事
者
の
役
員
、
取
締
役
、
支
配
人
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
制
裁
の

た
め
の
さ
ら
な
る
命
令
を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A
。
こ
こ
で
認
め
ら
れ
る
制
裁
の
種
類
に
つ
い
て

は
、
後
に
詳
し
く
論
じ
る
）。
ま
た
、
裁
判
所
は
こ
の
命
令
に
代
え
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
え
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
を
遵
守
し

な
か
っ
た
当
事
者
等
、
そ
の
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
そ
の
両
者
に
対
し
、
原
則
と
し
て
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強

制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
に
基
づ
く
制
裁
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
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り
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
強
制
命
令
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
規
定
に
よ
る
制
裁
の
申
立
て
に
関
し
て
は
、
強
制
命
令
の

申
立
て
の
場
合
と
異
な
り
、
当
事
者
が
申
立
て
の
前
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
情
報
等
を
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
入

手
す
る
た
め
に
相
手
方
と
の
協
議
、
ま
た
は
協
議
の
試
み
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
件
は
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
裁
判
所
が
す
で
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
を
発
令
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
議
等
の
要
求
が
不
要
に
な
る
と
さ

480
）

れ
る
。

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
に
基
づ
く
制
裁
の
目
的
は
、
制
裁
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
を
懲
罰
す
る
こ
と
、
お
よ

び
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
関
与
す
る
よ
う
誘
惑
さ
れ
う
る
者
を
抑
止
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら

481
）

れ
る
。
そ
の
他
の
目
的
と
し
て
は
、
当
事
者
が

強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
保
証
す
る

482
）

こ
と
、
考
慮
中
の
命
令
の
遵
守
を
確
保
す
る

483
）

こ
と
、
お

よ
び
、
濫
用
的
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
追
加
の
費
用
を
裁
判
所
や
他
の
当
事
者
に
補
償
す
る

484
）

こ
と
が
挙
げ
ら

485
）

れ
る
。
裁
判
所
は
、
ど
の

種
類
の
制
裁
を
科
す
か
、
ま
た
、
制
裁
が
ど
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
際
に
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
留
意
す
る
べ
き

で

486
）

あ
り
、
可
能
な
範
囲
で
、
制
裁
は
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
起
こ
っ
た
事
情
に
適
合
す
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

487
）

れ
る
。

２

制
裁
の
申
立
て
に
関
す
る
手
続
的
要
件

連
邦
民
訴
規
則
は
、
三
七
条
⒝
項
所
定
の
制
裁
の
申
立
て
に
つ
き
特
別
な
期
間
の
制
限
を
設
け
て
い
な
い
が
、
制
裁
の
申
立
て
は
、
基

礎
と
な
る
強
制
命
令
の
違
反
が
生
じ
た
後
、
発
見
さ
れ
た
後
、
ま
た
は
合
理
的
な
注
意
を
通
じ
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
後
の
合
理

的
な
期
間
内
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

488
）

な
い
。
こ
の
合
理
的
な
期
間
は
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
が
、
制
裁
の
申
立
て
が
長
期
に
わ
た
っ

て
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
申
立
て
が
認
容
さ
れ
る
可
能
性
が
著
し
く
減
少
す
る
と
考
え
ら

489
）

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
部
分
、
申
立
て
の
長
期

の
遅
延
に
よ
っ
て
制
裁
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
理
由
で
生
じ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
制
裁
が
強
制
命
令
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の
違
反
等
の
発
生
後
長
期
間
が
経
過
し
た
後
ま
で
科
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
懲
罰
の
抑
止
効
果
は
相
当
に
減
殺
さ
れ
る
と
考
え
ら

490
）

れ
る
。

反
対
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
、
裁
判
所
審
理
規
則
、
ま
た
は
事
件
ご
と
の
指
名
さ
れ
た
裁
判
官
に
よ
る
指
示
が
な
い
限
り
、
当
事
者
に

よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁
の
申
立
て
は
申
立
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
連
邦
民
訴
規
則
七
条
⒝
⑴
項
参
照
）、
審

問
の
通
知
は
そ
の
審
問
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
日
の
少
な
く
と
も
一
四
日
前
に
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
六
条
⒞

⑴
項
）。
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
は
し
ば
し
ば
、
申
立
書
の
様
式
と
内
容
に
関
す
る
付
加
的
な
要
求
を
追
加

491
）

す
る
。
違
反
を
非
難
さ
れ
て
い
る

当
事
者
が
一
四
日
以
内
に
申
立
て
に
対
す
る
適
切
な
防
御
を
準
備
す
る
こ
と
が
実
行
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
主
張
さ
れ
て
い
る
不
遵
守
の

状
況
と
性
質
に
鑑
み
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
さ
ら
な
る
通
知
を
要
求
し

492
）

う
る
。

強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁
の
申
立
て
で
は
、
命
令
の
不
遵
守
を
主
張
さ
れ
て
い
る
当
事
者
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
を

理
解
さ
せ
、
防
御
の
た
め
の
公
正
な
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
十
分
に
明
確
な
形
で
、
主
張
さ
れ
て
い
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
関
し
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

493
）

な
い
。
す
な
わ
ち
、
制
裁
の
申
立
て
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
の
要
求
は
現
実
の
、
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
何
ら
か
の
審
問
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

494
）

な
い
。

制
裁
の
申
立
て
に
よ
っ
て
弁
護
士
費
用
を
含
む
費
用
償
還
を
求
め
る
場
合（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
参
照
）、
求
め
ら
れ
て
い

る
費
用
と
主
張
さ
れ
て
い
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
と
の
因
果
関
係
を
説
明
す
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
提
供
さ
れ
た
役
務
の
性
質
、
費
や

さ
れ
た
代
理
人
弁
護
士
の
時
間
数
、
お
よ
び
そ
れ
に
従
っ
て
時
間
あ
た
り
の
費
用
が
依
頼
者
に
請
求
さ
れ
る
割
合
を
詳
細
に
述
べ
る
べ
き

で
あ
る
と
さ

495
）

れ
る
。
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３

制
裁
の
申
立
て
に
対
す
る
判
断

⑴

制
裁
の
目
的
の
考
慮

懲
罰
と
抑
止
と
い
う
目
的
は
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁
を
科
す
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
の
正
当
か
つ
重
要
な

考
慮
要
素
で
あ
る
と
さ

496
）

れ
る
。
裁
判
所
が
争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
の
秩
序
あ
る
進
行
を
促
進
す
る
た
め
に
そ
の
能
力
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
懲
罰
の
手
段
を
科
す
た
め
の
権
限
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

497
）

れ
る
。
個
々
の
制
裁
は
意
図
し
た
効
果
を

有
す
る
よ
う
十
分
強
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ま
た
必
要
な
機
能
に
の
み
資
す
る
よ
う
限
定
的
に
調
整
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

498
）

れ
る
。

一
般
的
に
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
基
づ
く
制
裁
の
主
な
目
的
は
、
違
反
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
強
制
命
令
の
遵
守
を
確
保
し

ま
た
は
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ

499
）

れ
る
。
訴
訟
全
体
の
却
下
ま
た
は
全
て
の
請
求
に
つ
い
て
の
懈
怠
判
決
（d

efa
u
lt
ju
d
g
m
en
t

）
の

登
録
（
※
こ
れ
ら
の
制
裁
は
訴
訟
全
体
を
終
了
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
）
を
除
く
全
て
の
制
裁
は
、
強
制
命
令
の
遵
守
の
確
保
・
奨
励
と

い
う
目
的
を
促
進
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。
命
令
の
遵
守
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
あ
る
裁
判
例
は
、
裁
判
所
は
あ
る

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
制
裁
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
よ
り
徹
底
的
な
制
裁
を
科
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
旨
を
強
調

500
）

す
る
。

制
裁
は
ま
た
、
当
事
者
が
他
の
当
事
者
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
の
結
果
と
し
て
被
っ
た
、
ま
た
は
被
る
可
能
性
の
あ
る
不
利
益
の

是
正
ま
た
は
補
償
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
が
、
最
も
明
白
か
つ
重
要
な
形
態
の
不
利
益
は
、
当
事
者
が
相
手
方
の
重
大
な
争
点
、
請
求
、

ま
た
は
抗
弁
を
公
正
に
正
当
化
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
た
場
合
に
生

501
）

じ
る
。
制
裁
は
ま
た
、
当
事
者
が
強

制
命
令
に
違
反
し
て
新
た
な
証
拠
の
提
出
を
ト
ラ
イ
ア
ル
の
直
前
ま
で
待
ち
、
相
手
方
当
事
者
の
時
間
お
よ
び
費
用
の
相
当
な
浪
費
と
い

う
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
も
適
切
で
あ
る
と
さ

502
）

れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
不
利
益
は
制
裁
を
科
す
た
め
の
本
質
的
な
前
提
条
件
で

は
な
く
、
司
法
の
運
営
の
た
め
に
は
、
た
と
え
違
反
が
他
の
当
事
者
の
実
体
権
に
不
利
に
影
響
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
あ
っ
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た
と
し
て
も
、
強
制
命
令
の
免
責
さ
れ
な
い
違
反
に
対
応
す
る
こ
と
が
裁
判
所
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
さ

503
）

れ
る
。

強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
し
て
科
さ
れ
る
全
て
の
制
裁
は
、
状
況
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

504
）

さ
れ
、
か
つ
、

制
裁
の
性
質
と
規
模
が
強
制
命
令
の
違
反
お
よ
び
そ
の
違
反
の
有
害
な
結
果
の
性
質
と
規
模
と
釣
り
合
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
制
裁
は

合
理
的
で
あ
る
と
さ

505
）

れ
る
。

た
と
え
ば
、
第
四
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
ど
の
よ
う
な
制
裁
を
科
す
か
を
判
断
す
る
際
に
連
邦
地
方
裁
判
所
が
用
い
る
た
め
の
、

四
要
素
か
ら
な
る
テ
ス
ト
を
発
展
さ
せ
て
き
た
が
、
そ
の
テ
ス
ト
の
下
で
は
、
裁
判
所
は
、
不
遵
守
当
事
者
が
悪
意
で
行
動
し
て
い
た
か

否
か
、
不
遵
守
が
相
手
方
に
引
き
起
こ
し
た
不
利
益
の
総
額
、
特
定
の
種
類
の
不
遵
守
を
抑
止
す
る
必
要
性
、
お
よ
び
、
よ
り
徹
底
的
で

な
い
制
裁
が
有
効
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
に

506
）

な
る
。

⑵

制
裁
の
判
断
に
際
し
て
の
事
実
審
裁
判
所
の
裁
量

事
実
審
裁
判
所
が
個
々
の
事
件
の
全
て
の
関
連
す
る
状
況
を
直
接
に
知
悉
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
、
制
裁
を
科
す
か
否
か
、
ま

た
ど
の
特
定
の
種
類
の
制
裁
を
科
す
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
一
般
的
に
は
事
実
審
裁
判
所
の
広
範
な
裁
量
権
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ

る
と
さ

507
）

れ
る
。
強
制
命
令
の
違
反
を
理
由
に
制
裁
を
科
す
判
断
を
審
査
す
る
際
に
大
部
分
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
適
用
す
る
基
準
は
、
謙

抑
的
な
「
裁
量
権
の
濫
用
（a

b
u
se
o
f
d
iccretio

n

）」
の
基
準
で
あ
る
と
さ

508
）

れ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
審
査
を
行
う
裁
判
所
が
全
て

の
関
連
す
る
要
素
を
衡
量
し
た
後
で
、
事
実
審
裁
判
所
が
達
し
た
結
論
に
お
い
て
判
断
の
明
白
な
誤
り
を
犯
し
た
と
の
明
確
か
つ
堅
固
な

確
信
を
抱
い
た
場
合
に
の
み
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
断
は
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に

509
）

な
る
。
裁
量
権
の
濫
用
の
基
準
に
基
づ
き
事
実
審
裁
判

所
の
判
断
を
審
査
す
る
に
際
し
て
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
事
実
審
裁
判
所
が
命
令
を
維
持
し
不
当
な
遅
延
を
防
止
す
る
必
要
性
、
違
反

者
の
相
手
方
へ
の
不
利
益
、
お
よ
び
本
案
に
関
し
て
訴
訟
を
処
分
す
る
こ
と
に
有
利
な
方
針
を
含
む
、
多
く
の
要
素
を
衡
量
し
な
け
れ
ば
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な
ら

510
）

な
い
。

し
か
し
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
事
実
審
裁
判
所
に
認
め
る
裁
量
権
の
範
囲
は
、
一
般
的
に
は
、
選
択
さ
れ
た
制
裁
の
厳
し
さ
に
応
じ
て

変
化
し
、
事
実
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
制
裁
が
よ
り
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
認
め
る
可
能
性
の
あ
る
裁

量
権
の
範
囲
は
よ
り
狭
く

511
）

な
る
。
た
と
え
ば
、
制
裁
が
本
案
に
関
し
て
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
場
合
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
よ
り
厳
し
く

な
い
制
裁
が
制
裁
の
規
定
の
目
的
を
充
足
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
よ
り
綿
密
な
調
査
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
裁
判
例
が
存
在

512
）

す
る
。
同
様
に
、
制
裁
の
要
求
を
判
断
す
る
に
際
し
て
事
実
審
裁
判
所
が
従
事
し
た
手
続
に
関
す
る
裁
量
権
の
範
囲
は
、
選
択
さ
れ
た
制

裁
の
規
模
に
応
じ
て
狭
ま
り
、
厳
し
い
制
裁
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
考
慮
は
、
よ
り
軽
い
制
裁
を
科

す
こ
と
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
考
慮
よ
り
も
大
き
く
な
る
と
さ

513
）

れ
る
。

⑶

訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
科
す
場
合
に
考
慮
さ
れ
る
要
素

強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
し
て
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
に
基
づ
き
科
さ
れ
る
制
裁
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
後
に
論

じ
る
。
そ
の
中
で
も
、
訴
訟
の
却
下（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）、
お
よ
び
懈
怠
判
決（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）

は
、
と
り
わ
け
訴
訟
の
本
案
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
厳
し
い
制
裁
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
制
裁
を
科
す
場
合
に
は
、
他
の

種
類
の
制
裁
を
科
す
場
合
と
は
異
な
る
要
素
の
考
慮
が
必
要
と
な
る
。

⒜

最
終
手
段
と
し
て
の
制
裁

訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
は
、
適
切
な
事
件
で
は
連
邦
地
方
裁
判
所
に
と
っ
て
利
用
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

514
）

れ
る
が
、
訴
訟
を
本
案
に
関
し
て
解
決
す
る
こ
と
へ
の
強
力
な
志
向
、
あ
る
い
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
関
心
の
規
模
が
制
裁
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の
厳
し
さ
に
応
じ
て
増
大
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
裁
判
所
は
一
様
に
、
強
制
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
制
裁
と
し
て
の
訴

訟
を
却
下
す
る
命
令
ま
た
は
懈
怠
判
決
を
認
容
す
る
命
令
は
、
一
般
的
に
最
終
手
段
と
し
て
の
み
、
ま
た
は
よ
り
徹
底
的
で
な
い
制
裁
が

裁
判
所
の
命
令
の
遵
守
を
確
保
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
適
切
と
考
え
ら
れ
る
旨
を
判
示

515
）

す
る
。
そ
し
て
、
事
実
審
裁
判
所

が
こ
れ
ら
の
制
裁
を
科
す
こ
と
を
選
択
す
る
場
合
、
そ
の
裁
量
権
の
範
囲
は
か
な
り
狭
く
な
る
と
さ

516
）

れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
九
巡
回
区
連

邦
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
例
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
が
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
科
す
際
に
よ
り
軽
い
制
裁
を
適
切
に
考
慮
し
た
か
否
か
を
判

断
す
る
場
合
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
が
明
白
に
よ
り
軽
い
制
裁
と
い
う
代
替
手
段
を
議
論
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
か
を

説
明
し
た
か
否
か
、
訴
訟
を
却
下
す
る
こ
と
を
命
じ
る
前
に
よ
り
軽
い
制
裁
を
実
行
し
た
か
否
か
、
お
よ
び
、
違
反
を
し
た
当
事
者
に
訴

訟
の
却
下
の
可
能
性
を
警
告
し
た
か
否
か
を
考
慮
す
る
旨
を
判
示

517
）

す
る
。
ま
た
、
同
じ
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
別
の
裁
判
例
も
、

事
実
審
裁
判
所
に
よ
る
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
破
棄
し
、通
常
の
好
ま
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
累
進
的
な
規
律
を
要
求
す
る
旨
を
判
示

518
）

す
る
。

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
事
実
審
裁
判
所
に
よ
る
最
初
の
介
入
は
謙
抑
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
違
反
し
た
当
事
者
が
基
礎

と
な
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
の
よ
り
は
な
は
だ
し
い
結
果
の
警
告
を
伴
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
よ
り
軽
い
制

裁
に
よ
る
強
制
命
令
の
遵
守
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
累
進
的
に
よ
り
過
酷
な
制
裁
を
正
当
化
す
る
と
さ

519
）

れ
る
。

も
っ
と
も
、
訴
訟
の
却
下
と
懈
怠
判
決
が
最
終
手
段
た
る
制
裁
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
最
初
に
よ
り
厳
し
く

な
い
制
裁
を
科
し
た
後
に
の
み
そ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
制
裁
を
科
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、多
く
の
裁
判
所
は
、

累
進
的
な
規
律
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
全
て
の
状
況
に
適
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
よ
り
軽
い
制
裁
が
明
白
に
効
果
的
で

な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
事
実
審
裁
判
所
は
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
認
識

520
）

す
る
。
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⒝

不
遵
守
当
事
者
の
故
意
、
悪
意
、
重
過
失

一
般
的
に
、
制
裁
は
単
に
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
う
る
の
で

521
）

あ
り
、
特
定
の
精
神
状
態
ま
た
は
有
責
性
の
程
度
は
、

少
な
く
と
も
科
さ
れ
る
制
裁
が
厳
し
い
も
の
で
な
い
場
合
、
前
提
条
件
で
は

522
）

な
い
。
ゆ
え
に
、
故
意
ま
た
は
反
抗
的
な
行
為
の
認
定
は
、

訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
登
録
よ
り
も
厳
し
く
な
い
制
裁
を
支
持
す
る
た
め
に
は
必
要
で
は
な
い
と
さ

523
）

れ
る
。
し
か
し
、
不
遵
守

当
事
者
の
有
責
性
は
選
択
さ
れ
た
制
裁
の
厳
し
さ
に
直
接
関
係

524
）

す
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
が「（
強
制
命
令
の
）

不
遵
守
が
不
可
能
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
（
不
遵
守
当
事
者
の
）
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
場
合
に
、（
当
事
者
の
）ト
ラ
イ
ア
ル
前
の
提
出
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
訴
状
の
却
下
を
認
め
る
よ
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
」
旨
を
判
示

525
）

し
た
が
、
こ
の
判
旨
は
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
が
適
切
に
科
さ
れ
る
前
に
悪
意
、
故
意
、
ま
た
は
重

過
失
の
証
明
を
要
求
す
る
た
め
に
幅
広
く
解
釈
さ
れ
て

526
）

き
た
。

当
事
者
が
意
識
的
に
、
か
つ
意
図
的
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
と
裁
判
所
が
結
論
付
け
た

527
）

場
合
、
ま
た
は
裁
判
所

が
十
分
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
継
続
的
な
違
反
を
認
定
し
た

528
）

場
合
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
支
持
す
る
の
に
十
分
な

故
意
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に

529
）

な
る
。
故
意
ま
た
は
悪
意
が
存
在
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
不
遵
守
当
事
者
に
よ
る

非
行
の
全
て
の
事
情
を
適
切
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

530
）

れ
る
。

一
部
の
裁
判
所
は
、「
代
理
人
弁
護
士
の
違
反
を
理
由
と
す
る
罰
は
依
頼
者
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」旨
を
主
張
し
て
、
強
制
命

令
の
違
反
が
当
事
者
の
代
理
人
弁
護
士
に
の
み
起
因
す
る
場
合
に
、訴
訟
の
却
下
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
す
る
不
本
意
さ
を
表
明

531
）

す
る
が
、

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
代
理
人
弁
護
士
の
免
責
さ
れ
な
い
行
為
を
理
由
と
す
る
原
告
の
訴
状
の
却
下
は
依
頼
者
に
対
す
る
不
当
な
罰
を
科

す
旨
の
概
念
を
排
斥
し
て

532
）

い
る
。
し
か
し
、
制
裁
と
し
て
訴
訟
の
却
下
を
科
す
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ

れ
る
要
素
は
、
代
理
人
弁
護
士
の
行
為
が
訴
訟
の
却
下
の
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
場
合
、
よ
り
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

533
）

れ
る
。
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ま
た
、
一
部
の
上
訴
裁
判
所
は
、
制
裁
の
根
拠
と
な
る
不
遵
守
が
単
純
な
不
注
意
ま
た
は
過
失
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
明
白
に
重
過
失

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
条
件
に
、
故
意
ま
た
は
悪
意
に
及
ば
な
い
行
為
を
理
由
と
す
る
訴
訟
の
却
下
や
懈
怠
判
決
の
制
裁
を

維
持
し
て

534
）

き
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
の
あ
る
裁
判
例
は
、
ど
の
程
度
厳
し
い
制
裁
を
科
す
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
当
該
事
件
に
お
け

る
当
事
者
に
よ
る
反
復
的
な
不
遵
守
を
抑
止
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず「
抑
止
が
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
行
為
へ
の
誘
惑
に
駆
ら
れ
う
る『
別

の
事
件
で
の
他
の
当
事
者
』
を
抑
止
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
う
る
旨
を
述
べ
る
傍
論
の
文
脈
で
、
不

遵
守
当
事
者
が
重
過
失
の
責
任
を
負
い
う
る
限
り
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
広
範
か
つ
一
般
的
な
抑
止
目
的
は
最
も
厳
し
い
制
裁
を
正

当
化
し
う
る
旨
を
示
唆

535
）

す
る
。
こ
の
根
拠
か
ら
、
重
過
失
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
訴
訟
の
却
下
や
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
正
当
化
し

う
る
と
の
視
点
を
示
す
い
く
つ
か
の
裁
判
例
が

536
）

あ
る
。

⒞

事
前
の
警
告
の
必
要
性

い
く
つ
か
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
ほ
と
ん
ど
の
状
況
で
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
当
事
者
の
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
訴
訟

の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
に
訴
え
る
前
に
、
事
前
の
警
告
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
判
示
し
て

537
）

き
た
。
制
裁
を
科
さ
れ
る
当
事

者
が
本
人
訴
訟
を
追
行
し
て
い
る
場
合
に
、
全
て
の
上
訴
裁
判
所
が
事
前
の
警
告
を
要
求
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で

538
）

あ
る
。

も
っ
と
も
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
に
関
す
る
事
前
の
警
告
を
支
持
す
る
強
い
方
針
を
選
好
す
る
裁
判
所
で
さ
え
、
警

告
が
要
求
さ
れ
な
い
例
外
的
な
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
た
と
え
ば
、
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
相
手
方
当
事
者

が
よ
り
厳
し
い
制
裁
を
求
め
る
意
図
を
明
確
に
示
し
て
い
た
た
め
に
、
制
裁
を
科
さ
れ
る
当
事
者
が
制
裁
の
厳
し
さ
に
よ
る
不
意
打
ち
を

受
け
え
な
い
場
合
、
お
よ
び
、
制
裁
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
が
実
に
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
訴
訟
引
延
し
の
戦
略
の
継
続
的

な
パ
タ
ー
ン
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
、
警
告
は
必
要
で
な
い
旨
を
判
示

539
）

し
た
。
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４

具
体
的
な
制
裁
の
種
類

当
事
者
や
そ
の
役
員
等
が
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
訴
訟
が
係
属
す
る
裁
判
所
は
制
裁
の
た
め
の
さ
ら
な
る
正
当
な
命
令

を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
が（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A
）、
そ
の
命
令
が
包
含
し
う
る
制
裁
の
種
類
に
関
し
て
は
、
連
邦
民
訴

規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

〜

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
こ
の
制
裁
の
命
令
に
代
え
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
加
え
て
、
不

遵
守
当
事
者
等
、
そ
の
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
そ
の
両
者
に
、
一
定
の
免
責
事
由
が
な
い
限
り
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
強
制
命
令
の

不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
相
手
方
の
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。
以
下
で

は
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
制
裁
に
つ
い
て
論
じ
る
。

⑴

事
実
の
証
明
の
擬
制

当
事
者
等
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
事
実
審
裁
判
所
は
命
令
に
よ
り
、
そ
の
命
令
に
包
含
さ
れ
る
事
項
ま
た
は
そ
の
他
の
指
定

さ
れ
た
事
実
を
、
訴
訟
の
目
的
と
の
関
連
で
、
命
令
を
得
た
当
事
者
の
主
張
す
る
通
り
に
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が

で
き
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）。
特
定
の
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
個
々
の
事
件
に
お
け
る

そ
の
特
定
の
事
実
の
役
割
に
応
じ
て
、
広
範
に
変
化

540
）

す
る
。
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
さ
れ
る
事
実
の
一
部
は
、
そ
の
訴
訟
で
の
よ
り
重
要
な

請
求
と
の
関
係
で
は
末
梢
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

541
）

れ
る
。
他
方
で
、
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
さ
れ
る
事
実
が
訴
訟
に
と
っ
て
決
定

的
な
も
の
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判

決
の
登
録
と
同
等
で
あ
る
と
考
え
ら

542
）

れ
る
。
こ
の
制
裁
か
ら
生
じ
う
る
結
果
の
広
範
な
範
囲
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
利
用
を
正
当
化
す
る
状

況
も
ま
た
広
範
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
一
般
的
に
、
特
定
の
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
結

果
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
根
拠
と
な
る
非
行
は
よ
り
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

543
）

な
い
。
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特
定
の
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
こ
と
が
請
求
の
処
分
と
同
等
で
あ
る
場
合
、
上
訴
裁
判
所
は
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決

の
制
裁
の
場
合
と
同
じ
正
当
化
を
要
求

544
）

す
る
。
ゆ
え
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
強
制
命
令
の
違
反
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
重
過
失
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
違
反
が
他
の
当
事
者
に
重
大
な
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
よ
り
徹
底
的
で
な
い
制
裁
が
制
裁

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

545
）

れ
る
。

他
方
、
反
対
側
の
極
に
は
、
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
さ
れ
る
事
実
が
末
梢
的
で
あ
る
、
ま
た
は
重
要
で
な
い
請
求
も
し
く
は
二
次
的
な
抗

弁
に
の
み
関
連
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
制
裁
は
、
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
制
裁
の
中
で
最
も
厳
し
さ
の
緩
い
も
の

の
一
つ
で
あ
る
と
さ

546
）

れ
る
。
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
こ
と
の
結
果
が
訴
訟
の
却
下
や
懈
怠
判
決
の
場
合
ほ
ど
徹
底
的
な
も
の
と

は
な
ら
な
い
場
合
、
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
の
認
定
は
、
一
般
的
に
必
要
条
件
で
は
な
い
と
さ

547
）

れ
る
。

⑵

指
定
さ
れ
た
請
求
・
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
争
う
こ
と
の
禁
止
、
指
定
さ
れ
た
事
項
の
証
明
の
禁
止

当
事
者
等
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
不
遵
守
当
事
者
が
指
定
さ
れ
た
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と

ま
た
は
争
う
こ
と
、
も
し
く
は
指
定
さ
れ
た
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
命
令
（
排
斥
命
令
〔p

reclu
sio
n
o
rd
er

〕）
を
登
録
す

る
こ
と
が
で
き
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）。
特
定
の
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
制
裁
の
場
合
と
同
様
、
個
々
の
排

斥
命
令
の
制
裁
の
厳
し
さ
は
、
不
遵
守
当
事
者
が
支
持
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
特
定
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
の
重
要
性
、
ま
た
は
当
事
者

が
提
出
を
禁
じ
ら
れ
る
証
拠
の
重
要
性
に
応
じ
て
劇
的
に
変
化
し
、
一
般
的
に
、
排
斥
命
令
の
制
裁
の
結
果
が
厳
し
く
な
る
ほ
ど
、
上
訴

裁
判
所
は
そ
の
利
用
に
よ
り
制
約
を
課
す
こ
と
に

548
）

な
る
。

し
か
し
、
事
実
審
裁
判
所
が
排
斥
命
令
の
制
裁
を
考
慮
す
る
際
に
常
に
適
用
す
る
可
能
性
の
あ
る
制
約
が
存
在
し
、
特
に
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
の
考
慮
は
、
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
強
制
命
令
と
不
遵
守
当
事
者
が
証
明
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
事
項
と
の
間
の
十
分
な
関
係
が
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存
在
す
る
こ
と
を
要
求

549
）

す
る
。

一
部
の
状
況
で
は
、
排
斥
命
令
の
制
裁
は
相
手
方
当
事
者
に
有
利
な
判
決
と
同
等
で
あ
り
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
上
訴
裁

判
所
は
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
の
場
合
と
同
じ
正
当
化
を
要
求

550
）

す
る
。
ゆ
え
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
強
制
命
令
の
違

反
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
す
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ

551
）

れ
る
。

他
方
で
、
排
斥
命
令
の
制
裁
が
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
と
同
等
で
は
な
い
場
合
も
し
ば
し
ば
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う

な
状
況
で
は
、
上
訴
裁
判
所
は
一
般
的
に
、
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
を
要
求

552
）

せ
ず
、
か
つ
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
排
斥

命
令
の
制
裁
の
範
囲
を
定
め
る
に
際
し
て
か
な
り
の
裁
量
権
を
有
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
排
斥
命
令
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、

当
事
者
が
特
定
の
証
拠
に
関
す
る
質
問
書
へ
の
応
答
を
要
求
す
る
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
当
事
者
が
同
じ
証
拠
を
提
出

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

553
）

命
令
や
、
両
当
事
者
に
そ
の
請
求
お
よ
び
抗
弁
の
た
め
の
事
実
上
の
根
拠
を
完
全
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

命
令
を
原
告
が
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
告
が
特
定
の
法
理
論
に
従
っ
た
請
求
を
主
張
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

554
）

命
令
な
ど
が

555
）

あ
る
。

⑶

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
却
下

当
事
者
等
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
事
実
審
裁
判
所
は
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
却
下
す
る
命
令
を
登
録
す
る

こ
と
が
で
き
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）。
こ
の
制
裁
が
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A
の
中
の
他
の
規
定
に
よ
っ
て
は

付
与
さ
れ
て
い
な
い
実
体
的
な
権
限
を
追
加
し
て
い
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全

部
を
却
下
す
る
命
令
の
効
果
は
、
不
遵
守
当
事
者
が
特
定
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
争
う
こ
と
を
禁
じ
る
排
斥
命
令

の
効
果
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら

556
）

れ
る
。
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制
裁
と
し
て
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
を
却
下
す
る
場
合
、
上
訴
裁
判
所
は
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
の
命
令
に
課
す
の

と
同
様
の
制
約
を
課
す
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

557
）

ら
れ
、
特
に
、
不
遵
守
当
事
者
の
行
為
が
悪
意
、
故
意
、
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

558
）

れ
る
。
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
を
却
下
す
る
制
裁
の
命
令
は
、
事
実
審
裁
判
所
が
最
初
に
よ
り
軽
い
制
裁
を

科
し
た
が
そ
の
効
果
が
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
維
持
さ
れ
る
可
能
性
が
よ
り
大
き
く
な
る
と
考
え
ら

559
）

れ
る
。

他
方
、
事
実
審
裁
判
所
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
一
部
の
み
を
却
下
し
、
不
遵
守
当
事
者
に
訴
訟
を
継
続
す
る
現
実
の
可
能
性
を
残
す

場
合
、
か
な
り
多
く
の
裁
量
権
を
認
め
ら

560
）

れ
る
。
命
令
が
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
一
部
の
み
を
却
下
す
る
場
合
、
上
訴
裁
判
所
は
故
意
ま
た

は
悪
意
の
認
定
が
あ
る
旨
を
あ
ま
り
強
調
し
な
い
が
、
一
般
的
に
、
命
令
を
生
じ
さ
せ
た
非
行
と
、
命
令
が
却
下
す
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

の
一
部
分
と
の
間
の
関
連
が
な
け
れ
ば
な
ら

561
）

な
い
。

⑷

さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
の
停
止

当
事
者
等
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、裁
判
所
は
命
令
が
遵
守
さ
れ
る
ま
で
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る（
連

邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）。
不
遵
守
当
事
者
が
原
告
で
あ
る
場
合
、
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
の
停
止
は
強
制
命
令
の
遵
守
を
確
実
に

す
る
た
め
の
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら

562
）

れ
る
。
し
か
し
、
不
遵
守
当
事
者
が
被
告
で
あ
る
場
合
、
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
の
停
止
は

効
果
的
な
強
制
の
道
具
で
は
な
い
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
特
に
被
告
が
原
告
の
訴
訟
の
遅
延
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
、

被
告
に
有
利
な
形
で
機
能
し
う
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

563
）

れ
る
。

⑸

訴
訟
の
却
下
、
懈
怠
判
決

原
告
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
訴
訟
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
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項

564
）

A

）、
被
告
が
強
制
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
被
告
に
不
利
に
懈
怠
判
決
を
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る（
連
邦
民
訴
規
則
三

七
条
⒝
⑵
項

565
）

A

）。
さ
ら
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
登
録
の
た
め
の
特
別
な

要
求
な
し
に
、
自
ら
の
職
権
で
そ
の
よ
う
な
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で

566
）

き
る
。

訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
が
訴
訟
の
本
案
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
厳
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
上
訴
裁
判
所

は
一
般
的
に
事
実
審
裁
判
官
に
、
そ
の
よ
う
な
制
裁
が
当
事
者
の
不
遵
守
行
為
へ
の
適
切
な
対
応
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て

特
定
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
す
る（
本
章
本
節
本
款
３
⑶

567
）

参
照
）。
実
際
、
一
部
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
に
事
実
審

裁
判
所
が
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詳
細
な
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
特
定
の
テ
ス
ト
を
採
用
し
て
き
た
が
、
以
下
に
挙
げ
ら
れ
る
要
素

は
、
そ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
に
含
ま
れ
て

568
）

い
る
。

・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
非
行
が
、
公
正
な
結
果
が
達
成
さ
れ
う
る
と
の
裁
判
所
の
信
頼
を
十
分
に
傷
つ
け
た
か

569
）

否
か

・
違
反
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か

・
違
反
が
他
の
当
事
者
に
不
利
益
を
被
ら
せ
た
か
否
か
、
ま
た
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
重
大
さ
、
お
よ
び
、
そ
の
不
利
益
が
他

の
何
ら
か
の
行
為
に
よ
っ
て
救
済
で
き
る
か
否
か

・
違
反
が
訴
訟
手
続
の
遅
延
を
引
き
起
こ
し
た
か
否
か
、
ま
た
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
程
度

・
不
遵
守
当
事
者
が
前
も
っ
て
、
違
反
が
こ
の
種
の
徹
底
的
な
制
裁
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
り
う
る
旨
を
警
告
さ
れ
て
い
た
か
否
か

・
不
遵
守
が
単
発
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
、
非
行
の
パ
タ
ー
ン
の
一
部
で
あ
っ
た
か

・
よ
り
軽
い
制
裁
が
以
前
に
不
遵
守
当
事
者
に
科
さ
れ
た
が
そ
れ
が
効
果
が
な
か
っ
た
か
否
か

・
事
実
審
裁
判
官
が
、
最
初
に
代
わ
り
の
、
よ
り
軽
い
手
段
を
考
慮
し
た
が
、
明
確
な
理
由
に
よ
り
、
よ
り
徹
底
的
で
な
い
制
裁
で
は

制
裁
規
定
の
正
当
な
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
結
論
付
け
た
か
否
か

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦

北研49(4・107)853



訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
科
す
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
最
も
重
要
な
要
素
は
、
違
反
が
故
意
、
悪

意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
お
よ
び
、
違
反
が
他
の
当
事
者
に
引
き
起
こ
し
た
不
利
益
の
程
度
で
あ

る
と
考
え
ら

570
）

れ
る
。

⑹

裁
判
所
侮
辱

当
事
者
が
、
身
体
ま
た
は
精
神
の
検
査
（
連
邦
民
訴
規
則
三
五
条
）
に
応
じ
る
こ
と
を
命
じ
る
命
令
を
除
く
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制

命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
違
反
を
裁
判
所
侮
辱
（co

n
tem

p
t
o
f

571
）

co
u
rt

）
と
し
て
扱
う
命
令
を
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連

邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

）。
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
は
、
事
実
の
証
明
を
擬
制
す
る
命
令
、
排
斥
命
令
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
却
下

す
る
命
令
、
訴
訟
手
続
の
停
止
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
に
加
え
て
、
ま
た
は
そ
れ
ら
に
代
え
て
、
利
用
が
可
能
で

572
）

あ
る
。

こ
こ
で
の
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
与
す
る
た
め
に
そ
の
法
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
命
じ
る

573
）

命
令
、
文
書
の
提
出

や
質
問
書
へ
の
応
答
を
命
じ
る

574
）

命
令
、お
よ
び
、デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
可
能
な
会
社
の
資
産
を
移
転
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
を
命
じ
る

575
）

命
令

な
ど
を
含
む
、
様
々
な
裁
判
所
の
命
令
を
故
意
に
よ
り
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
科
さ
れ
て

576
）

き
た
。

裁
判
所
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
起
源
を
も
つ
手
続
的
な
要
求
を
最
初
に
充
足
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
科
す

こ
と
は
で
き

577
）

な
い
。
手
続
的
な
要
求
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
反
抗
的
な
行
為
の
性
質
、
行
為
が
裁
判
官
の
面
前
で
起
こ
っ
た
か
否
か
、
お

よ
び
、
制
裁
が
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
（civ

il
co
n
tem

p
t

）
を
構
成
す
る
か
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
（crim

in
a
l
co
n
tem

p
t

）
を
構
成
す
る

か
を
含
む
、
様
々
な
要
素
に
依
存

578
）

す
る
。
全
て
の
種
類
の
裁
判
所
侮
辱
の
手
続
で
は
、
主
張
に
対
す
る
抗
弁
を
提
出
す
る
た
め
の
適
切
な

機
会
と
同
様
に
、
主
張
さ
れ
て
い
る
不
遵
守
に
関
す
る
明
確
な
通
知
が
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

579
）

れ
る
。
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⒜

民
事
的
裁
判
所
侮
辱

一
般
的
に
、
裁
判
所
侮
辱
が
民
事
的
と
考
え
ら
れ
る
か
刑
事
的
と
考
え
ら
れ
る
か
は
、
そ
の
主
な
目
的
と
効
果
に
依
存

580
）

す
る
。
民
事
的

裁
判
所
侮
辱
の
目
的
は
た
い
て
い
、
裁
判
所
の
命
令
の
遵
守
を
強
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
強
制
的
な
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
は
継
続

的
な
不
遵
守
を
要
件
と
し

581
）

う
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
あ
る
裁
判
例
は
、
判
決
債
務
者
が
裁
判
所
の
以
前
の

命
令
を
遵
守
す
る
ま
で
取
立
訴
訟
で
防
御
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
維
持
す
る
旨
の
判
断
を

な

582
）

し
た
。
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
は
ま
た
、
不
遵
守
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
当
事
者
に
対
し
て
不
遵
守
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
き

合
理
的
な
賠
償
を
支
払
う
こ
と
を
、
不
遵
守
当
事
者
に
要
求
す
る
こ
と
が
で

583
）

き
る
。

裁
判
所
は
、
記
録
が
明
白
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
っ
て
、
⑴
侮
辱
者
が
裁
判
所
の
命
令
に
違
反
し
た

584
）

こ
と
、
⑵
不
遵
守
が
技
術

的
な
も
の
ま
た
は
些
事
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た

585
）

こ
と
、
お
よ
び
、
⑶
侮
辱
者
の
行
為
が
善
意
ま
た
は
違
反
さ
れ
た
命
令
の
合
理
的
な
解
釈

に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

586
）

こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
の
み
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で

587
）

き
る
。
ゆ
え
に
、
故
意
、

悪
意
、
ま
た
は
重
過
失
の
認
定
は
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
認
定
の
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
い
と
さ

588
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
要
求
が
個
々
の

事
件
で
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
疑
い
は
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
当
事
者
に
有
利
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら

589
）

な
い
。

こ
れ
ら
の
要
素
が
含
意
す
る
よ
う
に
、
命
令
違
反
を
非
難
さ
れ
て
い
る
当
事
者
が
命
令
を
遵
守
す
る
た
め
の
全
て
の
合
理
的
な
段
階
を

踏
ん
だ
が
、
自
身
の
責
任
に
よ
ら
ず
し
て
裁
判
所
の
要
求
を
充
足
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
は
認
定
さ

れ
え

590
）

な
い
が
、
状
況
が
制
御
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
誠
実
に
全
て

の
合
理
的
な
段
階
を
踏
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
は
、
不
遵
守
当
事
者
に
課
さ

591
）

れ
る
。
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⒝

刑
事
的
裁
判
所
侮
辱

裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
は
、
そ
の
主
な
目
的
ま
た
は
明
白
に
主
要
な
効
果
が
、
過
去
の
裁
判
所
の
命
令
の
違
反
を
理
由
と
し
て
当
事
者
を

罰
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
、
民
事
的
と
い
う
よ
り
は
刑
事
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
不
遵
守
当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ

の
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
の
た
め
に
必
要
な
額
を
明
白
に
超
過
す
る
金
銭
的
制
裁
を
科
す
裁
判
所
侮
辱
の
命

令
は
、
そ
の
性
質
上
主
に
懲
罰
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ゆ
え
に
民
事
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
刑
事
的
で
あ
る
と
考
え
ら

592
）

れ
る
。

刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
は
、
不
遵
守
が
故
意
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と

す
る
制
裁
と
し
て
は
科
さ
れ
え

593
）

な
い
。

刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
に
直
面
す
る
当
事
者
は
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
に
直
面
す
る
当
事
者
よ
り
も
か
な
り
大
き
な
手
続

上
の
権
利
と
保
護
を
認
め
ら
れ
る
。
全
て
の
種
類
の
裁
判
所
侮
辱
の
手
続
は
、
主
張
に
対
す
る
抗
弁
を
提
出
す
る
適
切
な
機
会
と
同
様
、

主
張
さ
れ
て
い
る
不
遵
守
の
明
白
な
通
知
が
先
行
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
に
直
面
す
る
当
事
者
は
、
制
裁
が
科
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
旨
の
み
な
ら
ず
、
制
裁
が
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
で
あ
り
う
る
旨
も
警
告
さ
れ
る
資
格
が
認
め
ら

594
）

れ
る
。
加
え
て
、
刑
事

的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
に
直
面
す
る
当
事
者
は
、
裁
判
所
侮
辱
の
手
続
で
代
理
人
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
資
格
を
認
め
ら
れ
、
か
つ
、

陪
審
に
よ
る
ト
ラ
イ
ア
ル
を
受
け
る
権
利
を
有
し

595
）

う
る
。
さ
ら
に
、
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
手
続
で
は
、
有
罪
の
判
断
を
支
持
す
る
た
め

に
必
要
な
事
実
は
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

596
）

な
い
。

⑺

金
銭
的
制
裁

⒜

概
要

当
事
者
等
が
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
、
不
遵
守
当
事
者
、
そ
の
当
事
者
等
に
助
言
す
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る
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
そ
の
両
者
に
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
要
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
他
の
制
裁
に
代
え
て
、
ま
た
は
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
金
銭
的
制
裁
を
科
す（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。

こ
の
金
銭
的
制
裁
は
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
か
、
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
に
な
る
か
し
な
い
限

り
、
科
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。
不
遵
守
当
事
者
は
、
そ
の
懈
怠
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
、

ま
た
は
他
の
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
金
銭
的
制
裁
を
科
す
こ
と
が
不
当
に
な
る
こ
と
に
つ
き
証
明
責
任
を

597
）

負
う
。
裁
判
所
は
す
で
に
、
抵

抗
す
る
当
事
者
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
た
め
、
正
当
化
の
責
任
を
制
裁
に
抵
抗
す
る
当
事
者

に
課
す
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
さ

598
）

れ
る
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
強
制
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し

て
、
か
な
り
の
裁
量
権
を
有

599
）

す
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
が
事
件
ご
と
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
て
、
全
て
の
関
連
す
る
考

慮
の
カ
タ
ロ
グ
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
当
事
者
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
、
⑴
命
令
に
よ
る
義
務
の
善
意
に
よ
る
、
か

つ
合
理
的
な
誤
解
に
基
づ
い
て

600
）

い
る
、
⑵
単
に
技
術
的
な
も
の
、
ま
た
は
命
令
の
周
縁
部
に
お
け
る
も
の
で

601
）

あ
る
、
ま
た
は
、
⑶
当
事
者

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
力
ま
た
は
状
況
に
完
全
に
起
因
す
る
も
の
で

602
）

あ
る
と
い
っ
た
要
件
を
充
た
す
場
合
、
当
事
者
は
十
分
な
正
当

化
事
由
の
証
明
責
任
を
充
足
し
た
と
考
え
ら

603
）

れ
る
。
他
方
、
当
事
者
は
単
に
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
故
意
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
旨
を
証
明
し
た
だ
け
で
は
、
十
分
な
正
当
化
の
証
明
責
任
を
尽
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で

604
）

あ
り
、
過
失

に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
は
、
金
銭
的
制
裁
の
た
め
の
十
分
な
根
拠
と

605
）

な
る
。

た
と
え
不
遵
守
当
事
者
が
強
制
命
令
の
不
遵
守
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
事
情

に
よ
っ
て
費
用
償
還
が
不
当
と
な
る
場
合
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
金
銭
的
制
裁
を
科
さ
な
い
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
民

訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。
裁
判
所
が
十
分
な
正
当
化
事
由
の
な
い
当
事
者
の
不
遵
守
に
つ
き
、
金
銭
的
制
裁
を
科
す
こ
と
が
不
当
で
あ
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る
と
判
断
す
る
と
い
う
状
況
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
そ
の
他
の
事
情
」
は
、
当
事
者
が
本
人
訴
訟
で
訴
訟
追
行
を
し

て
お
り
、
代
理
さ
れ
て
い
る
当
事
者
と
同
じ
基
準
で
判
断
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
不
遵
守
当
事
者
が
無
資
力
で
あ
る
場
合
に
、
最
も
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら

606
）

れ
る
。

⒝

審
問
の
機
会

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
制
約
に
よ
り
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
最
初
に
不
遵
守
当
事
者
に
通
知
、
お
よ
び
、
説
明
、
正
当
化
事
由
、

ま
た
は
抗
弁
を
提
出
す
る
た
め
の
適
切
な
機
会
を
提
供
し
な
い
限
り
、
金
銭
的
制
裁
を
科
す
こ
と
は
で
き

607
）

な
い
。
裁
判
所
は
ま
た
、
影
響

を
受
け
る
他
の
当
事
者
が
関
連
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
適
切
な
機
会
を
も
つ
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら

608
）

な
い
。
制
裁
の
判
断

が
依
拠
す
る
情
報
が
、
覚
書
、
権
利
義
務
設
定
文
書（d

ecla
ra
tio
n

）、
ま
た
は
宣
誓
供
述
書（a

ffid
a
v
it

）を
含
む
、
文
書
の
提
出
に
よ
っ

て
適
切
に
提
示
さ
れ
う
る
と
の
条
件
で
、
生
の
審
問
は
要
求
さ
れ

609
）

な
い
。
生
の
審
問
は
、
⑴
争
点
が
文
書
の
提
出
の
み
に
基
づ
い
て
公
正

に
判
断
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
⑵
問
題
の
公
正
な
処
理
の
た
め
に
生
の
証
言
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
場
合
に
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
審
問
の
機
会
は
要
求
さ
れ
る
が
、
費
用
の
額
と
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
独
立
の
手
続
は
要
求

さ
れ

610
）

な
い
。

⒞

制
裁
を
科
さ
れ
る
者

金
銭
的
制
裁
は
、
不
遵
守
当
事
者
、
そ
の
当
事
者
に
助
言
す
る
代
理
人
弁
護
士
、
ま
た
は
当
事
者
と
代
理
人
弁
護
士
の
両
者
に
科
さ
れ

611
）

う
る
。
ゆ
え
に
、
代
理
人
弁
護
士
に
は
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
に
つ
い
て
個
人

的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が

612
）

あ
る
。
制
裁
を
科
さ
れ
る
た
め
に
代
理
人
弁
護
士
が
悪
意
で
行
動
し
て
い
た
と
い
う
必
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要
は
な
い
と
は
い
え
、
悪
意
は
代
理
人
弁
護
士
に
対
す
る
制
裁
が
不
当
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
と
な
り
う
る

と
さ

613
）

れ
る
。

⒟

制
裁
と
し
て
認
め
ら
れ
る
費
用

金
銭
的
制
裁
の
対
象
と
な
る
の
は
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
合
理
的
な
費
用
に
限
定
さ
れ
る

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
C
）。
し
か
し
、
こ
の
限
定
を
前
提
と
し
て
も
、
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
金
銭

的
制
裁
は
、
強
制
命
令
の
申
立
て
に
関
連
す
る
金
銭
的
制
裁
（
申
立
て
を
な
す
か
そ
れ
を
争
う
た
め
に
負
担
さ
れ
た
合
理
的
な
費
用
に
限

定
さ
れ
る
。
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
A
・
B
参
照
）
よ
り
も
広
範
な
損
害
を
補
償
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

当
事
者
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
金
銭
的
制
裁
は
、
以
下
の
費
用
な
ど
を
補
償
す
る
た
め
に
科
さ
れ
て

614
）

き
た
。

・
訴
訟
手
続
の
採
る
に
値
し
な
い
（friv

o
lo
u
s

）
引
延
し
に
関
連
す
る

615
）

費
用

・
様
々
な
関
連
す
る
文
書
の
不
提
出
に
際
し
て
の
当
事
者
の
詐
欺
的
な
非
行
を
発
見
す
る
た
め
に
必
要
な

616
）

費
用

・
相
手
方
当
事
者
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
規
定
の
不
遵
守
の
結
果
と
し
て
負
担
さ
れ
た
、
証
言
録
取
を
行
う
た
め
の
成
功
し
な
か
っ
た
試

み
に
関
連
す
る

617
）

費
用

・
相
手
方
当
事
者
が
命
令
さ
れ
た
よ
う
に
返
却
し
な
か
っ
た
文
書
を
探
索
す
る
こ
と
の

618
）

費
用

・
強
制
命
令
の
遵
守
を
強
制
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
立
て
を
な
す
に
際
し
て
負
担
さ
れ
た
弁
護
士
費
用
と
訴
訟

619
）

費
用

・
金
銭
的
制
裁
を
認
め
る
判
決
に
対
し
て
、
制
裁
を
科
さ
れ
た
当
事
者
が
提
起
し
た
上
訴
に
関
す
る
成
功
し
た
防
御
に
関
連
し
て
負
担

さ
れ
た
弁
護
士
費
用
と
訴
訟

620
）

費
用

上
訴
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
金
銭
的
制
裁
の
適
切
な
額
に
関
す
る
連
邦
地
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方
裁
判
所
の
判
決
を
簡
単
に
は
変
更
し
な
い
と
は

621
）

い
え
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
の
裁
量
権
は
無
限
定
で
は

622
）

な
い
。
む
し
ろ
、
連
邦

地
方
裁
判
所
は
、
制
裁
の
額
は
強
制
命
令
の
違
反
に
合
理
的
に
起
因
す
る
費
用
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
礎
的
な
前
提
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な

623
）

ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
当
事
者
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
の
結
果
と
し
て
認
め
ら
れ
る
金
銭
的
制
裁
は
、
そ
の
特
定
の
強

制
命
令
の
不
遵
守
に
十
分
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

624
）

な
い
。
明
ら
か
に
過
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
制
裁
は
破
棄
さ

625
）

れ
る
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
制
裁
の
額
の
根
拠
を
明
確
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
要
求
を
厳
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
差
戻
し
と
い
う

結
果
に
つ
な
が
り

626
）

う
る
。

⑻

そ
の
他
の
正
当
な
制
裁

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

〜

に
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
個
々
の
制
裁
は
、
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
例

示
的
な
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
制
裁
の
た
め
の
そ
の
他
の
正
当
な
命
令
を
形
成
し
て
、
強
制
命
令
の
違
反
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

る
。制

裁
が
「
正
当
」
で
あ
る
限
り
、
強
制
命
令
の
違
反
に
対
す
る
対
応
と
救
済
を
形
成
す
る
に
際
し
て
の
裁
判
所
の
創
造
性
に
は
事
実
上

制
限
は

627
）

な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
多
数
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
問
題
の
た
め
の
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
き
わ
め
て
多
く

の
時
間
と
資
源
を
費
や
し
、
か
つ
、
代
理
人
弁
護
士
が
裁
判
所
の
命
令
に
従
わ
ず
、
適
切
な
方
法
で
ふ
る
ま
わ
な
か
っ
た
場
合
に
、
裁
判

所
に
支
払
わ
れ
る
金
銭
的
制
裁
を
両
当
事
者
に
命
じ
る
こ
と
を
認

628
）

め
た
。
裁
判
所
が
当
事
者
に
対
し
、
金
銭
的
制
裁
を
互
い
に
支
払
い
合

う
こ
と
を
命
じ
た
場
合
、
各
当
事
者
に
対
し
て
正
味
の
効
果
は
な
く
、
懲
戒
手
段
と
し
て
の
目
的
が
挫
折
し
か
ね
な
い
た
め
、
そ
の
裁
判

所
は
、
両
当
事
者
が
制
裁
の
効
果
を
現
実
に
感
じ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
考
え
ら

629
）

れ
る
。
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第
三
款

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
以
前
の
応
答
等
の
補
充
・
訂
正
の
懈
怠
を
理
由
と
す
る
制
裁

連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒜
項
に
基
づ
く
必
要
的
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
な
し
た
当
事
者
や
、
質
問
書
、
提
出
・
調
査
要
求
（
連
邦
民

訴
規
則
三
四
条
）、
ま
た
は
自
白
要
求
（
連
邦
民
訴
規
則
三
六
条
）
に
対
し
て
応
答
し
た
当
事
者
は
、
一
定
の
場
合
に
は
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
や
応
答
の
補
充
ま
た
は
訂
正
を
す
る
義
務
を
負
う（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒠
⑴
項
）。
具
体
的
に
は
、
当
事
者
が
な
し
た
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
応
答
が
な
ん
ら
か
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
不
完
全
ま
た
は
不
正
確
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
で
、
か
つ
、
追
加
の
、

ま
た
は
正
確
な
情
報
を
他
の
当
事
者
に
対
し
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
内
で
、ま
た
は
書
面
に
よ
り
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合（
連

邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒠
⑴
項
A
）、
ま
た
は
裁
判
所
が
命
令
し
た
場
合
（
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒠
⑴
項
B
）
に
、
こ
の
補
充
・
訂
正
の
義

務
が
課
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
は
、
当
事
者
が
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
以
前
の
応
答
の
補
充
・

訂
正
の
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
、
懈
怠
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
無
害
な
も
の
で
あ
る
か
し
な
い
限
り
、
当
事
者
は
開
示

さ
れ
な
か
っ
た
情
報
や
証
人
を
、
申
立
て
に
関
し
て
、
審
問
に
お
い
て
、
ま
た
は
ト
ラ
イ
ア
ル
に
お
い
て
、
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

を
禁
止
さ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
裁
判
所
は
、
情
報
や
証
人
の
排
斥
に
加
え
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
代
え
て
、
申
立
て
に

よ
り
、
審
問
の
機
会
を
経
た
う
え
で
、
他
の
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
A
〜
C
）。

こ
の
制
裁
の
目
的
は
、
当
事
者
が
訴
訟
過
程
で
用
い
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
立
場
を
支
持
す
る
全
て
の
重
要
な
証
拠
を
適
時
に
開
示
す

る
誘
因
を
当
事
者
に
提
供
し
、
ゆ
え
に
一
部
の
当
事
者
が
自
身
の
立
場
に
と
っ
て
有
利
な
証
拠
を
ト
ラ
イ
ア
ル
で
初
め
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
で
の
戦
術
的
な
優
位
を
得
よ
う
と
試
み
る
誘
惑
を
攻
撃
す
る
こ
と
で

630
）

あ
る
。

こ
の
自
動
的
な
情
報
等
の
排
斥
の
制
裁
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
は
ト
ラ
イ
ア
ル
で
、
ま
た
は
申
立
て
に
関
連
し
て
、
開
示

を
怠
っ
た
証
拠
を
利
用
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
が
証
拠
を
利
用
す
る
こ
と
を
求
め
な
か
っ
た
場
合
、
た
と
え
開
示
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さ
れ
な
か
っ
た
証
拠
が
相
手
方
当
事
者
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
も
、
他
の
制
裁
が
利
用
可
能
で
あ
る
と

は
い
え
、
自
動
的
な
排
斥
の
制
裁
を
援
用
す
る
機
会
は
な
い
と
さ

631
）

れ
る
。

応
答
等
の
補
充
・
訂
正
の
義
務
の
懈
怠
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
懈
怠
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
か
無
害
な
も
の
で
あ
る
か
し
な
い
場
合
、

情
報
等
の
排
斥
の
制
裁
に
加
え
て
、裁
判
所
は
そ
の
他
の
適
切
な
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で
き
る（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
A
〜
C
）。

こ
の
規
定
が
証
拠
・
情
報
の
排
斥
の
規
定
に
追
加
さ
れ
た
主
な
理
由
は
、
相
手
方
当
事
者
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
証
拠
を

開
示
し
な
い
よ
う
な
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
当
事
者
を
懲
戒
す
る
た
め
の
効
果
的
な
手
段
を
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ

632
）

っ
た
。
証
拠
・
情

報
の
排
斥
は
、
相
手
方
当
事
者
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
情
報
の
開
示
を
強
制
す
る
効
果
的
な
誘
因
で
は

633
）

な
い
。
し
か
し
、

裁
判
所
は
し
ば
し
ば
こ
の
区
別
を
無
視
し
、
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
証
拠
が
非
開
示
当
事
者
に
と
っ
て
の
み
有
用
で
あ
る
場
合
で
さ
え
、
そ

の
他
の
適
切
な
制
裁
を
科
し
て

634
）

き
た
。

証
拠
・
情
報
の
排
斥
の
制
裁
に
加
え
て
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
え
て
認
め
ら
れ
る
制
裁
と
し
て
は
、
ま
ず
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
応
答
の
補
充
・
訂
正
の
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
要
求
す
る
命
令
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条

⒞
⑴

635
）

項
A
）、
補
充
・
訂
正
の
懈
怠
を
陪
審
に
告
知
す
る
こ
と
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
B
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、

裁
判
所
は
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項

〜

に
列
挙
さ
れ
た
制
裁
を
含
む
、
そ
の
他
の
適
切
な
制
裁
を
科
す
こ
と
が
で
き
（
連
邦

民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
C
）、
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
の
よ
う
な
命
令
も
、
補
充
・
訂
正
義
務
の
懈
怠
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
な
さ
れ
う
る
。

・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
応
答
の
補
充
・
訂
正
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
事
項
、
ま
た
は
そ
の
他
の
指
定
さ
れ
た
事
実
を
、
相
手
方
当
事

者
の
請
求
に
従
っ
て
訴
訟
の
目
的
の
た
め
に
証
明
さ
れ
た
と
擬
制
す
る
旨
を
指
示
す
る
命
令

・
不
遵
守
当
事
者
が
指
定
さ
れ
た
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
争
う
こ
と
、
も
し
く
は
指
定
さ
れ
た
事
項
を
証
明
す
る

こ
と
を
禁
じ
る
命
令

北研49(4・116)862

論 説



・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
却
下
す
る
命
令

・
命
令
が
遵
守
さ
れ
る
ま
で
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
を
停
止
す
る
命
令

・
訴
訟
ま
た
は
訴
訟
手
続
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
却
下
す
る
命
令

・
不
遵
守
当
事
者
に
不
利
に
懈
怠
判
決
を
な
す

636
）

命
令

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒞
⑴
項
C
に
よ
る
同
条
⒝
⑵
項
A

〜

の
準
用
に
よ
り
、
補
充
・
訂
正
の
義
務
の
懈
怠
を
理
由
と
す
る
制
裁

が
科
さ
れ
る
場
合
、
事
実
審
裁
判
所
は
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
し
て
制
裁
を
科
す
場
合
と
同
様
の
分
析
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
た

と
え
ば
、
制
裁
と
し
て
懈
怠
判
決
の
登
録
を
検
討
す
る
場
合
、
故
意
ま
た
は
悪
意
の
認
定
が
必
要
に
な
る
と
さ

637
）

れ
る
。

第
四
款

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
応
答
の
完
全
な
懈
怠
を
理
由
と
す
る
制
裁

１

概
要

当
事
者
ま
た
は
当
事
者
の
役
員
、
取
締
役
、
支
配
人
な
ど
が
証
言
録
取
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
、
当
事
者
が
質
問
書
に
対
す
る
回
答

ま
た
は
異
議
を
送
付
し
な
か
っ
た
場
合
、
提
出
ま
た
は
調
査
の
要
求
（
連
邦
民
訴
規
則
三
四
条
）
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
応
答
を
送
付
し

な
か
っ
た
場
合
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
項
所
定
の
強
制
命
令
を
経
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
制
裁
が
科
さ
れ
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七

条
⒟
項
）。

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
役
割
と
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
他
の
項
（
⒜
項
・
⒝
項
）
と
の
関
係
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

連
邦
民
訴
規
則
の
起
草
者
の
最
初
の
予
想
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
シ
ス
テ
ム
は
大
部
分
自
力
執
行
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら

638
）

れ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
構
造
は
、
大
部
分
の
場
合
に
当

事
者
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
す
る
適
時
の
応
答
ま
た
は
異
議
を
な
す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
か
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ら
生
じ
る
最
も
一
般
的
な
問
題
は
、
相
手
方
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
が
要
求
さ
れ
た
情
報
の
全
て
で
は
な
く
一
部
の
み
を
含
ん
で
お

り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
誤
っ
た
異
議
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て

639
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
項
は
、

当
事
者
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
で
は
な
く
、
不
適
切
な
応
答
ま
た
は
疑
義
の
あ
る
異
議
の
み
を
扱
い
、
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
へ
の
応
答
ま
た
は
異
議
に
対
し
て
不
満
を
持
つ
当
事
者
が
最
初
に
十
分
な
回
答
を
得
る
こ
と
を
試
み
る
た
め
に
協
議
、
ま
た
は
協
議
の

試
み
を
し
た
後
に
、
強
制
命
令
の
申
立
て
を
な
す
こ
と
を
認
め
る
。
当
事
者
が
申
立
て
を
認
容
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
相
手
方
当
事
者

に
追
加
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
命
じ
る
強
制
命
令
を
発
令
し
、
申
立
当
事
者
は
原
則
と
し
て
費
用
償
還
の
制
裁
を
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
他
の
制
裁
は
こ
の
際
に
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
強
制
命
令
の
発
令
の
際
に
は
謙
抑
的
な
費
用
償
還
の
制
裁
の
み
が
利
用
可

能
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
大
部
分
の
場
合
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
シ
ス
テ
ム
は
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
十
分
に
機
能
し
、
ま
た
、
裁
判
所
の

介
入
が
要
求
さ
れ
る
事
件
で
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
限
定
さ
れ
焦
点
を
合
わ
せ
ら
れ
た
申
立
て
と
明
確
な
命
令
の
発
令
で
あ
る
と
い
う

仮
定
を
反
映

640
）

す
る
。
そ
し
て
、
よ
り
威
嚇
的
な
制
裁
は
、
当
事
者
が
特
定
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
強
制
す
る
裁
判
所
の
命
令
に
違
反
し
た
場

合
に
の
み
発
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
）
が
、
起
草
者
は
、
裁
判
所
は
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
に
基
づ

く
よ
り
厳
し
い
制
裁
に
頼
る
こ
と
は
あ
ま
り
必
要
で
は
な
い
と
予
期
し
て
い
た
と
考
え
ら

641
）

れ
る
。

す
な
わ
ち
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
項
・
⒝
項
は
、
漸
進
的
な
規
律
の
シ
ス
テ
ム
を
企
図
し
て
い
る
と
い

642
）

え
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
に
お
け
る
不
十
分
な
点
は
、
応
答
す
る
側
の
当
事
者
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
立
場
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
場
合

に
は
制
裁
を
全
く
発
動
さ
せ
な
い
か
、
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
を
な
し
た
当
事
者
が
申
立
て
を
な
す
に
際
し
て
負
担
し
た
費
用
に

限
定
さ
れ
る
控
え
め
な
金
銭
的
制
裁
の
み
を
発
動
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
厳
し
い
制
裁
は
、
こ
の
最
初
の
限
定
的
な
裁
判
所
の
介
入
が

応
答
す
る
側
の
当
事
者
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
動
機
付
け
る
こ
と
に
失
敗
し
た
場
合
に
の
み
、
利
用
可
能
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
機
能
は
、
こ
の
背
景
に
対
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
起
草
者
は
、
⒟
項
に
よ
る
制
裁
を
発
動
さ
せ
る
よ
う

な
類
型
の
非
行
は
相
対
的
に
あ
ま
り
起
こ
ら
な
い
と
予
期
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

643
）

る
が
、
⒟
項
が
向
け
ら
れ
て
い
る
非
行
は
、
出
頭
、
回

答
、
異
議
、
ま
た
は
保
護
命
令
の
申
立
て
を
な
さ
な
い
と
い
う
、
当
事
者
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
か
ら
な
る
。

そ
の
よ
う
な
完
全
な
懈
怠
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
シ
ス
テ
ム
の
ま
さ
に
根
幹
を
揺
る

644
）

が
し
、
大
部
分
の
場
合
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
シ
ス
テ
ム

は
自
力
執
行
的
で
あ
る
と
い
う
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
機
構
全
体
の
設
計
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
根
本
的
な
仮
定
を
脅
か
す
こ
と
に

645
）

な
る
。

応
答
の
完
全
な
懈
怠
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
す
る
当
事
者
に
証
拠
や
情
報
を
全
く
提
供
せ
ず
、
異
議
の
根
拠
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎

を
提
供
せ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
を
洗
練
し
前
に
進
め
さ
せ
る
よ
う
な
対
話
の
基
礎
も
提
供
し

646
）

な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
は
訴
訟
の
進
行
過
程
を
そ
の
場
で
完
全
に
停
止
さ
せ
、
か
つ
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
シ
ス

テ
ム
の
基
盤
を
脅
か
す
た
め
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
が
こ
の
種
の
非
行
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
⒜
項
・
⒝

項
で
確
立
さ
れ
た
漸
進
的
な
規
律
の
シ
ス
テ
ム
を
省
略
し
、
第
一
に
広
範
な
制
裁
を
科
す
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
点
で
、
連
邦
民
訴
規
則

三
七
条
⒟
項
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
さ
れ
た
当
事
者
は
何
ら
か
の
形
で
応
答
す
る
無
条
件
の
義
務
を
負
う
旨
、
お
よ
び
、
訴
訟
が
係

属
す
る
裁
判
所
は
潜
在
的
に
厳
し
い
制
裁
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
義
務
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
ら
か
に

647
）

す
る
。そ
し
て
、

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
目
的
は
、
裁
判
所
が
最
も
は
な
は
だ
し
い
形
態
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
不
遵
守
を
直
接
に
罰
す
る
こ
と
、
お

よ
び
将
来
の
同
様
の
行
為
を
抑
止
す
る
こ
と
で

648
）

あ
る
。

２

主
観
的
要
件

一
九
七
〇
年
改
正
以
前
の
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
で
は
、
当
事
者
に
よ
る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
も
し
く
は
提
出
・

調
査
の
要
求
に
対
す
る
応
答
の
懈
怠
を
理
由
と
す
る
制
裁
は
、
懈
怠
が
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
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こ
の
場
合
に
は
三
種
類
の
厳
し
い
制
裁
（
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
却
下
、
訴
訟
ま
た
は
訴
訟
手
続
の
却
下
、
懈
怠
判
決

の
登
録
）
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
多
く
の
裁
判
所
は
、
よ
り
厳
し
く
な
い
制
裁
を
含
む
、
よ
り
広
範
な
懲
戒
の
手
段
を
科

す
た
め
の
裁
量
権
を
保
持
し
て
い
る
旨
を
結
論
付
け
て

649
）

い
た
。
起
草
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
こ
の
行
為
が
、
当
事
者
に
よ
る
応
答
の
完
全

な
懈
怠
を
理
由
と
す
る
適
切
な
制
裁
を
選
択
す
る
に
際
し
て
の
よ
り
広
範
な
柔
軟
性
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
結
論
付

650
）

け
た
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
一
九
七
〇
年
改
正
規
定
は
、
裁
判
所
が
改
正
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
三
種
類
の

制
裁
の
み
な
ら
ず
、「
正
当
な
」そ
の
他
の
制
裁
を
も
科
す
こ
と
を
明
白
に
認
め
た
。
裁
判
所
が
よ
り
重
大
で
な
い
違
反
に
対
し
て
よ
り
厳

し
く
な
い
制
裁
を
科
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
の
よ
う
な
裁
量
権
を
公
式
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
よ
っ
て
制

裁
を
科
す
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
故
意
ま
た
は
悪
意
の
認
定
を
要
求
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
た
必
要
性
が
除
去
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
制
裁
は
、
た
と
え
懈
怠
が
故
意
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
も
、
当
事
者
に
よ

る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
も
し
く
は
提
出
・
調
査
の
要
求
へ
の
応
答
の
懈
怠
を
罰
す
る
た
め
に
科
さ
れ

651
）

う
る
。
も
っ
と
も
、

当
事
者
等
の
故
意
は
、そ
の
他
の
様
々
な
要
素
と
と
も
に
、科
さ
れ
る
制
裁
の
種
類
と
厳
し
さ
を
決
定
す
る
に
際
し
て
役
割
を
演
じ
続

652
）

け
る

が
、こ
の
点
は
、当
事
者
等
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
の
制
裁
の
際
に
と
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
と
一
致

653
）

す
る
。

３

保
護
命
令
の
申
立
て
に
よ
る
免
責

当
事
者
に
よ
る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
も
し
く
は
提
出
・
調
査
の
要
求
に
対
す
る
応
答
の
懈
怠
は
、
懈
怠
当
事
者
が
連

邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒞
項
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
係
属
中
の
保
護
命
令
の
申
立
て
を
抱
え
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
要
求
さ
れ
て
い

る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
異
議
を
述
べ
ら
れ
う
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
は
免
責
さ
れ
な
い（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
⑵
項
）。
こ
の
規
定
の
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目
的
は
、「
当
事
者
が
証
言
録
取
を
行
う
た
め
の
告
知
ま
た
は
質
問
書
も
し
く
は
提
出
・
調
査
の
要
求
が
不
適
切
か
つ
異
議
を
述
べ
ら
れ
う

る
と
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
切
に
完
全
な
沈
黙
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
事
者
が
出
頭
し
な
い
こ
と
ま
た
は
応
答
し
な
い
こ

と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
保
護
命
令
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で

654
）

あ
る
。

も
っ
と
も
、
当
事
者
が
適
時
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
、
当
事
者
は
保
護
命
令
の
申
立
て
を
な
す
必
要
は

な
い
。
し
か
し
、
完
全
な
沈
黙
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
し
た
当
事
者
に
何
も
提
供
せ
ず
、
ま
た
そ
の
当
事
者
が
「
重
大
な
不
便
ま
た
は

困
難
」
を
被
る

655
）

こ
と
、
お
よ
び
重
大
な
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
手
続
の
遅
延
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
り
う
る
た
め
、
明
ら
か
に
異
議
を
申
し
立

て
ら
れ
う
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
す
る
応
答
で
何
も
し
な
い
こ
と
を
意
図
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
唯
一
の
安
全
な
行

動
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
応
答
の
期
限
と
な
る
日
の
前
に
保
護
命
令
の
申
立
て
を
な
す
こ
と
で

656
）

あ
る
。
保
護
命
令
の
申
立
て
が
係

属
中
で
あ
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
試
み
に
対
し
て
応
答
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
弁
明
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
と
は
い
え
、
こ
の

弁
明
の
原
因
は
、
一
度
申
立
て
が
排
斥
さ
れ
れ
ば
消
滅

657
）

す
る
。

４

申
立
て
前
の
協
議
ま
た
は
協
議
の
試
み

当
事
者
に
よ
る
質
問
書
に
対
す
る
回
答
ま
た
は
異
議
も
し
く
は
提
出
・
調
査
の
要
求
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
応
答
の
送
付
の
懈
怠
を
理

由
と
す
る
制
裁
の
申
立
て
は
、
申
立
当
事
者
が
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
回
答
ま
た
は
応
答
を
得
る
た
め
の
努
力
の
た
め
に
懈
怠
当
事
者
と

誠
実
に
協
議
し
た
か
協
議
を
試
み
た
こ
と
の
確
証
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
⑴
項
B
）。
裁
判
所
は
、

申
立
当
事
者
が
要
求
さ
れ
た
確
証
を
含
ま
せ
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
の
理
由
で
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
申
立
て
を
考
慮
す
る
こ
と

を
拒
絶
し
て

658
）

き
た
。
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５

制
裁
の
種
類

⑴

非
金
銭
的
制
裁
に
関
す
る
事
実
審
裁
判
所
の
裁
量

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
十
分
な
正
当
化
事
由
な
し
に
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
に
対
す
る
回
答
も
し
く
は
異
議

あ
る
い
は
提
出
・
調
査
の
要
求
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
応
答
の
送
付
を
懈
怠
し
た
こ
と
を
認
定
し
た
後
で
さ
え
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条

⒟
項
の
非
金
銭
的
な
制
裁
を
科
す
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
の
広
範
な
裁
量
権
を
有
す
る
。
同
様
に
、
一
度
連
邦
地
方
裁
判
所
が
非

金
銭
的
な
制
裁
が
適
切
で
あ
る
旨
を
判
断
し
た
ら
、
裁
判
所
は
科
さ
れ
る
制
裁
の
種
類
を
決
定
す
る
に
際
し
て
の
広
範
な
裁
量
権
を
有

659
）

す
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
上
訴
裁
判
所
が
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
制
裁
の
判
断
を
審
査
す
る
に
際
し
て
「
裁
量
権
の
濫
用
」
の

基
準
を
適
用
す
る
と
い
う
事
実
に
反
映
さ
れ
て

660
）

い
る
。
そ
れ
は
一
部
分
は
、
個
々
の
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
違
反
に
も
っ
と
も
適
切

に
応
答
す
る
制
裁
の
種
類
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
事
実
審
裁
判
所
が
お
そ
ら
く
最
も
適
任
で
あ
る
よ
う
な
、
特
定
の
事
実
に
依
存
す
る
調

査
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
基

661
）

づ
く
。

こ
こ
で
の
非
金
銭
的
制
裁
に
は
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
A

〜

に
含
ま
れ
る
様
々
な
制
裁
が
あ
る
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七

条
⒟
⑶
項
）。
こ
れ
ら
の
個
々
の
制
裁
の
手
段
は
訴
訟
の
本
案
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
て
、
事
実
審

裁
判
所
お
よ
び
上
訴
裁
判
所
が
こ
れ
ら
を
適
用
す
る
こ
と
お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的

に
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
ど
れ
が
当
事
者
に
よ
る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
に
対
す
る
回
答
も
し
く
は
異
議
あ
る
い
は
提
出
・

調
査
の
要
求
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
応
答
の
送
付
の
懈
怠
に
応
じ
て
適
切
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
手
段

の
ど
れ
が
当
事
者
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
に
応
じ
て
適
切
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
行
う
の
と
同
様
の
分
析
を

662
）

行
う
。
た
と
え

ば
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
懈
怠
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
懈
怠
が
相
手
方
当

事
者
に
重
大
な
、
か
つ
他
の
方
法
で
は
回
復
不
可
能
な
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
の
よ
う
な
極
端
な
状
況
を
除
き
、
裁
判
所
は
訴
訟
の
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却
下
や
懈
怠
判
決
と
い
う
、
最
も
過
酷
な
制
裁
を
適
用
し
そ
う
に
な
い
と
考
え
ら

663
）

れ
る
。

⑵

事
実
の
証
明
の
擬
制
、
指
定
さ
れ
た
請
求
・
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
争
う
こ
と
、
も
し
く
は
指
定
さ
れ
た
事
項
の
証
明
の
禁

止
当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
非
金
銭
的
な
制
裁
の
一
つ
と
し
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ

の
懈
怠
に
関
連
す
る
特
定
の
事
実
ま
た
は
そ
の
他
の
事
項
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
す
る
当
事
者
の
請
求
に
従
っ
て
証
明
さ
れ
た
と
み
な

さ
れ
る
旨
の
裁
判
所
の
命
令
、ま
た
は
懈
怠
当
事
者
が
指
定
さ
れ
た
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
、

も
し
く
は
そ
の
当
事
者
が
指
定
さ
れ
た
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
裁
判
所
の
命
令
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
裁
の
意
義
は
、
個
々

の
訴
訟
に
お
け
る
特
定
の
事
実
、
事
項
、
請
求
、
ま
た
は
抗
弁
の
役
割
に
応
じ
て
、
広
範
に
変
化

664
）

す
る
。
こ
れ
ら
の
制
裁
か
ら
生
じ
う
る

結
果
の
広
範
さ
に
鑑
み
て
、
こ
れ
ら
の
制
裁
の
利
用
を
正
当
化
す
る
状
況
も
ま
た
広
範
に
変
化
し
、
一
般
的
に
、
制
裁
の
結
果
が
厳
し
け

れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
根
拠
と
な
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
も
よ
り
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

665
）

な
い
。

大
部
分
の
状
況
に
お
い
て
、
当
事
者
が
証
拠
を
提
出
す
る
可
能
性
、
ま
た
は
請
求
も
し
く
は
抗
弁
を
十
分
に
争
う
可
能
性
に
影
響
を
与

え
る
制
裁
を
事
実
審
裁
判
所
が
科
す
場
合
、
制
裁
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
関
連
す
る
請
求
ま
た
は
抗
弁
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で

666
）

あ
る
。
こ
の

一
般
的
な
ル
ー
ル
に
対
す
る
最
も
明
白
な
例
外
は
、
お
そ
ら
く
は
当
事
者
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
が
故
意
お
よ
び
悪
意
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
当
事
者
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
を
愚
弄
し
続
け
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
場
合
の
訴
訟
の
よ
う
に
、
限
定
さ

れ
た
制
裁
が
抑
止
と
し
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
生
じ
る
と
考
え
ら

667
）

れ
る
。
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⑶

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
却
下
、
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
の
停
止

当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
非
金
銭
的
な
制
裁
の
一
つ
と
し
て
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
却
下
す
る
命
令
、
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
る
ま
で
さ
ら
な
る
訴
訟
手
続
を
停
止
す
る
命
令

が
あ
る
。

制
裁
の
命
令
が
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
全
部
を
却
下
す
る
場
合
、
上
訴
裁
判
所
は
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
の
命
令
に
対
し

て
課
す
の
と
同
様
の
制
約
を
課
す
と
考
え
ら

668
）

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
、
⑵
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
申

し
立
て
た
当
事
者
に
対
す
る
、
他
の
方
法
で
は
回
復
で
き
な
い
重
大
な
不
利
益
を
要
求

669
）

す
る
。

⑷

訴
訟
の
却
下
、
懈
怠
判
決
の
登
録

当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
非
金
銭
的
な
制
裁
の
一
つ
と
し
て
、
訴
訟
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
却
下
す
る
命
令
、
ま
た
は
不
遵
守
当
事
者
に
不
利
に
懈
怠
判
決
を
な
す
命
令
が

670
）

あ
る
。

訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
の
厳
し
さ
を
考
慮
し
て
、
上
訴
裁
判
所
は
一
般
的
に
、
制
裁
が
当
事
者
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈

怠
に
対
す
る
適
切
な
対
応
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
特
定
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
を
事
実
審
裁
判
官
に
要
求
す
る
が
、
ほ

と
ん
ど
の
裁
判
所
は
、
以
下
の
要
素
を
考
慮

671
）

す
る
。

・
懈
怠
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か

672
）

否
か

・
懈
怠
が
単
発
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
、
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
た
、
ま
た
は
反
復
的
な
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
の
義
務
の
違
反
で
あ
っ

673
）

た
か

・
当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
が
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
事
情
に
起
因
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
（
ま
た
は
、

ど
の
程
度
そ
う
で
あ
っ

674
）

た
か
）

北研49(4・124)870

論 説



・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
申
し
立
て
た
当
事
者
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
た
か

675
）

否
か

・
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
証
拠
が
他
の
情
報
源
か
ら
発
見
さ
れ
う
る
か

676
）

否
か

・
特
定
の
当
事
者
に
有
利
に
、
ま
た
は
不
利
に
判
決
を
登
録
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
当
事
者
と
共
同
当
事
者
と
な
っ
て
い
た
が
そ
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
当
事
者
に
不
当
な
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
か

677
）

否
か

・
裁
判
所
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
ル
ー
ル
に
違
反
し
た
当
事
者
に
、
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
の
制
裁
の
可
能
性
が
あ
る
旨
を
警
告

し
て
い
た
か

678
）

否
か

・
よ
り
厳
し
く
な
い
手
段
が
制
裁
の
ル
ー
ル
の
目
的
を
適
切
に
達
成
し
う
る
か

679
）

否
か

・
司
法
過
程
に
対
す
る
妨
害
の

680
）

程
度

⑸

費
用
償
還
の
制
裁

当
事
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
非
金
銭
的
な
制
裁
の
命
令
に
代
え
て
、
ま
た
は
そ
れ

に
加
え
て
、
裁
判
所
は
懈
怠
し
た
当
事
者
に
、
懈
怠
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
か
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
と
な
る
か

し
な
い
限
り
、
弁
護
士
費
用
を
含
む
、
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
の
償
還
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
民
訴
規
則

三
七
条
⒟
⑶
項
）。

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
は
、
金
銭
的
制
裁
（
費
用
償
還
）
と
非
金
銭
的
制
裁
と
を
か
な
り
異
な
る
形
で
扱
っ
て
お
り
、
ま
ず
、
こ

の
規
定
は
連
邦
地
方
裁
判
所
に
、
非
金
銭
的
制
裁
を
科
す
か
否
か
、
お
よ
び
ど
の
種
類
の
非
金
銭
的
制
裁
が
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を

判
断
す
る
に
際
し
て
の
広
範
な
裁
量
権
を
与
え
る
。
対
照
的
に
、
費
用
償
還
の
制
裁
は
、
制
裁
を
科
さ
れ
る
当
事
者
が
免
責
事
由
を
証
明

し
え
な
い
限
り
、
必
要
的
で

681
）

あ
る
。
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費
用
償
還
の
制
裁
は
明
白
に
、「
弁
護
士
費
用
を
含
む
、（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
）
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
合
理
的
な
費
用
」
に
限
定
さ
れ

る
。費

用
償
還
の
制
裁
に
関
す
る
免
責
事
由
の
一
つ
は
、
懈
怠
が
「
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
十
分
な
正
当
化
事
由
の
証
明

責
任
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
を
完
全
に
懈
怠
し
た
当
事
者
に
課
さ

682
）

れ
る
。
十
分
な
正
当
化
事
由
の
調
査
の
焦
点
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
の
要
求
に
対
す
る
も
と
も
と
の
応
答
の
懈
怠
に
当
て
ら
れ
、
制
裁
の
申
立
て
に
対
す
る
防
御
ま
た
は
却
下
の
回
避
の
た
め
の
当
事
者
ま

た
は
そ
の
代
理
人
弁
護
士
に
よ
る
後
の
努
力
に
は
当
て
ら
れ

683
）

な
い
。
裁
判
例
は
十
分
な
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
概
念
上

整
序
さ
れ
た
テ
ス
ト
を
開
示
し
て
い

684
）

な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
判
断
は
事
件
ご
と
の
根
拠
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て

685
）

い
る
。
し
か
し
、
裁
判

所
は
少
な
く
と
も
、
当
事
者
が
命
令
さ
れ
た
期
間
内
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
相
手
方
に
誠
実
に

警
告
す
る
よ
う
努
め
た
場
合
に
、
当
事
者
が
証
言
録
取
へ
の
出
頭
、
ま
た
は
質
問
書
に
対
す
る
回
答
も
し
く
は
異
議
あ
る
い
は
提
出
・
調

査
の
要
求
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
応
答
の
送
付
の
懈
怠
が
完
全
に
当
事
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
要
素
に
起
因
す
る
こ
と
を
証
明
す

る
な
ら
ば
、
十
分
な
正
当
化
事
由
の
要
求
は
充
足
さ
れ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら

686
）

れ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
裁

判
所
は
、
重
病
の
た
め
に
証
言
録
取
へ
の
出
頭
の
義
務
を
負
わ
な
い
旨
を
善
意
で
信
じ
て
い
た
当
事
者
は
、
不
出
頭
に
関
し
て
十
分
に
正

当
化
さ
れ
う
る
旨
を
示
唆

687
）

し
た
。

ま
た
、
費
用
償
還
の
制
裁
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
免
責
事
由
と
し
て
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
と
な
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
の
他
の
事
情
の
証
明
責
任
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
す
る
応
答
を
懈
怠
し
た
当
事
者
に
課
さ

688
）

れ
る
。
裁
判
所
が
当
事
者

に
よ
る
不
遵
守
に
十
分
な
正
当
化
事
由
が
な
い
と
認
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
銭
的
制
裁
を
科
す
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
判
断
す
る

と
い
う
状
況
は
、
あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
裁
判
所
は
、
金
銭
的
制
裁
の
財
務
的
な
影
響
を
考
慮
し
、
か
つ
、
お
そ

ら
く
単
な
る
過
失
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
を
理
由
に
財
務
上
破
滅
的
な
制
裁
を
科
す
こ
と
に
つ
い
て
不
本
意
で
あ
り
う
る
と
考
え
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ら

689
）

れ
る
。
同
様
に
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
つ
き
敗
訴
し
た
当
事
者
が
本
人
訴
訟
を
行
っ
て
お
り
、
法
律
に
関
す
る
素
養
を
有
さ
ず
、
か
つ
、

そ
の
立
場
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
ル
ー
ル
に
よ
る
権
利
お
よ
び
義
務
に
関
す
る
善
意
に
基
づ
く
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
、
費
用
償
還
の
制
裁
が
不
当
で
あ
る
旨
結
論
付
け
う
る
と
考
え
ら

690
）

れ
る
。

６

申
立
て
の
時
期

連
邦
民
訴
規
則
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
完
全
な
懈
怠
に
基
づ
く
制
裁
の
申
立
て
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
の
制
限
に

関
し
て
、
何
も
規
定
し
て
い

691
）

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
最
も
望
ま
し
い
こ
と
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
お
よ
び
問
題
の
解
決
の
た
め
の
当
事

者
の
努
力
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
後
、
迅
速
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
で

692
）

あ
る
。
そ
の
時
点
で
は
、
当
事
者
の
記
憶
も
新
鮮
で
あ
り
、
書
証

も
少
な
く
と
も
失
わ
れ
た
り
破
棄
さ
れ
た
り
は
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
、
裁
判
所
に
よ
る
介
入
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
の
有

害
な
影
響
を
限
定
し
う
る
と
考
え
ら

693
）

れ
る
。
少
な
く
と
も
一
つ
の
裁
判
所
は
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
制
裁
の
申
立
て
は
不
合
理
な
遅

延
な
く
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
述

694
）

べ
て
い
る
。

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
制
裁
の
申
立
て
の
時
期
に
影
響
を
与
え
う
る
別
の
考
慮
は
、
求
め
ら
れ
て
い
る
制
裁
の
性
質
で

695
）

あ
る
。

た
と
え
ば
、
求
め
ら
れ
て
い
る
制
裁
が
訴
訟
の
本
案
を
争
う
こ
と
に
影
響
を
与
え
う
る
場
合
、
申
立
て
は
明
ら
か
に
、
本
案
に
到
達
す
る

前
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
申
立
当
事
者
が
事
実
の
証
明
を
擬
制
す
る
命
令
、
他
の
当
事
者
が
請
求
ま
た
は
抗
弁
を

支
持
す
る
こ
と
ま
た
は
否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
命
令
、
ま
た
は
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
却
下
す
る
命
令
を
求
め
る
場
合
、
申
立
て
は
そ

れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
審
問
ま
た
は
ト
ラ
イ
ア
ル
の
前
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

696
）

な
い
。

当
事
者
が
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
費
用
償
還
の
制
裁
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
制
限
は
、
よ
り
明
ら
か
で

697
）

な
い
。
非
行

が
生
じ
た
十
分
な
後
ま
で
費
用
償
還
の
制
裁
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
待
つ
当
事
者
は
明
ら
か
に
、
裁
判
所
が
以
下
の
よ
う
に
行
動
し
う

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦

北研49(4・127)873



る
こ
と
を
含
む
、
一
連
の
危
険
に
直
面

698
）

す
る
。

・
申
立
て
を
迅
速
に
な
さ
れ
た
申
立
て
と
同
様
に
重
大
な
も
の
と
し
て
扱
わ
な
い

・
申
立
て
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
証
拠
の
発
見
お
よ
び
分
析
が
不
可
能
で
あ
る
、
ま
た
は
不
当
に
負
担
が
重
い
も
の
で
あ
る
と
の

理
由
に
基
づ
き
、
申
立
て
に
つ
き
審
問
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る

・
申
立
て
の
遅
延
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
消
滅
時
効
の
法
理
に
従
っ
て
、
救
済
を
求
め
る
権
利
が
放
棄
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す

・
裁
判
所
が
も
は
や
訴
訟
ま
た
は
申
立
て
を
な
さ
れ
た
当
事
者
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
し
な
い
旨
結
論
付
け
る

以
上
、
本
章
で
は
、
連
邦
民
訴
規
則
三
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
質
問
書
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で（
第
一
節
）、
質
問
書
を
含
む
デ
ィ

ス
カ
バ
リ
の
手
続
一
般
に
適
用
さ
れ
る
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
義
務
の
懈
怠
等
に
対
し
て
科
さ
れ
る
制
裁
の
手
続
、
お
よ
び
具
体
的
な
制
裁

に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た（
第
二
節
）。
次
章
で
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
当
事
者
主
義
的

訴
訟
運
営
の
実
現
の
た
め
の
基
盤
の
一
つ
と
し
て
当
事
者
照
会
の
実
効
化
を
図
る
た
め
に
制
裁
を
新
設
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
事
者
照

会
の
制
裁
型
ス
キ
ー
ム
化
に
関
す
る
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注411
）

連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
お
よ
び
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
手
続
等
に
関
し
て
言
及
す
る
邦
語
文
献

と
し
て
、
た
と
え
ば
、
土
井＝

田
邊
・
前
掲
注

311
）一
三
三
〜
一
四
六
頁
、
花
村
良
一
「
民
事
裁
判
手
続
の
実
効
性
の
確
保
と
し
て
の
制
裁
関
連
規
定
の
現

状
｜

日
米
の
制
裁
制
度
の
比
較
の
観
点
か
ら
｜

」
田
原
睦
夫
先
生
古
稀
・
最
高
裁
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代
民
事
法
の
実
務
と
理
論
（
下
巻
）』（
金

融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）
九
二
二
〜
九
二
三
頁
な
ど
。
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412
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.02 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

413
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.02 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

414
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.03

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

415
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.03

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
In
re
T
u
tu
W
ells

C
o
n
ta
m
in
a
tio
n
L
itig

.,
162

F
.R
.D
.
46,

67 -68
(D
.

V
.I.
1995)

（
質
問
書
に
対
す
る
回
答
に
代
わ
る
業
務
記
録
の
提
出
に
際
し
て
日
付
や
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
四
巻
も
の
生
の
デ
ー
タ
を
提
出
し
た

こ
と
は
回
避
的
な
も
の
で
あ
り
、
質
問
書
へ
の
回
答
の
懈
怠
を
構
成
す
る
旨
を
判
示
す
る
）;C

h
a
p
m
a
n
&
C
o
le
v
.
Itel

C
o
n
ta
in
er
In
t’l,

116
F
.R
.D
.

550,
558 -559

(S
.D
.
T
ex
.
1987),

aff’d
,
665

F
.
S
u
p
p
.
1283

(S
.D
.
T
ex
.
1987),

aff’d
,
865

F
.2d

676
(5th

C
ir.
1989)

（
重
要
な
情
報
を
開
示
し

な
か
っ
た
こ
と
は
、
質
問
書
へ
の
不
完
全
な
回
答
を
構
成
す
る
旨
を
判
示
す
る
）;S

m
ith

v
.
L
o
g
a
n
sp
o
rt
C
o
m
m
u
n
ity

S
ch
.
C
o
rp
.,
139

F
.R
.D
.
637,

650
(N
.D
.
In
d
.
1991)

（
質
問
書
に
対
し
て
証
言
録
取
書
で
の
証
言
を
参
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
答
す
る
こ
と
は
回
避
的
で
あ
り
、
明
ら
か
に
不
十
分

で
あ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

416
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
M
o
tto
lo
,
605

F
.
S
u
p
p
.
898,

915
(D
.N
.H
.
1985)

（
回
答
の
強
制
を
求
め
ら
れ
て
い
る
質
問
が
申
立
て
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
強
制
命
令
の
申
立
て
は
時
期
尚
早
で
あ
る
旨
を
判
示
す
る
）;

B
er-

m
u
d
ez
v
.
D
u
en
a
s,
936

F
.2d

1064,
1068

(9th
C
ir.
1991)

（
本
人
訴
訟
の
原
告
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
文
書
提
出
の
強
制
の
申
立
て
が
、
連
邦
民
訴
規
則

三
四
条
に
基
づ
く
文
書
の
提
出
要
求
を
経
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
事
案
）.

417
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

418
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05

［
2 ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
G
a
u
lt
v
.
N
a
b
isco

B
iscu

it
C
o
.,
184

F
.R
.D
.
620,

622
(D
.
N
ev
.

1999)

（
連
邦
民
訴
規
則
も
そ
の
地
区
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
も
特
別
な
期
間
制
限
を
設
け
て
い
な
い
の
で
、
裁
判
所
は
当
事
者
が
強
制
命
令
の
申
立
て
を
な

す
た
め
の
合
理
的
な
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

419
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);

一
部
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
は
、
強
制
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
べ
き

期
限
を
規
定
す
る
。S

ee,
e.g.,

N
.D
.
C
a
l.
C
iv
.
R
26 -5;

D
.
M
d
.
L
R
37.1.

以
下
の
四
つ
の
裁
判
所
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
締
切
の
日
付
を
、
強
制
命

令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
べ
き
期
間
の
起
算
点
と
し
て
用
い
る
。N

.D
.
O
h
io
L
R
37.1

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
締
切
か
ら
一
〇
日
以
内
に
な
さ
れ

る
）;N
.D
.
C
a
l.
C
iv
.
R
26 -5

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
締
切
か
ら
一
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）;D

.
M
in
n
.
L
R
37.1

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の

締
切
の
前
に
な
さ
れ
る
）;N

.D
.N
.Y
.
L
R
7.1(e)

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
締
切
後
暦
日
で
三
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）.

ま
た
、
強
制
命
令
の
申
立

て
の
対
象
と
な
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
項
目
を
、
申
立
て
の
適
時
性
を
判
断
す
る
た
め
の
起
算
点
と
し
て
用
い
る
裁
判
所
も
あ
る
。S

ee
N
.D
.
G
a
.
L
R
37.1

★
デ
ー
タ
分
割
★

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦
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申
立
て
は
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
の
送
付
後
一
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）;D

.
N
.M
.
L
R
26.6

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
の
送
付
か
ら
暦
日
で
二
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）;D

.
S
.C
.
L
R
37.01

（
申
立
て
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
受
領
後
二
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）;D

.
M
d
.
L
R

104.8
（
質
問
書
ま
た
は
提
出
要
求
に
関
し
て
の
み
、
申
立
て
は
回
答
ま
た
は
応
答
の
受
領
後
二
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
る
）.

420
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

421
）

Id
.

422
）

Id
.

423
）

Id
.

424
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g
.,
N
.D
.
C
a
l.
C
iv
.
R
.
26 -5

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
強
制
す
る
申

立
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
締
切
日
の
一
〇
日
後
以
降
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
）.

425
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
Ja
rv
is
v
.
W
a
l-M

a
rt
S
to
res,

In
c.,

161
F
.R
.D
.
337,

338 -339

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
限
後
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
の
強
制
命
令
の
申
立
て
は
、
相
手
方
に
損
害
を
与
え
る
旨
を
判
示
す
る
）;G

a
u
lt
v
.

N
a
b
isco

B
iscu

it
C
o
.,
184

F
.R
.D
.
620,

622
(D
.
N
ev
.
1999)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
間
内
に
な
さ
れ
た
強
制
命
令
の
申
立
て
は
時
機
に
後
れ
た
も
の
と

は
め
っ
た
に
考
え
ら
れ
な
い
旨
述
べ
た
う
え
で
、
治
安
判
事
は
、
被
告
の
最
初
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
か
ら
一
三
六
日
後
、
し
か
も
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の

終
結
後
に
な
さ
れ
た
強
制
命
令
の
申
立
て
は
時
機
に
後
れ
た
も
の
で
あ
る
旨
判
示
す
る
）;A

m
eric a

n
M
o
to
rists

In
s.
C
o
.
v
.
G
en
e ra

l
H
o
st
C
o
rp
. ,

162
F
.R
.D
.
646,

647 -648
(D
.
K
a
n
.
1995)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
限
の
二
年
後
の
強
制
命
令
の
申
立
て
は
相
手
方
に
損
害
を
与
え
る
旨
を
判
示
す
る
）.

426
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
u
tler

v
.
P
ettig

rew
,
409

F
.2d

1205,
1207

(7th
C
ir.
1969)

（
ト

ラ
イ
ア
ル
と
本
案
判
決
の
登
録
の
終
了
ま
で
に
質
問
書
へ
の
回
答
を
強
制
す
る
命
令
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
は
申
立
権
を
放
棄
し
た

旨
を
判
示
す
る
）;M
ercy

v
.
C
o
u
n
ty
o
f
S
u
ffo
lk
,
N
ew

Y
o
rk
,
748

F
.2d

52,
55 -56

(2d
C
ir.
1984)

（
申
立
て
は
、
ト
ラ
イ
ア
ル
前
に
な
さ
れ
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

427
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
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）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
P
u
b
lic

L
o
a
n
C
o
.
v
.
F
D
IC
,
803

F
.2d

82,
86
(3d

C
ir.
1986)

（
原

告
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
完
了
の
期
限
後
九
〇
日
近
く
ま
で
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
開
始
す
る
努
力
を
怠
り
、
か
つ
、
相
手
方
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
誠
実
に

従
う
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
原
告
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
〔
文
書
提
出
〕
の
強
制
の
申
立
て
を
排
斥
す
る
こ
と
は
、
裁
量
権
の
濫
用
に
は
あ
た
ら

な
い
旨
を
判
示
す
る
）;D

ra
p
er
v
.
C
o
o
m
b
s,
792

F
.2d

915,
924

(9th
C
ir.
1986)

（
本
人
訴
訟
の
原
告
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
終
結
の
た
め
に
設
定
さ
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れ
た
期
限
よ
り
も
か
な
り
後
に
被
告
に
質
問
書
を
送
付
し
、
明
ら
か
に
期
間
延
長
の
申
立
て
を
な
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
質
問
書
が
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を

遵
守
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
告
に
よ
る
質
問
書
へ
の
回
答
の
強
制
の
申
立
て
を
排
斥
し
た
こ
と
は
、
裁
量
権
の
濫
用
に
は
あ
た
ら
な
い
旨
を
判
示
す

る
）.

429
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

430
）

B
y
rn
es
v
.
Jetn

et
C
o
rp
.,
111

F
.R
.D
.
68,

71
(M
.D
.N
.C
.
1986)

（
遅
延
は
顕
著
な
も
の
で
は
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

431
）

K
en
d
rick

v
.
H
eck

ler,
778

F
.2d

253,
258

(5th
C
ir.
1985)

（
損
害
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

432
）

S
ee
P
etro

leu
m
In
s.
A
g
en
cy

In
c.
v
.
H
a
ttfo

rd
A
ccid

en
t
&
In
d
em
.
C
o
.,
106

F
.R
.D
.
59,

63
(D
.
M
a
ss.

1985)

（
文
書
の
提
出
を
求
め
る
当

事
者
が
要
求
に
対
応
す
る
文
書
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
文
書
の
不
提
出
に
対
す
る
異
議
の
放
棄
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

433
）

R
iley

v
.
U
n
ited

A
ir
L
in
es,

In
c.,
32
F
.R
.D
.230,232 -233

(S
.D
.N
.Y
.1962)

（
質
問
書
へ
の
さ
ら
な
る
回
答
を
強
制
す
る
原
告
か
ら
の
申
立
て
が
、

証
言
録
取
書
に
よ
っ
て
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
原
告
の
試
み
に
よ
っ
て
遅
延
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
遅
延
は
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
）;

K
en
-

d
rick

v
.
H
eck

ler,
778

F
.2d

253,
258

(5th
C
ir.
1985)

（
強
制
命
令
の
申
立
て
は
一
部
、
自
主
的
な
開
示
の
た
め
の
交
渉
に
よ
っ
て
遅
延
さ
せ
ら
れ
た

と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
原
告
が
強
制
命
令
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
）.

434
）

S
ee
K
en
d
rick

v
.
H
eck

ler,
778

F
.2d

253,
258

(5th
C
ir.
1985)

（
強
制
命
令
の
申
立
て
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期

限
内
に
な
さ
れ
た
事
案
）.

435
）

S
ee
K
a
lis
v
.
C
o
lg
a
te-P

a
lm
o
liv
e
C
o
.,
231

F
.3d

1049,
1059

(7th
C
ir.
2000)

（
申
立
て
が
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
要
求
さ
れ
た
資
料
を
入
手
す
る

た
め
の
誠
実
な
試
み
に
関
す
る
確
証
を
包
含
し
て
い
な
い
場
合
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
原
告
か
ら
な
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
強
制
命
令
の
申
立
て
を
排

斥
す
る
に
際
し
て
裁
量
権
を
濫
用
し
て
い
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

436
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(a

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1993);

see
also

B
eer

N
u
ts,

In
c.
v
.
K
in
g
N
u
t
C
o
.,
477

F
.2d

326,
329 -330

(6th
C
ir.
1973)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑴
項
が
面
会
と
協
議
の
要
求
を

含
む
よ
う
改
正
さ
れ
る
以
前
の
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
よ
る
同
様
の
要
求
を
維
持
し
た
）.

多
く
の
裁
判
所
は
、
強
制
命
令
の
申
立
て
の
前
に
紛
争
当
事
者

に
解
決
の
試
み
の
た
め
に
協
議
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を
持
ち
続
け
て
い
る
。S

ee,
e.g.,

E
.D
.
L
a
.
L
R
37.1;

N
.D
.
W
.
V
a
.
L
R
3.

07;
D
.
W
y
o
.
L
R
37.1;

C
.D
.
Ill.

L
R
37.3.

437
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

438
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

N
a
v
ia
n
t
M
k
tg
.
S
o
lu
tio
n
s,
In
c.
v
.
L
a
rry

T
u
ck
er,

In
c.,
339
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F
.3d

180,
186 -187

(3d
C
ir.
2003)

（
代
理
人
弁
護
士
が
質
問
書
に
対
す
る
応
答
の
た
め
の
さ
ら
な
る
期
間
の
要
求
を
即
座
に
断
り
、
ま
た
、
回
答
が
到
着

し
た
際
に
、
回
答
中
の
不
十
分
と
主
張
さ
れ
る
点
の
概
略
を
述
べ
、
不
十
分
な
点
が
三
日
以
内
に
修
正
さ
れ
な
い
な
ら
ば
制
裁
の
申
立
て
を
な
す
と
威
嚇
す

る
二
〇
頁
の
手
紙
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
て
送
付
し
た
場
合
に
、
代
理
人
弁
護
士
は
相
手
方
当
事
者
と
協
議
す
る
こ
と
を
「
誠
実
に
」
試
み
て
い
な
い
旨
を
判

示
す
る
）;C

a
n
n
o
n
v
.
C
h
erry

H
ill
T
o
y
o
ta
,
In
c.,
190

F
.R
.D
.
147,

153
(D
.N
.J.
1999)

（
そ
の
中
で
質
問
書
と
自
白
の
要
求
に
対
す
る
確
証
さ
れ
た

応
答
を
翌
日
の
業
務
終
了
ま
で
に
要
求
し
、
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
強
制
命
令
の
申
立
て
を
な
す
と
威
嚇
す
る
、
相
手
方
の
代
理
人
弁
護
士
に
対
す
る
代
理

人
弁
護
士
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
は
、
申
立
人
が
裁
判
所
の
介
入
に
頼
る
前
に
そ
の
者
か
ら
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
当
事
者
と
協
議
す
る
誠
実
な
努

力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
求
を
遵
守
し
て
い
な
い
旨
を
判
示
す
る
）;W

ilso
n
v
.
A
a
rg
o
n
A
g
en
cy
,
In
c.,

262
F
.R
.D
.
561,

564
(D
.
N
ev
.

2010)

（
質
問
書
に
対
す
る
相
手
方
当
事
者
の
応
答
が
「
完
全
に
不
適
切
で
あ
る
」
旨
を
単
に
述
べ
る
二
通
の
手
紙
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
求
め

ら
れ
て
い
る
「
裁
判
所
の
介
入
な
し
に
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
…
個
人
的
な
協
議
と
誠
実
な
努
力
」
の
要
求
に
合
致
し
て
い
な
い
旨
を
判
示
す
る
）;S

o
to

v
.
C
ity

o
f
C
o
n
co
rd
,
162

F
.R
.D
.
603,

622 -623
(N
.D
.
C
a
l.
1995)

（
文
書
の
提
出
要
求
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
手
紙
は
、
協
議
の
義
務
を
充
足
し
な

い
と
す
る
）;H

a
y
s
v
.
A
d
a
m
,
512

F
.
S
u
p
p
.
2d

1330,
1334

(N
.D
.
G
a
.
2007)

（
一
通
の
手
紙
は
、
裁
判
所
外
で
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
争
点
を
解

決
す
る
た
め
の
十
分
な
努
力
を
構
成
し
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

439
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

W
.D
.
M
o
.
L
R
37.1(a

)(1)

（「
単
に
要
求
の
手
紙
を
書
く
こ
と
は

不
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
）;N

.D
.
O
k
la
.
C
iv
.
R
37.2A

.

440
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

L
a
F
leu
r
v
.
T
een

H
elp
,
342

F
.3d

1145,
1152

(10th
C
ir.
2003)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
を
知
っ
た
後
、
双
方
の
代
理
人
弁
護
士
が
自
身
で
面
会
し
、
翌
日
、
被
告
の
代
理
人
弁
護
士
が
要
求
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ

バ
リ
の
書
面
に
よ
る
説
明
を
送
付
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
原
告
が
応
答
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
被
告
は
面
会
し
協
議
す
る
こ
と
の
要
求
を
遵
守
し
て
い
る

旨
を
判
示
す
る
）.

441
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
S
h
u
ffle

M
a
ster,

In
c.
v
.
P
ro
g
ressiv

e
G
a
m
es,

In
c.,
170

F
.R
.D
.

166,
170 -173

(D
.
N
ev
.
1996)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
、
代
理
人
弁
護
士
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ
た
一
連
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
は
、

当
事
者
が
誠
実
に
協
議
を
行
う
か
協
議
を
行
う
こ
と
を
試
み
る
こ
と
と
い
う
要
求
に
合
致
し
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

442
）

Id
.

443
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
N
.D
.
In
d
.
L
R
37.1

（
協
議
ま
た
は
協
議
の
試
み
の
時
間
と

場
所
、
お
よ
び
参
加
者
の
氏
名
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
を
要
求
す
る
）;E

.D
.
W
is.
L
R
6.02;

D
.
K
a
n
.
L
R
37.2

（「
争
わ
れ
て
い
る
争
点
の
解
決
の
た
め

論 説
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に
全
て
の
代
理
人
弁
護
士
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
段
階
を
述
べ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）;W

.D
.
K
y
.
L
R
37.1;

D
.N
.J.
L
R
37.1(b

).
444
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

M
a
n
n
in
g
v
.
G
en
era

l
M
o
to
rs,

247
F
.R
.D
.
646,

650
(D
.
K
a
n
.

2007)
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑴
項
や
同
趣
旨
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
目
的
は
、
当
事
者
が
裁
判
所
の
介
入
に
頼
る
前
に
満
足
に
紛
争
を
解
決
す
る
こ

と
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
旨
を
判
示
す
る
）;C

o
tra
co
m
C
o
m
m
o
d
ity

T
ra
d
in
g
C
o
.
v
.
S
ea
b
o
a
rd
C
o
rp
.,
189

F
.R
.D
.
456,

459
(D
.
K
a
n
.
1999)

（
協
議
の
要
求
は
、「
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
従
う
こ
と
を
頼
む
こ
と
ま
た
は
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
」
満
足
さ
れ
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

445
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
N
.D
.
C
a
l.
C
iv
.
R
.
37 -1(b

);
E
.D
.
C
a
l.
L
R
37 -251(b

);

W
.D
.
K
y
.
L
R
37.1;

N
.D
.
O
k
la
.
L
R
37.1A

;
W
.D
.
T
ex
.
C
iv
.
R
37(b

).

446
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
D
o
e
v
.
N
a
tio
n
a
l
H
em
o
p
h
ilia

F
o
u
n
d
.,
194

F
.R
.D
.
516,

519
(D
.

M
d
.
2000)

（
当
事
者
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
を
非
公
式
に
試
み
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
な
い
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答

を
受
け
取
っ
て
か
ら
三
〇
日
以
内
に
強
制
命
令
の
申
立
て
を
な
す
こ
と
と
を
要
求
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を
原
告
が
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

連
邦
地
方
裁
判
所
が
質
問
書
と
文
書
の
提
出
要
求
へ
の
さ
ら
な
る
応
答
の
強
制
を
求
め
る
原
告
の
申
立
て
を
排
斥
し
た
事
案
）;

bu
t
see

K
id
w
iler

v
.

P
ro
g
ressiv

e
P
a
lo
v
erd

e
In
s,
C
o
.,
192

F
.R
.D
.
193,

197
(N
.D
.
W
.
V
a
.
2000)

（
代
理
人
弁
護
士
に
「
自
分
で
、
ま
た
は
電
話
で
協
議
す
る
」
こ
と

を
要
求
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
、
被
告
の
応
答
と
異
議
に
関
す
る
代
理
人
弁
護
士
の
懸
念
を
特
に
詳
細
に
記

し
、
か
つ
当
事
者
が
一
五
日
以
内
に
争
い
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
強
制
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
旨
を
警
告
す
る
原
告
の
六
頁
の
手
紙
を
、
協
議
の
要
求

の
た
め
の
誠
実
な
努
力
を
充
足
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
旨
判
断
し
た
事
案
）;H

a
selh

o
rst

v
.
W
a
ll-M

a
rt
S
to
res,

In
c.,
163

F
.R
.D
.
10,

11
(D
.
K
a
n
.

1995)

（
原
告
の
代
理
人
弁
護
士
が
申
立
て
を
な
す
前
に
協
議
の
た
め
の
合
理
的
な
努
力
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
に
よ
る
強
制
命
令
の
申
立
て
が
排

斥
さ
れ
た
事
案
）;B

a
llo
u
v
.
U
n
iv
.
o
f
K
a
n
sa
s
M
ed
.
C
tr.,

159
F
.R
.D
.
558,

560
(D
.
K
a
n
.
1994)

（
協
議
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
強
制
命
令

の
申
立
て
が
却
下
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
ま
た
、
申
立
て
は
実
体
面
で
も
理
由
が
な
い
旨
を
判
示
し
た
）.

447
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

B
a
iley

v
.
D
a
rt
C
o
n
ta
in
er
C
o
rp
.,
980

F
.
S
u
p
p
.
584,

591
(D
.

M
a
ss.
1997)

（
裁
判
所
が
、
申
立
て
の
際
に
カ
バ
ー
・
シ
ー
ト
に
基
づ
き
関
連
す
る
事
件
を
列
挙
す
る
こ
と
を
原
告
に
要
求
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
違

反
を
理
由
に
制
裁
を
科
し
た
事
案
）;Z

a
m
b
ra
n
o
v
.
C
ity

o
f
T
u
stin

,
885

F
.2d

1473,
1481 -1482

(9th
C
ir.
1989)

（
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
基
づ
く

自
白
を
過
失
に
よ
り
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
不
誠
実
さ
、
未
必
の
故
意
な
い
し
認
識
あ
る
過
失
、
ま
た
は
故
意
の
証
明
が
な
け
れ
ば
、
制
裁
を
正
当
化
し

な
い
と
す
る
）;B

a
ld
w
in
H
a
rd
w
a
re
C
o
rp
.
v
.
F
ra
n
k
S
u
E
n
ter.

C
o
rp
.,
78
F
.3d

550,
560

(F
ed
.
C
ir.
1996)

（
弁
護
士
費
用
の
償
還
を
維
持
し
た
）.

448
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
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449
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ish
er
v
.
N
a
t’l
R
.R
.
P
a
ssen

g
er
C
o
rp
.,
152

F
.R
.D
.
145,

148 -

149
(S
.D
.
In
d
.
1993)

（
代
理
人
弁
護
士
の
誤
り
は
、
過
失
ま
た
は
そ
の
他
の
有
責
で
な
い
行
為
の
結
果
で
あ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

450
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
R
eid
y
v
.
R
u
n
y
o
n
,
169

F
.R
.D
.
486,

490 -491
(E
.D
.N
.Y
.1997)

（
治

安
判
事
は
、
申
立
人
の
代
理
人
弁
護
士
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
申
立
て
に
先
立
ち
相
手
方
の
代
理
人
弁
護
士
と
協
議
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

申
立
て
を
認
容
し
制
裁
を
科
す
に
際
し
て
誤
っ
て
い
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

451
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
u
rto
n
v
.
R
.J.
R
ey
n
o
ld
s
T
o
b
a
cco

C
o
.,
203

F
.R
.D
.
624,

626 -

627
(D
.
K
a
n
.
2001)

（
代
理
人
弁
護
士
が
協
議
を
「
無
益
で
あ
る
」
と
信
じ
て
い
る
場
合
に
協
議
を
必
要
で
な
い
と
論
じ
る
権
能
は
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

452
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
N
.D
.
O
k
la
.
L
R
37.1C

;
D
.
U
ta
h
L
R
204 -1;

C
.D
.
Ill.

L
R
37.3.

453
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
D
.
Id
a
h
o
L
R
37.1

（
両
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
免
除
す
る
）;N

.D
.

O
k
la
.
L
R
37.1C

（
両
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
免
除
す
る
）;W

.D
.
P
a
.
L
R
37.1

（
両
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
免
除
す
る
）;D

.
U
ta
h
L
R
204 -1

（
両

方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
を
免
除
す
る
）;N

.D
.
Io
w
a
L
R
37.1(a

)

（
本
人
訴
訟
の
当
事
者
を
免
除
す
る
）;S

.D
.
Io
w
a
L
R
37.1(a

)

（
本
人
訴
訟
の
当
事
者

を
免
除
す
る
）;E

.D
.
O
k
la
.
L
R
37.1

（
本
人
訴
訟
の
当
事
者
を
免
除
す
る
）.

454
）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.05 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
.).

455
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.22 ［

2 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

456
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.22 ［

2 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
In
re
H
o
ro
w
itz,

482
F
.2d

72,
82
(2d

C
ir.
1973)

（
弁
護
士
｜
依
頼
者
間
の
秘
匿
特
権
を
主
張
す
る
者
は
、
そ
の
要
素
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
旨
を
判
示
す
る
）;D

a
v
is
v
.
F
en
d
ler,650

F
.2d

1154,1160

(9th
C
ir.

1981)

（
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
秘
匿
特
権
に
つ
き
判
示
す
る
）;R

eso
lu
tio
n
T
ru
st
C
o
rp
.
v
.
D
a
b
n
ey
,
73

F
.3d

262,
266

(1 0th
C
ir.

1995)

（
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
保
護
を
主
張
す
る
当
事
者
は
そ
の
法
理
の
適
用
可
能
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

457
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.22 ［

2 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ish
er
v
.
N
a
t’l
R
.R
.
P
a
ssen

g
er
C
o
rp
.,
152

F
.R
.D
.
145,

148 -149
(S
.D
.
In
d
.
1993).

458
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.22 ［

2 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

459
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

460
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
P
ro
a
v
.
N
R
T
M
id
.
A
tla
n
tic,

In
c.,
633

F
.
S
u
p
p
.
2d

209,
213

論 説
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(D
.
M
d
.
2009).

461
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(a

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970);

see
also

M
a
d
d
o
w
v
.
P
ro
cter

&
G
a
m
b
le
C
o
.,
107

F
.3d

846,
853

(11th
C
ir.
1997).

462
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
o
w
n
e
o
f
N
ew

Y
o
rk

C
ity
,
In
c.
v
.
A
m
B
a
se
C
o
rp
.,
161

F
.R
.

D
.
258,

262 -263
(S
.D
.N
.Y
.
1995);

E
u
rek

a
F
in
.
C
o
rp
.
v
.
H
a
rtfo

rd
A
ccid

en
t
&
In
d
em
.
C
o
.,
136

F
.R
.D
.
179,

186
(E
.D
.
C
a
l.
1991);

D
eV
a
n
ey

v
.
C
o
n
tin
en
ta
l
A
m
.
In
s.
C
o
.,
989

F
.2d

1154,
1162

(11th
C
ir.
1993).

463
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

464
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

465
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(a

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970).

466
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

467
）

Id
.

468
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

4 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
D
eV
a
n
ey
v
.
C
o
n
tin
en
ta
l
A
m
.In

s.C
o
.,989

F
.2d

1154,1162

(11th
C
ir.
1993)

（
制
裁
は
一
部
、
依
頼
人
に
対
す
る
役
務
が
裁
判
所
、
法
、
そ
し
て
同
輩
の
弁
護
士
に
対
す
る
責
任
と
と
も
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
代
理
人
弁
護
士
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
旨
を
判
示
す
る
）.

469
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

4 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ra
zier

v
.
S
o
u
th
ea
stern

P
en
n
sy
lv
a
n
ia
T
ra
n
sp
.
A
u
th
.,

161
F
.R
.D
.
309,

316 -317
(E
.D
.
P
a
.
1995)

（
代
理
人
弁
護
士
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
強
制
命
令
の
申
立
て
が
必
要
と
な
っ
た
、
証
言
録
取
に
お
け
る
冒

的
表
現
、
頻
繁
な
中
断
、
お
よ
び
頻
繁
な
異
議
に
つ
い
て
排
他
的
責
任
を
負
う
旨
を
判
示
す
る
）;S

m
ith

v
.
L
o
g
a
n
sp
o
rt
C
o
m
m
u
n
ity

S
ch
.C
o
rp
.,139

F
.R
.D
.
637,

651
(N
.D
.
In
d
.
1991)

（
代
理
人
弁
護
士
が
当
事
者
に
、
理
由
無
く
証
言
録
取
の
質
問
に
回
答
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
に
よ

る
後
の
強
制
命
令
の
申
立
て
に
反
対
す
る
た
め
に
何
も
提
出
し
な
い
こ
と
を
指
示
し
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）;D

eV
a
n
ey

v
.
C
o
n
tin
en
ta
l
A
m
.
In
s.

C
o
.,
989

F
.2d

1154,
1163

(11th
C
ir.
1993)

（
代
理
人
弁
護
士
が
数
多
く
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
問
題
を
解
決
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
い
ず
れ
の
当
事
者
に

と
っ
て
も
利
益
に
な
ら
な
い
多
く
の
、
か
つ
不
必
要
な
訴
訟
費
用
の
発
生
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
）.

470
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

4 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
M
u
g
a
v
ero

v
.
A
rm
s.
A
cres,

In
c.,
680

F
.
S
u
p
p
.
2d
544,

575

(S
.D
.N
.Y
.
2010)

（「
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
濫
用
を
行
う
に
際
し
て
の
原
告
と
そ
の
代
理
人
弁
護
士
の
相
互
の
有
責
性
が
明
ら
か
で
な
い
点
に
鑑
み
る
と
、
原
告

と
そ
の
代
理
人
弁
護
士
は
最
終
的
に
科
さ
れ
る
弁
護
士
費
用
の
償
還
の
制
裁
に
つ
き
等
し
く
責
任
を
負
う
と
判
断
さ
れ
る
」
旨
を
判
示
す
る
）;C

a
stillo

v
.
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S
t.
P
a
u
l
F
ire

&
M
a
rin
e
In
su
ra
n
ce
C
o
.,
938

F
.2d

776,
779

(7th
C
ir.
1991)

（
原
告
と
そ
の
代
理
人
弁
護
士
が
は
な
は
だ
し
い
、
か
つ
継
続
的
な

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
の
濫
用
に
関
与
し
て
い
た
場
合
、
弁
護
士
費
用
と
訴
訟
費
用
は
彼
ら
の
間
で
等
し
く
分
配
さ
れ
る
と
す
る
）.

471
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

5 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(a

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1993).

472
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

C
ru
z
v
.
M
ea
ch
u
m
,
159

F
.R
.D
.
366,

368
(D
.
C
o
n
n
.
1994)

（
強
制
命
令
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
た
当
事
者
に
は
、
申
立
て
の
準
備
に
際
し
て
の
費
用
の
償
還
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
）;

F
o
x
ley

C
a
ttle

C
o
.,
v
.
G
ra
in
D
ea
lers

M
u
t.
In
s.
C
o
.,
142

F
.R
.D
.
677,

681
(S
.D
.
Io
w
a
1992)

（
基
礎
と
な
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
関
す
る
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
費
用
の
償
還
を
、
強
制
命
令
の
申
立
て
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
）;P

ro
tectiv

e

N
a
t’l
In
s.
C
o
.
o
f
O
m
a
h
a
v
.
C
o
m
m
o
n
w
ea
lth

In
s.
C
o
.,
137

F
.R
.D
.
267,

283
(D
.
N
eb
.
1989)

（
裁
判
所
は
費
用
償
還
を
命
令
の
獲
得
に
関
連
す

る
も
の
に
限
定
し
、
第
二
の
証
言
録
取
の
た
め
の
費
用
の
償
還
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
）.

473
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
S
u
re
S
a
fe
In
d
u
s.
In
c.
v
.
C
&
R
P
ier

M
fg
.,
152

F
.R
.D
.
6 25,

627
(S
.D
.
C
a
l.
1993).

474
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
R
ick

els
v
.
C
ity

o
f
S
o
u
th
B
en
d
,
In
d
ia
n
a
,
33
F
.3d

785,
787

(7th

C
ir.
1994)

（
連
邦
民
訴
規
則
旧
三
七
条
⒜
⑷
項
〔
現
在
は
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒜
⑸
項
参
照
〕
は
費
用
償
還
の
規
定
で
あ
り
、
勝
訴
者
は
全
て
の
費
用
を

償
還
さ
れ
う
る
と
す
る
）.

475
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

8 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

476
）

Id
.

477
）

Id
.

478
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

8 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
A
stro

-M
ed
,
In
c.
v
.
P
la
n
t,
250

F
.R
.D
.
28,

30 -31
(D
.R
.I .
20 08)

（「
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
違
反
を
理
由
と
す
る
弁
護
士
費
用
の
償
還
の
た
め
の
適
切
な
方
法
は
、
指
針
（lo

d
esta

r

）
の
方
法
で
あ
り
」、
合
理
性
の
判
断

の
た
め
の
関
連
す
る
市
場
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
が
所
在
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
と
す
る
）;A

m
.
H
a
n
g
er,

In
c.
v
.
B
a
sic

L
in
e,
In
c.,
105

F
.R
.D
.

173,
178

(D
.
M
a
ss.

1985)

（
代
理
人
弁
護
士
の
時
間
数
が
一
三
・
五
時
間
か
ら
四
時
間
に
減
少
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）;B

o
u
n
e
o
f
N
ew

Y
o
rk

C
ity
,
In
c.
v
.
A
m
B
a
se
C
o
rp
.,
161

F
.R
.D
.
258,

267
(S
.D
.N
.Y
.
1995)

（
基
準
額
は
、
原
告
の
申
立
て
の
一
部
の
面
に
関
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と

の
代
償
と
し
て
、
二
〇
％
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）;E

.E
.O
.C
.
v
.
A
ccu

ra
te
M
ech

a
n
ica
l
C
o
n
tra
cto

rs,
In
c.,
863

F
.
S
u
p
p
.
828,

834 -835

(E
.D
.
W
is.1994)

（
共
同
弁
護
士
の
援
助
や
法
的
な
争
点
の
簡
単
な
性
質
に
基
づ
き
、
代
理
人
弁
護
士
の
時
間
数
が
二
二
時
間
か
ら
五
時
間
に
減
少
さ
せ
ら
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れ
た
と
い
う
事
案
）;G

o
rd
o
n
v
.
C
a
stle

O
ld
sm
o
b
ile

a
n
d
H
o
n
d
a
,
In
c.,
157

F
.R
.D
.
438,

439
(E
.D
.
Ill.

1994)

（
裁
判
所
は
四
一
時
間
分
の
弁
護

士
費
用
の
償
還
の
要
求
を
不
合
理
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
れ
を
八
時
間
分
に
減
少
さ
せ
た
と
い
う
事
案
）;B

ro
w
n
v
.
S
ta
te
o
f
Io
w
a
,
152

F
.R
.D
.
168,

174 -175
(S
.D
.
Io
w
a
1993)

（
単
純
な
強
制
命
令
の
申
立
て
の
た
め
の
「
ひ
ど
く
過
大
な
」
要
求
は
減
少
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）.

479
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.23 ［

10 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
O
n
e
1987

B
M
W
325,

985
F
.2d

655,
657

(1st

C
ir.
1993);

P
etru

celli
v
.
B
o
h
rin
g
er
a
n
d
R
a
tzin

g
er,

46
F
.3d

1298,
1310 -1311

(3d
C
ir.
1995);

B
ill
C
a
ll
F
o
rd
,
In
c.
v
.
F
o
rd
M
o
to
r
C
o
.,

48
F
.3d

201,
209

(6th
C
ir.
1995);

H
a
w
o
rth
,
In
c.
v
.
H
erm

a
n
M
iller,

In
c.,
162

F
.R
.D
.
289,

297
(W
.D
.
M
ich
.
1995);

A
H
P
S
u
b
sid
ia
ry

H
o
ld
in
g
C
o
.
v
.
S
tu
a
rt
H
a
le
C
o
.,
1
F
.3d

611,
620

(7th
C
ir.
1993);

C
a
stillo

v
.
S
t.
P
a
u
l
F
ire

&
M
a
rin
e
In
s.
C
o
.,
938

F
.2d

776,
780

(7th

C
ir.

1991);
R
ey
g
o
P
a
c.
C
o
rp
.
v
.
Jo
h
n
so
n
P
u
m
p
C
o
.,
680

F
.2d

647,
649

(9th
C
ir.

1982);
In
re
A
k
ro
s
In
sta
lla
tio
n
s,
In
c.
v
.
G
rea

t

N
a
tio
n
a
l
B
a
n
k
,
834

F
.2d

1526,
1530

(9th
C
ir.
1987);

E
u
rek

a
F
in
.
C
o
rp
.
v
.
H
a
rtfo

rd
A
ccid

en
t
&
In
d
em
.
C
o
.,
136

F
.R
.D
.
179,

185

(E
.D
.
C
a
l.
1991).

480
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.40

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

481
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
R
o
a
d
w
a
y
E
x
p
ress,

In
c.
v
.
P
ip
er,

447
U
.S
.
752,

763 -764,
100

S
.
C
t.

2455,
65
L
.
E
d
.
2d

488
(1980);

B
a
ss
v
.
Jo
sten

s,
In
c.,
71
F
.3d

237,
241

(6th
C
ir.
1995);

C
h
ilcu

tt
v
.
U
n
ited

S
ta
tes,

4
F
.3d

1313,
1324

(5th
C
ir.
1993);

U
n
ite d

S
ta
tes

v
.
S
u
m
ito
m
o
M
a
ri n
e
&
F
ir e

In
s .
C
o
.,
61 7

F
.2d

13 65,
1369

(9 th
C
ir.
198 0);

W
o
u
te rs

v
.
M
a
r tin

C
o
u
n
t y
,

F
la
.,
9
F
.3d

924,
933

(11th
C
ir.
1993).

482
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
S
u
m
ito
m
o
M
a
rin
e
&
F
ire

In
s.
C
o
.,
617

F
.2d

1365,

1369(9th
C
ir.
1980).

483
）

Id
.

484
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
W
o
u
ters

v
.
M
a
rtin

C
o
u
n
ty
,
F
la
.,
9
F
.3d

924,
933

(11th
C
ir.
1993);

C
a
rlu
cci

v
.
P
ip
er
A
ircra

ft
C
o
rp
.,
775

F
.2d

1440,
1453

(11th
C
ir.
1985).

485
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

486
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
S
u
m
ito
m
o
M
a
rin
e
&
F
ire

In
s.
C
o
.,
617

F
.2d

1365,

1369 -1370
(9th

C
ir.
1980).

487
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.41

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
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488
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

489
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
ra
n
d
t
v
.
V
u
lca
n
,
In
c.,
30
F
.3d

752,
756 -757

(7th
C
ir.
1994)

（
紛
争
か
ら
五
年
後
の
陪
審
に
対
す
る
説
示
の
会
議
に
て
な
さ
れ
た
申
立
て
は
、
時
機
に
後
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
旨
を
判
示
す
る
）.

490
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

491
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
N
.D
.
C
a
l.
C
iv
.
R
.
37 -1(e)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
よ

る
制
裁
の
申
立
て
が
他
の
申
立
て
と
は
独
立
に
少
な
く
と
も
三
五
日
前
の
通
知
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
詳
細
な
理
由
付
け
の
表
明
を
伴
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
）.

492
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
H
a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,
42

(4th
C
ir.

1995)
（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
罰
金
の
制
裁
は
事
実
上
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
で
あ
り
、
通
知
と
審
問
の
機
会
を
要
求
す
る
旨

を
判
示
す
る
）.

493
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

494
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.43 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
H
a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,
42
(4th

C
ir.
1995).

495
）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.43 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
.).

496
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
N
a
tio
n
a
l
H
o
ck
ey
L
ea
g
u
e
v
.
M
etro

p
o
lita

n
H
o
ck
ey
C
lu
b
,

In
c.,
427

U
.S
.
639,

643,
96
S
.
C
t.
2778,

49
L
.
E
d
.
2d

747
(1976)

(p
er
cu
ria
m
)

（
制
裁
は
非
行
に
関
与
す
る
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
者
を
抑
止
す
る
旨

を
判
示
す
る
）.

497
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

498
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
D
IC

v
.
C
o
n
n
er,

20
F
.3d

1376,
1383

(5th
C
ir.
1994)

（
制

裁
は
必
要
な
機
能
に
資
す
る
た
め
に
限
定
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
判
示
す
る
）.

499
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1937)

（
最
初
に
起
草
さ
れ
た
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
は
主
に
命
令
の
遵
守
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、裁
判
所
侮
辱
の
形
態
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
は
意
図

し
て
い
な
か
っ
た
旨
を
示
唆
す
る
）.

500
）

S
ee,

e.g.,
M
a
rq
u
is
T
h
ea
tre

C
o
rp
.
v
.
C
o
n
d
a
d
o
M
in
i
C
in
em
a
,
846

F
.2d

86,
88
(1st

C
ir.
1988)

（
被
告
の
積
極
的
抗
弁
を
却
下
す
る
最
初
の

論 説
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制
裁
が
協
力
を
引
き
出
さ
な
か
っ
た
後
に
、
被
告
の
答
弁
書
を
却
下
す
る
制
裁
が
続
い
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）.

501
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

502
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

B
elk

v
.
C
h
a
rlo
tte-M

eck
len
b
u
rg
B
d
.
o
f
E
d
u
c.,
269

F
.

3d
305,

348
(4th

C
ir.
2001);

B
a
n
k
a
tla
n
tic

v
.
B
ly
th
e
E
a
stm

a
n
P
a
in
e
W
eb
b
er,

In
c.,
12
F
.3d

1045,
1052

(11th
C
ir.
1994).

503
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

504
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
C
a
rlu
cci

v
.
P
ip
er
A
ircra

ft
C
o
rp
.,
775

F
.2d

1440,
1453 -

1454
(11th

C
ir.1985)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
に
そ
の
採
用
し
た
金
額
を
正
当
化
す
る
の
に
適
切
な
説
明
を
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
に
、
金
銭
的
制
裁

を
差
し
戻
し
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）.

505
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
C
ro
w
n
L
ife

In
s.
C
o
.
v
.
C
ra
ig
,
995

F
.2d

1376,
1383

(7th

C
ir.
1993)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
の
違
反
が
故
意
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
場
合
、
釣
り
合
い
が
推
定
さ
れ
る
旨
を
判
示
す
る
）.

506
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
elk

v
.
C
h
a
rlo
tte-M

eck
len
b
u
rg
B
d
.
o
f
E
d
u
c.,
269

F
.3d

305,
348

(4th
C
ir.

2001)

（
要
素
の
考
慮
に
よ
り
、
制
裁
を
科
す
に
際
し
て
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
る
裁
量
権
の
濫
用
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
す
る
）.

507
）

7
M
oore’s

F
ed
er al

P
racti ce

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
.);
see,

e. g.,
M
a
llo
y
v
.
W
M
S
p
ecia

lty
M
o
rtg
.
L
L
C
,
512

F
.

3d
23,

27
(1st

C
ir.
2008)

（
よ
り
軽
い
制
裁
の
適
切
性
に
関
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
（
連
邦
控
訴
裁
判
所
）
の
審
査
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
現
場
の
判
断
に

対
し
て
高
度
に
謙
抑
的
で
あ
る
」
旨
を
判
示
す
る
）;P

esa
p
la
stic,

C
.A
.
v
.
C
in
cin
n
a
ti
M
ila
cro

n
C
o
.,
799

F
.2d

1510,
1519

(11th
C
ir.
1986)

（
連

邦
地
方
裁
判
所
は
金
銭
的
制
裁
を
科
す
に
際
し
て
非
常
に
広
範
な
裁
量
権
を
有
す
る
旨
を
判
示
す
る
）.

508
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

509
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
F
rien

d
s
o
f
A
n
im
a
ls,In

c.v
.U
n
ited

S
ta
tes

S
u
rg
ica
l
C
o
rp
.,

131
F
.3d

332,
334

(2d
C
ir.
1997)

（
記
録
が
争
わ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
活
動
に
関
係
す
る
多
数
の
記
載
事
項
を
含
み
、
原
告
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
の
濫
用
の
組
織
的
な
パ
タ
ー
ン
を
証
明
し
て
い
る
場
合
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
訴
訟
を
却
下
す
る
に
際
し
て
そ
の
裁
量
権
を
濫
用
し
て
い
な
か
っ
た
旨

を
判
示
す
る
）;H

a
rm
o
n
v
.
C
S
X
T
ra
n
sp
.,
In
c.,
110

F
.3d

364,
368 -369

(6th
C
ir.
1997)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
が
訴
訟
の
却
下
と
い
う
最
終
的
な
制

裁
を
科
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
裁
量
権
の
濫
用
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
）;S

erra
C
h
ev
ro
let,

In
c.
v
.
G
en
era

l
M
o
to
rs
C
o
rp
.,
446

F
.3d

1137,

1151 -1153
(11th

C
ir.

2006)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
が
そ
の
適
切
な
役
割
を
誤
解
し
、
関
連
す
る
証
拠
を
無
視
ま
た
は
誤
解
し
、
か
つ
、
事
実
上
の
根
拠
が
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あ
ま
り
存
在
し
な
い
考
慮
に
基
づ
き
判
断
し
た
場
合
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
項
の
制
裁
を
科
す
に
際
し
て
裁
量
権
を
濫
用
し
た
と

す
る
）;B

a
n
k
a
tla
n
tic

v
.
B
ly
th
e
E
a
stm

a
n
P
a
in
e
W
eb
b
er,

In
c.,
12
F
.3d

1045,
1053

(11th
C
ir.
1994)

（
金
銭
的
制
裁
を
維
持
す
る
）.

510
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
Y
o
u
n
g
v
.
G
o
rd
o
n
,
330

F
.3d

76,
81
(1st

C
ir.
2003).

511
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

512
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
H
a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,

40
(4th

C
ir.

1995)

（
裁
判
所
が
懈
怠
判
決
を
登
録
す
る
場
合
、
裁
量
権
の
範
囲
は
裁
判
所
が
よ
り
厳
し
く
な
い
制
裁
を
科
す
場
合
よ
り
も
狭
く
な
る
と
す

る
）.

513
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

1 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
R
o
a
d
w
a
y
E
x
p
ress,

In
c.
v
.
P
ip
er,

447
U
.S
.
752,

767
n
.14,

100
S
.
C
t.
2455,

65
L
.E
d
.2d

488
(1990)

（
訴
訟
の
却
下
は
費
用
の
評
価
よ
り
も
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
す
る
と
す
る
）;D

eV
a
n
ey
v
.C
o
n
tin
en
ta
l

A
m
.
In
s.
C
o
.,
989

F
.2d

1154,
1159

(11th
C
ir.
1993)

（
訴
訟
費
用
と
弁
護
士
費
用
の
評
価
は
よ
り
軽
い
制
裁
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
へ
の
よ
り

少
な
い
関
心
を
示
す
と
す
る
）.

514
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
N
a
tio
n
a
l
H
o
ck
ey
L
ea
g
u
e
v
.
M
etro

p
o
lita

n
H
o
ck
ey
C
lu
b
,

In
c.,
427

U
.S
.
639,

643,
96
S
.
C
t.
2778,

49
L
.
E
d
.
2d

747
(1976)

(p
er
cu
ria
m
).

515
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
e d
.);
see

M
a
llo
y
v
.
W
M
S
p
ecia

lty
M
o
rtg
.
51 2

F
. 3d

2 3,
26
( 1st

C
ir.
2008)

（
訴
訟
の
却
下
が
実
体
的
効
果
を
も
つ
場
合
、
裁
判
所
は
様
々
な
実
体
的
・
手
続
的
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）;M

a
rfia

v
.

T
.C
.
Z
ira
a
t
B
a
n
k
a
si,
100

F
.3d

243,
249

(2d
C
ir.
1996)

（
本
案
に
関
し
て
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
強
い
方
針
を
示
し
て
、
連
邦
控
訴
裁

判
所
が
裁
量
権
の
濫
用
と
し
て
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
破
棄
し
た
事
案
）;M

cM
u
llen

v
.
B
a
y
S
h
ip
M
a
n
a
g
em
en
t,
335

F
.3d

215,
218 -219

(3d
C
ir.

2003)

（
手
続
中
の
停
止
は
満
足
す
べ
き
形
で
の
代
替
手
段
と
し
て
両
当
事
者
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
た
め
、
訴
訟
の
却
下
は
、
原
告
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修

正
の
異
議
を
撤
回
し
な
か
っ
た
こ
と
お
よ
び
被
告
の
質
問
書
に
回
答
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
過
酷
な
制
裁
で
あ
っ
た
と
す
る
）;

F
D
IC
v
.
C
o
n
n
er,

20
F
.3d

1376,
1381 -1382

(5th
C
ir.
1994)

（
裁
量
権
の
濫
用
と
し
て
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
破
棄
す
る
）;P

ro
file

G
ea
r
C
o
rp
.
v
.

F
o
u
n
d
ry
A
llied

In
d
u
s.,
In
c.,
937

F
.2d

351,
353 -354

(7th
C
ir.
1991)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
が
以
前
に
四
つ
の
よ
り
軽
い
制
裁
を
科
し
て
お
り
、
か

つ
、
懈
怠
判
決
が
差
し
迫
っ
て
い
る
旨
を
明
白
に
警
告
し
て
い
た
場
合
に
、
懈
怠
判
決
の
登
録
の
命
令
が
維
持
さ
れ
た
事
案
）;Jo

n
es
v
.
T
h
o
m
p
so
n
,
996

F
.2d

261,
265 -266

(10th
C
ir.
1993)

（
訴
訟
の
却
下
を
維
持
す
る
）;W

o
u
ters

v
.
M
a
rtin

C
o
u
n
ty
,
F
la
.,
9
F
.3d

924,
934

(11th
C
ir.
1993)

（
弁

護
士
費
用
の
償
還
と
い
う
形
態
の
、
よ
り
軽
い
制
裁
が
利
用
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
が
破
棄
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）;

論 説
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M
a
la
u
tea

v
.
S
u
zu
k
i
M
o
to
r
C
o
.,
987

F
.2d

1536,
1543

(11th
C
ir.
1993)

（
懈
怠
判
決
を
維
持
す
る
）;U

.S
.
v
.
B
C
C
I
H
o
ld
in
g
s
(L
u
x
em
b
o
u
rg
),

S
.A
.,
169

F
.R
.D
.
220,

223
(D
.D
.C
.
1996)

（
訴
訟
の
却
下
は
よ
り
軽
い
制
裁
で
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
過
酷
な
制
裁
で
あ
る
と
は
い

え
、
原
告
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
提
供
す
る
こ
と
と
証
人
を
証
言
録
取
の
た
め
に
利
用
可
能
に
す
る
こ
と
を
命
じ
る
命
令
に
繰
り
返
し
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
訴
訟
の
却
下
が
正
当
化
さ
れ
た
と
す
る
）.

516
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
H
a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,

40
(4th

C
ir.
1995).

前
注

512
）も
参
照
。

517
）

C
o
m
p
u
ter

T
a
sk

G
ro
u
p
,
In
c.
v
.
B
ro
tb
y
,
364

F
.3d

1112,
1116

(9th
C
ir.
2004)

（
下
級
審
裁
判
所
は
代
わ
り
の
よ
り
軽
い
制
裁
を
適
切
に
考
慮

し
、
排
斥
し
た
と
す
る
）.

518
）

U
n
ited

S
ta
tes

fo
r
u
se
o
f
W
iltec

G
u
a
m
v
.
K
a
h
a
lu
u
C
o
n
str.

C
o
.,
857

F
.2d

600,
604 -605

(9th
C
ir.
1988)

（
事
実
審
裁
判
所
は
よ
り
厳
し

く
な
い
制
裁
を
考
慮
せ
ず
、
な
ぜ
訴
訟
の
却
下
に
及
ば
な
い
制
裁
が
制
裁
の
規
定
の
目
的
を
達
成
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
か
を
議
論
し
て
い
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
と
す
る
）.

519
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

520
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
a
llo
y
v
.
W
M
S
p
ecia

lty
M
o
rtg
.
L
L
C
,
512

F
.3d

23,
27

(1st
C
ir.2008)

（
た
と
え
連
邦
地
方
裁
判
所
が
明
白
に
代
替
手
段
を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
原
告
に
訴
訟
の
却
下
が
差
し
迫
っ
て
い

る
旨
を
警
告
し
た
後
で
さ
え
、
制
裁
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
前
の
三
ヶ
月
間
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
す
る
応
答
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
よ
り
軽
い
制
裁

は
効
果
的
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
）;H

a
rm
o
n
v
.
C
S
X
T
ra
n
sp
.,
In
c.,
110

F
.3d

364,
368

(6th
C
ir.
1997)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
原
告

の
代
理
人
弁
護
士
の
懈
怠
に
の
み
基
づ
い
て
、
最
初
の
、
か
つ
唯
一
の
制
裁
と
し
て
訴
状
を
却
下
す
る
権
限
を
有
す
る
と
す
る
）;P

o
u
lo
s
v
.N
a
a
s
F
o
o
d
s,

In
c.,

959
F
.2d

69,
75

(7th
C
ir.

1992)

（
他
の
現
実
に
可
能
な
制
裁
が
あ
ま
り
存
在
し
な
い
場
合
に
、
最
初
の
制
裁
と
し
て
の
訴
訟
の
却
下
を
維
持
す

る
）;Jo

n
es
v
.
T
h
o
m
p
so
n
,
996

F
.2d

261,
265 -266

(10th
C
ir.
1993)

（
原
告
が
い
く
つ
か
の
裁
判
所
の
命
令
を
繰
り
返
し
無
視
し
、
か
つ
訴
訟
の
却

下
の
威
嚇
に
さ
え
従
う
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
場
合
に
、
よ
り
軽
い
制
裁
は
効
果
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
）;M

a
la
u
tea

v
.S
u
zu
k
i
M
o
to
r
C
o
.,

987
F
.2d

1536,
1544

(11th
C
ir.
1993)

（
被
告
が
継
続
的
、
か
つ
故
意
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
し
て
抵
抗
し
、
彼
ら
が
提
出
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
デ
ィ
ス

カ
バ
リ
可
能
な
情
報
を
故
意
に
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
さ
え
し
、
ま
た
誤
解
さ
せ
る
回
答
を
提
供
し
た
場
合
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
は
適
切
に
彼
ら

の
答
弁
書
を
却
下
し
、
彼
ら
に
対
す
る
懈
怠
判
決
を
登
録
し
た
と
す
る
）.

521
）

S
ee
S
o
ciete

In
tern

a
tio
n
a
le
P
o
u
r
P
a
rticip

a
tio
n
s
In
d
u
strielles

v
.
R
o
g
ers,

357
U
.S
.
197,

208,
78
S
.
C
t.
1087,

2
L
.
E
d
.
2d
1255

(1958).
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522
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
523
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er

3d
ed
.);
see,

e.g.,
M
a
rtin

elli
v
.
B
rid
g
ep
o
rt
R
o
m
a
n
C
a
th
o
lic

D
io
cesa

n
C
o
rp
.,
179

F
.R
.D
.
77,

80-82
(D
.
C
o
n
n
.
1998)

（
裁
判
所
は
主
張
さ
れ
て
い
る
「
不
注
意
に
よ
る
」
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
遅
延
を
理
由
と
す
る

制
裁
と
し
て
弁
護
士
費
用
の
償
還
の
制
裁
を
科
し
、
故
意
ま
た
は
反
抗
的
な
行
為
の
認
定
は
こ
の
よ
り
軽
い
制
裁
を
科
す
こ
と
の
た
め
に
は
必
要
な
い
旨
を

論
じ
た
）.

524
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
C
h
ilcu

tt
v
.
U
n
ited

S
ta
tes,

4
F
.3d

1313,
1324

&
n
.23

(5th

C
ir.
1993);

H
a
la
s
v
.
C
o
n
su
m
er
S
erv

s.,
In
c.,
16
F
.3d

161,
164

(7th
C
ir.
1994);

T
a
m
a
ri
v
.
B
a
ch
e
&
C
o
.
(L
eb
a
n
o
n
)
S
.A
.L
.,
729

F
.2d

469,
473

(7th
C
ir.
1984).

525
）

S
o
ciete

In
tern

a
tio
n
a
le
P
o
u
r
P
a
rticip

a
tio
n
s
In
d
u
strielles

v
.
R
o
g
ers,

357
U
.S
.
197,

212,
78
S
.
C
t.
1087,

2
L
.
E
d
.
2d

1255
(1958);

N
a
tio
n
a
l
H
o
ck
ey
L
ea
g
u
e
v
.
M
etro

p
o
lita

n
H
o
ck
ey
C
lu
b
,
In
c.,
427

U
.S
.
639,

640,
96
S
.
C
t.2778,49

L
.E
d
.2d

747
(1976)

(p
er
cu
ria
m
).

526
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
A
g
iw
a
l
v
.
M
id
Isla

n
d
M
o
rtg
a
g
e
C
o
rp
.,
555

F
.3d

298,
302

(2d
C
ir.

2009)

（
実
体
的
効
果
を
伴
う
却
下
〔d

ism
issa

l
w
ith

p
reju

d
ice

〕
は
、
裁
判
所
が
不
遵
守
当
事
者
の
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
過
失
を
認
定
し

た
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
過
酷
な
救
済
で
あ
る
と
す
る
）;V

a
len
tin
e
v
.
M
u
seu

m
o
f
M
o
d
ern

A
rt,

29
F
.3d

47,
49 -50

(2d
C
ir.
1994)

（
継
続
的

に
、
か
つ
故
意
に
よ
り
譲
歩
し
な
い
こ
と
は
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
支
持
す
る
と
す
る
）; P

h
ilip

s
M
ed
.
S
y
s.
In
t’l,

B
.V
.
v
.
B
r u
etm

a
n
,
98 2

F
.2d

211,
214

(7th
C
ir.
1992)

（
懈
怠
判
決
は
、
そ
の
行
為
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
重
過
失
の
結
果
で
あ
る
当
事
者
に
対
し
て
適
切
で
あ
る
と
す
る
）.

527
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);B

a
ss
v
.
Jo
sten

s,
In
c.,
71
F
.3d

237,
241

(6th
C
ir.
1995)

（
訴

訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

528
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);M

a
rx
v
.
K
elly

,
H
a
rt
&
H
a
llm

a
n
,
P
.C
.,
929

F
.2d

8,
10 -11

(1st
C
ir.
1991)

（
遅
延
と
裁
判
所
の
手
続
の
無
視
の
意
図
的
な
パ
タ
ー
ン
が
、
訴
訟
の
却
下
を
正
当
化
し
た
と
す
る
）;A

g
iw
a
l
v
.M

id
Isla

n
d
M
o
rtg
a
g
e

C
o
rp
.,
555

F
.3d

298,
303

(2d
C
ir.
2009)

（
六
ヶ
月
以
上
も
の
間
、
原
告
が
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
却
下
を
含
む
制
裁
の
可
能
性
を
警
告
さ
れ
て
い
た
全

て
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
を
無
視
し
、
か
つ
、
治
安
判
事
が
よ
り
軽
い
制
裁
を
科
し
た
後
で
す
ら
不
遵
守
が
継
続
し
て
い
た
場
合
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所

は
本
人
訴
訟
の
原
告
の
訴
状
を
却
下
す
る
に
際
し
て
裁
量
権
を
濫
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
）;M

cL
eo
d
,
A
lex

a
n
d
er,

P
o
w
el
&
A
p
ffel

v
.
Q
u
a
r-

les,
894

F
.2d

1482,
1486

(5th
C
ir.
1990)

（
不
十
分
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
簡
略
な
異
議
に
基
づ
く
命
令
遵
守
の
継
続
的
な
拒
絶
に
よ
っ
て
、
懈
怠
判
決

が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
）.

論 説
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529
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
530
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
A
d
ria
n
a
In
t’l
C
o
rp
.
v
.
T
h
o
eren

,
913

F
.2d

1406,
1411 -1412

(9th
C
ir.
1990)

（
裁
判
所
は
後
の
申
立
て
を
評
価
す
る
際
に
以
前
の
非
行
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
）.

531
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see,

e.g.,
C
o
lem

a
n
v
.
A
m
erica

n
R
ed
C
ro
ss,

23
F
.3d

1091,

1095
(6th

C
ir.1994)

（「
わ
れ
わ
れ
は
ま
す
ま
す
、
責
任
の
な
い
依
頼
者
よ
り
も
む
し
ろ
義
務
不
履
行
の
代
理
人
弁
護
士
に
直
接
に
制
裁
を
科
す
こ
と
を
強

調
し
て
き
た
」
旨
を
判
示
す
る
）;C

a
rter

v
.
C
ity

o
f
M
em
p
h
is,
636

F
.2d

159,
161

(6th
C
ir.
1980)

（「
懈
怠
が
単
に
代
理
人
弁
護
士
の
過
失
で
あ
る

場
合
に
」、
訴
訟
の
却
下
は
「
た
い
て
い
不
適
切
で
あ
る
」
旨
を
述
べ
る
）.

532
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
L
in
k
v
.
W
a
b
a
sh
R
a
ilro

a
d
C
o
.,
370

U
.S
.
626,

633 -634,
82

S
.
C
t.
1386,

8
L
.
E
d
.
2d
734

(1962)

（
依
頼
者
は
自
由
に
代
理
人
弁
護
士
を
選
択
し
た
し
、
か
つ
、
弁
護
士
た
る
代
理
人
の
行
為
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る

旨
を
判
示
す
る
）;see

M
a
llo
y
v
.
W
M
S
p
ecia

lty
M
o
rtg
.
L
L
C
,
512

F
.3d

23,
27
(1st

C
ir.
2008)

（
本
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、「
代
理
人
弁

護
士
の
罪
が
依
頼
者
に
報
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
弁
解
に
対
し
て
は
一
貫
し
て
耳
を
か
さ
な
か
っ
」
た
旨
を
述
べ
る
）.

533
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
H
a
rm
o
n
v
.
C
S
X
T
ra
n
sp
.,
In
c.,
110

F
.3d

364,
367 -368

(6th

C
ir.
1997)

（
事
実
審
裁
判
所
が
実
体
的
効
果
を
伴
う
却
下
と
い
う
最
終
的
な
制
裁
を
科
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
裁
量
権
の
濫
用
を
認
定
し
な
か
っ
た
事
案
）.

534
）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

535
）

N
a
tio
n
a
l
H
o
ck
ey
L
ea
g
u
e
v
.
M
etro

p
o
lita

n
H
o
ck
ey
C
lu
b
,
In
c.,
427

U
.S
.
639,

640 -641,
96
S
.
C
t.
2778,

49
L
.
E
d
.
2d
747

(1976)
(p
er

cu
ria
m
).

536
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
P
en
th
o
u
se
In
t’l,

L
td
.
v
.
P
la
y
b
o
y
E
n
ters.,

In
c.,
663

F
.2d

371,
387 -388

(2d
C
ir.
1981);

M
a
rro

cco
v
.
G
en
era

l
M
o
to
rs
C
o
rp
.,
966

F
.2d

220,
224

(7th
C
ir.
1992);

see
also

H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
e r,

24
F
.3d

1162,
1167

(9th
C
ir.
1994).

537
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);

A
lm
o
n
te
v
.
C
o
ca
-C
o
la
B
o
ttlin

g
C
o
.
o
f
N
ew

Y
o
rk
,
In
c.,

169
F
.R
.D
.
246,

248 -249
(D
.
C
o
n
n
.
1996)

（
事
前
の
警
告
が
発
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
に
よ
る
多
数
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
濫
用

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
地
方
裁
判
所
が
実
体
的
効
果
を
伴
う
却
下
の
制
裁
を
科
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
事
案
）;S

im
m
o
n
s
v
.
A
b
ru
zzo

,
49
F
.3d

83,
88

(2d
C
ir.
1995)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
違
反
を
理
由
と
す
る
棄
却
は
、
裁
判
所
の
命
令
の
違
反
が
訴
訟
の
却
下
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
り
う
る
旨
の
通
知
を
裁

判
所
が
な
し
た
後
に
の
み
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
）;H

a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,
40 -41

(4th
C
ir.
1995)

（
被
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告
が
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
制
裁
が
科
さ
れ
う
る
こ
と
を
適
切
に
警
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
相
手
方
当
事
者
に
対
す
る
不
利
益
が
重
大
で
は
な
く
、
か
つ
、
よ
り

軽
い
制
裁
が
十
分
な
も
の
で
あ
り
え
た
場
合
に
、
事
実
審
裁
判
所
が
懈
怠
判
決
を
登
録
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
）;B

a
ss
v
.Jo

sten
s,

In
c.,
71
F
.3d

237,
241 -242

(6th
C
ir.
1995)

（
警
告
は
、
厳
し
い
制
裁
の
適
切
さ
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
要
素
の
リ
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

と
す
る
）.

538
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.50 ［

2 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
V
a
len
tin
e
v
.
M
u
seu

m
o
f
M
o
d
ern

A
rt,

29
F
.3d

47,
50
(2d

C
ir.
1994)

（
本
人
訴
訟
の
原
告
が
、
命
令
の
不
遵
守
が
却
下
の
制
裁
に
つ
な
が
り
う
る
旨
を
警
告
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
そ
の
原
告
に
対
し
て

科
さ
れ
た
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

539
）

C
o
m
m
o
d
ity

F
u
tu
res

T
ra
d
in
g
C
o
m
m
’n
v
.
N
o
b
le
M
eta

ls
In
t’l
In
c.,
67
F
.3d

766,
771 -772

(9th
C
ir.
1995).

540
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

541
）

Id
.

542
）

Id
.

543
）

Id
.

544
）

Id
.

545
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
r act ice

,
37.51 ［

2 ］
(M
a
tt h
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
C
o
m
m
o
d
ity

F
u
tu
re s

T
ra
d
in
g
C
o
m
m
’n
v
.
N
o
b
le
M
eta

ls
In
t ’

l,
67
F
.3d

766,
770 -772

(9th
C
ir.
1995).

546
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
C
h
ilcu

tt
v
.
U
n
ited

S
ta
tes,

4
F
.3d

1313,
1320

n
.17

(5th
C
ir.

1993).

547
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
C
h
ilcu

tt
v
.
U
n
ited

S
ta
tes,

4
F
.3d

1313,
13 22

&
n
.

23
(5th

C
ir.
1993)

（
故
意
は
、
制
裁
が
訴
訟
の
却
下
ま
た
は
懈
怠
判
決
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
の
み
要
求
さ
れ
る
と
す
る
）.

548
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

549
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51

［
3 ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

D
a
v
a
l
S
teel

P
ro
d
s.
v
.
M
/V

F
a
k
red

in
e,
951

F
.2d

1357,

1362 -1363,
1366

(2d
C
ir.

1991)

（
被
告
が
証
言
録
取
で
証
人
と
文
書
の
提
出
を
要
求
す
る
裁
判
所
の
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
分
身
の
理
論

〔a
lter

eg
o
d
o
ctrin

e

〕
に
お
け
る
責
任
の
争
点
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）;E

.E
.O
.C
.
v
.
K
en
o
sh
a
U
n
ified

S
ch
.

D
ist.

N
o
.1,

620
F
.2d

1220,
1226

(7th
C
ir.
1980)

（
政
府
が
証
人
の
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を
命
じ
る
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
政
府
に
よ
っ
て

論 説
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申
請
さ
れ
た
反
証
の
た
め
の
証
人
が
証
言
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）;U

n
ited

S
ta
tes

fo
r
u
se
o
f
W
iltec

G
u
a
m
v
.
K
a
h
a
lu
u
C
o
n
str.

C
o
.,
857

F
.2d

600,
603

&
n
.5
,
605(9th

C
ir.

1988)

（
被
告
が
原
告
の
請
求
に
対
し
て
防
御
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
制
裁
を
破
棄
す
る
）;Ja

n
k
in
s
v
.
T
D
C

M
a
n
a
g
em
en
t
C
o
rp
.,
In
c.,
21
F
.3d

436,
444

(D
.C
.
C
ir.
1994)

（
被
告
が
三
つ
の
独
立
し
た
争
点
に
関
し
て
裁
判
所
が
命
じ
た
文
書
を
提
出
し
な
か
っ

た
場
合
に
、
被
告
が
そ
れ
ら
の
争
点
に
関
す
る
原
告
の
証
明
を
論
駁
す
る
た
め
に
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
案
）.

550
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

S
h
in
e
v
.
O
w
en
s-Illin

o
is,
In
c.,
979

F
.2d

93,
96,

98
(7th

C
ir.

1992)

（
た
と
え
排
斥
が
実
際
上
訴
訟
の
却
下
の
効
果
を
も
つ
と
し
て
も
、
原
告
が
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
に
お
け
る
製
品
の
特
定
の
た
め
の
証
人
の
開
示
を
求
め

る
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
制
裁
と
し
て
証
人
を
排
斥
す
る
に
際
し
て
、
裁
量
権
の
濫
用
は
な
か
っ
た
と
す
る
）;U

n
ited

S
ta
tes

fo
r

u
se
o
f
W
iltec

G
u
a
m
v
.
K
a
h
a
lu
u
C
o
n
str.

C
o
.,
857

F
.2d

600,
603

&
n
.5
(9th

C
ir.
1988)

（
原
告
の
主
張
が
証
明
さ
れ
た
と
み
な
し
、
か
つ
そ

の
根
拠
に
基
づ
く
原
告
へ
の
判
決
を
認
め
る
命
令
は
、
科
さ
れ
う
る
最
も
厳
し
い
制
裁
を
意
味
し
た
と
す
る
）.

551
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
In
re
P
a
o
li
R
.R
.
Y
a
rd
P
C
B
L
itig

.,
35
F
.3d

717,
791 -792

(3d

C
ir.
1994)

（
排
斥
命
令
が
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
な
が
る
場
合
に
、
単
に
原
告
が
医
学
に
関
す
る
専
門
家
証
人
を
提
出
す
る
こ
と
が
遅
れ
た
こ
と

の
み
を
理
由
に
そ
の
証
人
が
医
療
上
の
監
視
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
証
言
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
に
際
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
裁
量
権
を
濫
用
し
た
旨
を

判
示
す
る
）;U

n
ited

S
ta
tes

fo
r
u
se
o
f
W
iltec

G
u
a
m
v
.
K
a
h
a
lu
u
C
o
n
str.

C
o
.,
857

F
.2d

600,
603

(9th
C
ir.
1988)

（
被
告
の
行
為
は
故
意
に

よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
）;U
n
ited

S
ta
tes

v
.
S
u
m
ito
m
o
M
a
r in
e
&
F
ire

In
s .
C
o
.,
617

F
.2d

1365,
13 70

(9th
C
ir.
1980)

（
訴
訟
の
却

下
と
同
等
の
、
損
害
賠
償
の
争
点
に
関
す
る
証
拠
の
提
出
を
原
告
に
禁
じ
る
事
実
審
裁
判
官
の
命
令
を
維
持
す
る
）;Ja

n
k
in
s
v
.
T
D
C
M
a
n
a
g
em
en
t

C
o
rp
.,
In
c.,
21
F
.3d

436,
444 -445

(D
.C
.
C
ir.
1994)

（
被
告
が
特
定
の
争
点
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
命
令
を
維
持
す
る
）.

552
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

D
illo

n
v
.
N
issa

n
M
o
to
r
C
o
.,
986

F
.2d

263,
269

(8th
C
ir.

1993)

（
悪
意
の
認
定
は
、
製
造
物
責
任
訴
訟
の
原
告
が
異
な
る
専
門
家
に
よ
る
証
拠
の
吟
味
に
関
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
、
か
つ
証
拠
の
破
棄
を
許
容
し
た

場
合
に
原
告
の
専
門
家
証
人
の
証
言
を
排
斥
す
る
命
令
を
支
持
す
る
た
め
に
必
要
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
）.

553
）

F
a
sh
io
n
H
o
u
se,

In
c.
v
.
K
M
a
rt
C
o
rp
.,
892

F
.2d

1076,
1081

(1st
C
ir.
1989)

（
被
告
が
損
害
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た

事
案
）.

554
）

N
ik
e
In
c.
v
.
W
o
lv
erin

e
W
o
rld

W
id
e,
In
c.,
43
F
.3d

644,
647 -649

(F
ed
.
C
ir.
1994)

（
靴
製
造
業
者
が
、
完
全
な
開
示
を
要
求
す
る
命
令
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
均
等
理
論
〔d

o
ctrin

e
o
f
eq
u
iv
a
len
ts

〕
を
主
張
す
る
た
め
の
事
実
上
の
根
拠
を
開
示
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
均
等
理
論
に
従
っ
た
特
許

権
侵
害
の
請
求
を
主
張
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
事
案
）.
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555
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

556
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

557
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

Ja
ffe

v
.
G
ra
n
t,
793

F
.2d

1182,
1189 -1190

&
n
.5
(11th

C
ir.

1986)
（
原
告
〔
反
訴
被
告
〕
が
故
意
に
よ
る
非
行
に
関
与
し
た
と
し
て
、
原
告
〔
反
訴
被
告
〕
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
却
下
す
る
判
断
を
維
持
す
る
）.

558
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ra
m
e
v
.
S
-H
,
In
c.,
967

F
.2d

194,
203

(5th
C
ir.
1992)

（
被

告
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
却
下
し
、
か
つ
、
被
告
に
不
利
な
判
決
を
登
録
す
る
事
実
審
裁
判
所
の
命
令
を
維
持
し
、
被
告
は
故
意
に
文
書
を
改
竄
し
破
棄
す

る
こ
と
を
含
む
、
反
復
的
、
か
つ
多
種
多
様
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
濫
用
に
関
与
し
た
旨
を
述
べ
た
）.

559
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
a
rq
u
is
T
h
ea
tre

C
o
rp
.
v
.
C
o
n
d
a
d
o
M
in
i
C
in
em
a
,
846

F
.2d

86,
88 -89

(1st
C
ir.

1988)
（
事
実
審
裁
判
所
が
最
初
に
被
告
の
積
極
的
抗
弁
を
却
下
す
る
制
裁
を
科
し
た
が
、
被
告
が
協
力
を
拒
み
続
け
た
場
合
に
、
裁

判
所
が
被
告
の
答
弁
書
の
全
部
を
却
下
し
た
事
案
）.

560
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

561
）

Id
.

562
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

5 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
R
ich
a
rd
so
n
,
204

F
.2d

552,
554 -556

(5th
C
ir.

1953)

（
政
府
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
協
力
す
る
ま
で
、
公
用
収
用
の
訴
訟
が
停
止
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）; Z

a
la
tu
k
a
v
. M

etro
p
o
lita

n
L
i fe

I n
s.

C
o
.,
108

F
.2d

405,
405 -406

(7th
C
ir.

1939)

（
裁
判
所
が
不
法
死
亡
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
が
故
人
の
遺
体
の
発
掘
に
合
意
す
る
ま
で
訴
訟
手
続
を
停

止
し
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）.

563
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

5 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see,

e.g.,
B
ell

v
.
U
n
ited

S
ta
tes,

31
F
.R
.D
.
32,

36
(D
.
K
a
n
.
1962)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
が
、
被
告
に
よ
る
記
録
の
提
出
を
命
じ
る
命
令
の
不
遵
守
に
基
づ
く
原
告
か
ら
の
訴
訟
手
続
の
停
止
の
申
立
て
を
排
斥
し
、
停
止
は
当
該

事
件
の
状
況
で
は
何
の
目
的
に
も
資
す
る
こ
と
が
な
い
旨
を
述
べ
る
）.

564
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

S
erra

-L
u
g
o
v
.
C
o
n
so
rtiu

m
-L
a
s
M
a
ria
s,
271

F
.3d

5,
6
(1st

C
ir.
2001)

（
原
告
が
時
機
に
後
れ
て
質
問
書
に
回
答
し
た
こ
と
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
時
間
枠
の
中
で
証
言
録
取
を
完
了
し
な
か
っ
た
こ
と
、
共

同
の
地
位
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
、
適
時
に
要
求
さ
れ
た
文
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
の
欠
席
を
含
む
、
裁
判
所
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
に
対
す
る
反
復
的
な
違
反
の
後
に
、
か
つ
、
裁
判
所
が
原
告
に
不
遵
守
の
結
果
を
警
告
し
た
後
に

連
邦
地
方
裁
判
所
が
訴
訟
を
却
下
す
る
に
際
し
て
、
裁
量
権
を
濫
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
）;O

g
u
ezu

o
n
u
v
.
G
en
esis

H
ea
lth

V
en
tu
res,In

c.,415

論 説
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F
.
S
u
p
p
.
2d

577,
589 -590

(D
.
M
d
.
2005)

（
原
告
が
医
療
記
録
の
提
出
を
命
じ
る
命
令
を
含
む
多
数
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
を
遵
守
す
る
こ
と
を
拒

絶
し
、
裁
判
所
が
継
続
的
な
遅
延
ま
た
は
拒
絶
が
訴
訟
の
却
下
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
り
う
る
旨
を
原
告
に
警
告
し
、
か
つ
、
原
告
の
代
理
人
弁
護
士
も
原

告
自
身
が
単
独
で
不
遵
守
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
旨
を
示
唆
し
た
後
に
お
い
て
、
実
体
的
効
果
を
伴
う
却
下
は
適
切
で
あ
る
と
す
る
）;P

a
y
n
e
v
.E
x
x
o
n

C
o
rp
.,
121

F
.3d

503,
509 -510

(9th
C
ir.

1997)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
た
と
え
強
制
命
令
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
が
共
同

被
告
の
一
人
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
告
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
強
制
す
る
命
令
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
原
告

の
被
告
両
名
に
対
す
る
請
求
を
却
下
す
る
に
際
し
て
、
裁
量
権
を
濫
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
〔
原
告
に
よ
る
強
制
命
令
の
不
遵
守
は
被
告
両
名
に
不
利

益
を
被
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
〕）.

565
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);see

gen
erally

R
o
se
v
.F
ra
n
ch
etti,979

F
.2d

81,86
(7th

C
ir.1992)

（
被
告
に
不
利
な
懈
怠
判
決
の
事
案
）.

566
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
S
erra

-L
u
g
o
v
.
C
o
n
so
rtiu

m
-L
a
s
M
a
ria
s,
271

F
.3d

5,
6
(1st

C
ir.

2001)

（
裁
判
所
は
そ
の
命
令
の
遵
守
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
関
し
て
自
身
の
利
害
関
係
を
有
す
る
と
す
る
）.

567
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

P
&
G
v
.
H
a
u
g
en
,
427

F
.3d

727,
738 -739

(10th
C
ir.
2005)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
が
訴
訟
の
却
下
の
登
録
に
先
立
っ
て
考
慮
さ
れ
る
要
素
の
記
録
に
関
す
る
詳
細
な
評
価
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
実
質
上「
裁
量
権

の
濫
用
」
に
等
し
い
と
す
る
）.

568
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

569
）

C
o
n
n
ecticu

t
G
en
era

l
L
ife

In
s.
C
o
.,
v
.
N
ew

Im
a
g
es
o
f
B
ev
erly

H
ills,

482
F
.3d

1091,
1097

(9th
C
ir.
2007).

570
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

6 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

571
）

裁
判
所
侮
辱
一
般
に
関
し
て
言
及
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
花
村
良
一
「
米
国
民
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
侮
辱
の
実
情
（
一
）〜（
五
・
完
）」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
一
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
頁
、
七
一
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
六
頁
、
七
一
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
二
頁
、
七
一
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）

六
五
頁
、
七
一
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
二
頁
、
花
村
・
前
掲
注

411
）九
一
六
〜
九
一
九
頁
な
ど
。

572
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

573
）

P
h
ilip

s
M
ed
.
S
y
s.
In
t’l,

B
.V
.
v
.
B
ru
etm

a
n
,
982

F
.2d

211,
214 -215

(7th
C
ir.
1992).

574
）

U
n
ited

S
ta
tes

v
.
C
o
n
ces,

507
F
.3d

1028,
1041

(6th
C
ir.
2007)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
被
告
に
対
し
、
脱
税
ス
キ
ー
ム
の
促
進
を
禁
じ
る
た
め
の

訴
訟
に
お
け
る
政
府
の
判
決
後
の
質
問
書
と
文
書
の
要
求
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
裁
判
所
侮
辱
の
判
決
を
下
す
権
限
を
有
す
る
旨
を
判
示
す

北研49(4・147)893

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦



る
）;P

esa
p
la
stic,

C
.A
.
v
.
C
in
cin
n
a
ti
M
ila
cro

n
C
o
.,
799

F
.2d

1510,
1519 -1522

(11th
C
ir.
1986)

（
被
告
が
裁
判
所
に
命
じ
ら
れ
た
文
書
の
提

出
を
拒
絶
し
た
こ
と
と
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
の
一
貫
し
た
妨
害
を
理
由
に
、
裁
判
所
侮
辱
の
判
決
を
下
さ
れ
た
事
案
）.

575
）

C
itro

n
elle-M

o
b
ile

G
a
th
erin

g
,
In
c.,
v
.
W
a
tk
in
s,
943

F
.2d

1297,
1304 -1306

(11th
C
ir.
1991).

576
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

577
）

Id
.

578
）

Id
.

579
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
S
ch
o
en
b
erg

v
.
S
h
a
p
o
lsk
y
P
u
b
lish

ers,
In
c.,
971

F
.2d

926,

936
(2d

C
ir.
1992);

U
n
ited

S
ta
tes

v
.
C
ity

o
f
Y
o
n
k
ers,

856
F
.2d

444,
452

(2d
C
ir.
1988),

rev’d
on

oth
er
grou

n
d
s
,
493

U
.S
.
265

(1990);

C
itro

n
elle-M

o
b
ile

G
a
th
erin

g
,
In
c.,
v
.
W
a
tk
in
s,
943

F
.2d

1297,
1304

(11th
C
ir.
1991).

580
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
In
re
K
a
v
e,
760

F
.2d

343,
351

(1st
C
ir.
1985).

581
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
S
u
n
b
ea
m
C
o
rp
.
v
.
B
la
ck

&
D
eck

er
(U
.S
.),
In
c.,
151

F
.

R
.D
.
11,

15
(D
.R
.I.
1993)

（
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
は
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
裁
判
所
の
命
令
の
遵
守
を
強
制
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
す
る
）;U

n
ited

S
ta
tes

v
.
C
o
n
ces,

507
F
.3d

1028,
1043

(6th
C
ir.
2007)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
適
切
に
制
裁
を
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
と
し
て
分
類
し
た
と
す
る
〔
被

告
は
裁
判
所
の
命
令
を
遵
守
し
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
へ
の
応
答
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
「
裁
判
所
侮
辱
の
疑
い
を
晴
ら
し
て
解
放
を
勝
ち
取

る
こ
と
」
が
で
き
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
〕）;P

h
ilip

s
M
ed
.
S
y
s.
In
t’l,

B
.V
.
v
.
B
ru
etm

a
n
,
982

F
.2d

211,
216 -217

(7th
C
ir.
1992)

（
裁
判
所
が
、

被
告
が
三
〇
日
以
内
に
裁
判
所
侮
辱
の
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
反
訴
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
被
告
に
認
め
る
と
の
教
示
と
と
も
に
、
裁
判
所
侮

辱
と
懈
怠
判
決
の
制
裁
を
科
し
た
事
案
）;R

ich
m
a
rk

C
o
rp
.
v
.
T
im
b
er
F
a
llin

g
C
o
n
su
lta
n
ts,

959
F
.2d

1468,
1479 -1481

(9th
C
ir.
1992)

（
裁

判
所
侮
辱
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;B

ritto
n
v
.
C
o
-o
p
B
a
n
k
in
g
G
ro
u
p
,
916

F
.2d

1405,
1411

(9th
C
ir.
1990)

（
侮
辱
者
の
行
為
が
後
に
正
当
化
さ
れ

た
場
合
、
民
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
命
令
は
取
り
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）.

582
）

C
itro

n
elle-M

o
b
ile

G
a
th
erin

g
,
In
c.,
v
.
W
a
tk
in
s,
943

F
.2d

1297,
1304 -1306

(11th
C
ir.
1991).

583
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
S
u
n
b
ea
m
C
o
rp
.
v
.
B
la
ck

&
D
eck

er
(U
.S
.),
In
c.,
151

F
.

R
.D
.
11,

15
(D
.R
.I.
1993).

584
）

U
n
ited

S
ta
tes

v
.
C
o
n
ces,

507
F
.3d

1028,
1041 -1042

(6th
C
ir.
2007)

（
申
立
当
事
者
は
、
明
白
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
っ
て
、
裁
判
所

侮
辱
の
判
決
を
下
さ
れ
る
当
事
者
が
裁
判
所
の
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）.
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585
）

G
o
V
id
eo
,
In
c.
v
.
T
h
e
M
o
tio
n
P
ictu

re
A
ss’n

o
f
A
m
.,
10
F
.3d

693,
695 -696

(9th
C
ir.
1993);

G
en
era

l
S
ig
n
a
l
C
o
rp
.
v
.
D
o
n
a
llco

,
In
c.,

787
F
.2d

1376,
1379

(9th
C
ir.
1986).

586
）

G
o
V
id
eo
,
In
c.
v
.
T
h
e
M
o
tio
n
P
ictu

re
A
ss’n

o
f
A
m
.,
10

F
.3d

693,
695

(9th
C
ir.

1993);
V
ertex

D
istrib

.,
In
c.
v
.
F
a
lco
n
F
o
a
m

P
la
stics,

In
c.,
689

F
.2d

885,
889

(9th
C
ir.
1982).

587
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

588
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
G
o
V
id
eo
,
In
c.
v
.
T
h
e
M
o
tio
n
P
ictu

re
A
ss’n

o
f
A
m
.,
10

F
.3d

693,
695

(9th
C
ir.
1993).

589
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
o
n
ro
e
v
.
R
id
ley
,
135

F
.R
.D
.
1,
8
(D
.D
.C
.
1990)

（
裁
判

所
は
、
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
正
当
化
す
る
た
め
の
行
為
者
の
個
人
的
責
任
に
関
す
る
十
分
な
情
報
を
有
し
な
か
っ
た
と
す
る
）.

590
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
R
ich
m
a
rk

C
o
rp
.
v
.
T
im
b
er
F
a
llin

g
C
o
n
su
lta
n
ts,
959

F
.

2d
1468,

1479
(9th

C
ir.
1992)

（
裁
判
所
侮
辱
の
制
裁
を
維
持
し
、
当
事
者
は
遵
守
の
た
め
の
誠
実
な
努
力
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
）.

591
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
C
o
n
ces,

507
F
.3d

1028,
1043

(6th
C
ir.

2007)

（
テ
ス
ト
は
、
当
事
者
が
遵
守
に
際
し
て
「
誠
実
な
努
力
」
を
な
し
た
か
否
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
所
の
命
令
を
遵
守
す
る
た
め
の
「
全
て
の
合

理
的
な
段
階
を
踏
ん
だ
」
か
否
か
で
あ
る
と
す
る
）;C

itro
n
elle -M

o
b
ile

G
a
th
erin

g
,
In
c.,
v
.
W
a
tk
in
s,
943

F
.2d

1 297,1 301
(1 1th

C
ir .1991)

（
裁

判
所
侮
辱
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

592
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

In
re
K
a
v
e,
760

F
.2d

343,
351 -352

(1st
C
ir.
1985)

（
金

銭
的
な
評
価
が
補
償
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
は
将
来
の
裁
判
所
の
命
令
の
違
反
を
要
件
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
場
合
、
懲
罰
的
な
罰
金
と
推
定
さ
れ

る
と
す
る
）.

593
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
A
sa
y
,
614

F
.2d

655,
660

(9th

C
ir.
1980)

（「
命
令
の
遵
守
不
可
能
性
は
通
常
、
裁
判
所
侮
辱
の
非
難
に
対
す
る
完
全
な
抗
弁
で
あ
る
」
旨
を
判
示
す
る
）.

594
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
L
a
m
a
r
F
in
.
C
o
rp
.
v
.
A
d
a
m
s,
918

F
.2d

564,
567

(5th
C
ir.

1990)

（
審
問
が
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
の
手
続
で
あ
る
旨
の
特
別
な
通
知
を
被
告
が
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
制
裁
を
認
め
る
判
決
の
懲
罰
的
な

側
面
を
取
り
消
す
事
案
）.

595
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
In
re
K
a
v
e,
760

F
.2d

343,
351

(1st
C
ir.
1985)

（
陪
審
に
よ

北研49(4・149)895

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈦



る
ト
ラ
イ
ア
ル
の
権
利
は
付
帯
し
う
る
と
す
る
）.

596
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

7 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
In
re
K
a
v
e,
760

F
.2d

343,
351

(1st
C
ir.
1985)

（
事
実
は
合

理
的
な
疑
い
を
超
え
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）.

597
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(b

)(2)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te

(1970);
P
o
liq
u
in
v
.
G
a
rd
en

W
a
y
,
In
c.,
154

F
.R
.D
.
29,

31
(D
.
M
e.
1994)

（
一
度
違
反
が
証
明
さ
れ
た
ら
、
不
遵
守
当
事
者
は
懈
怠
が
十
分
に
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
他
の
事
情
に
よ
り
費
用
償
還
が
不
当
に
な
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）.

598
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(b

)(2)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970).

599
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
o
n
a
r
C
o
rp
.
v
.
M
a
g
n
etic

R
eso

n
a
n
ce
P
lu
s,
In
c.,
162

F
.

R
.D
.
276,

279
(S
.D
.N
.Y
.
1995)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
非
行
を
抑
止
す
る
た
め
の
十
分
な
厳
し
さ
を
も
っ
た
制
裁
を
科
す
た
め
の
権
限
を
、
広
範
な

裁
量
と
と
も
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
）;B

a
n
k
a
tla
n
tic

v
.
B
ly
th
e
E
a
stm

a
n
P
a
in
e
W
eb
b
er,

In
c.,
12
F
.3d

1045,
1048

(11th
C
ir.
1994)

（
当
事

者
が
裁
判
所
の
命
令
の
不
遵
守
に
関
す
る
十
分
な
正
当
化
事
由
を
証
明
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
金
銭
的
制
裁
を
維
持
す
る
事
案
）.

600
）

S
ee,

e.g.,
P
ierce

v
.
U
n
d
erw

o
o
d
,
487

U
.S
.
552,

565,
108

S
.
C
t.
2541,

101
L
.
E
d
.
2d

490
(1988)

（
個
人
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
行
為
が
「
真

正
の
紛
争
」
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
「
通
常
人
が
争
わ
れ
て
い
る
行
為
に
関
し
て
意
見
を
異
に
し
う
る
場
合
」、
個
人
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関

す
る
行
為
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
る
と
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
）;H

y
d
e
&
D
r a
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162 ,
1 171

(9th
C
ir .
1 994)

（
善
意

の
紛
争
は
、
制
裁
を
破
棄
す
る
た
め
の
「
十
分
な
正
当
化
」
を
構
成
し
う
る
と
す
る
）.

601
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

602
）

Id
.

603
）

Id
.

604
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see,

e.g.,
H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171

(9th

C
ir.
1994)

（
代
理
人
弁
護
士
が
悪
意
で
行
動
し
た
と
い
う
必
要
は
な
い
と
す
る
）.

605
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
a
rq
u
is
v
.
C
h
ry
sler

C
o
rp
.,
577

F
.2d

624,
642

(9th
C
ir.

1978)

（
過
失
に
よ
る
懈
怠
で
さ
え
、
罰
せ
ら
れ
う
る
と
す
る
）.

606
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
a
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

607
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

論 説
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608
）

Id
.

609
）

Id
.

610
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
b
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
P
esa

p
la
stic,

C
.A
.
v
.
C
in
cin
n
a
ti
M
ila
cro

n
C
o
.,
799

F
.2d

1510,
1522

(11th
C
ir.
1986)

（
当
事
者
が
議
論
の
提
示
と
宣
誓
供
述
書
の
提
出
の
機
会
を
有
し
、
か
つ
、
制
裁
を
科
さ
れ
る
当
事
者
が
宣
誓
供
述
書
を
争

う
申
立
て
を
な
す
機
会
を
有
し
て
い
た
場
合
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
充
足
さ
れ
て
い
る
と
す
る
）.

611
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
R
o
a
d
w
a
y
E
x
p
ress,

In
c.
v
.
P
ip
er,

447
U
.S
.
752,

763 -764,
100

S
.
C
t.
2455,

65
L
.
E
d
.
2d

488
(1980).

612
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
H
a
th
co
ck

v
.
N
a
v
ista

r
In
t’l
T
ra
n
sp
.
C
o
rp
.,
53
F
.3d

36,

41 -42
(4th

C
ir.1995)

（
代
理
人
弁
護
士
が
適
切
に
通
知
を
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
故
意
を
示
す
も
の
が
な
い
場
合
、
個
人
的
な
金
銭
的
制
裁
は
不
適
切

で
あ
る
と
す
る
）;F

D
IC

v
.
C
o
n
n
er,

20
F
.3d

1376,
1382 -1383

(5th
C
ir.
1994)

（
裁
判
所
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
違
反
に
お
け
る
代
理
人
弁
護
士
の

行
為
が
意
識
的
、
意
図
的
、
か
つ
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
た
事
案
）;H

y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,1171
(9th

C
ir.1994)

（
代

理
人
弁
護
士
が
悪
意
で
行
動
し
た
と
い
う
必
要
は
な
い
と
す
る
）;U

n
ited

S
ta
tes

v
.
S
u
m
ito
m
o
M
a
rin
e
&
F
ire

In
s.
C
o
.,
617

F
.2d

1365,
1370 -

1371
(9th

C
ir.
1980)

（
政
府
の
代
理
人
弁
護
士
に
対
し
て
個
人
的
に
科
さ
れ
た
五
〇
〇
ド
ル
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;S

tu
a
rt
I.
L
ev
in
&
A
sso

c.,
P
.A
.

v
.
R
o
g
ers,

156
F
.3d

1135,
1141

(11th
C
ir.
1998)

（
代
理
人
弁
護
士
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
間
の
間
依
頼
者
を
代
理
し
て
出
頭
し
て
お
り
、
全
て
の
期

間
で
依
頼
者
の
た
め
に
記
録
上
代
理
人
弁
護
士
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
件
で
の
依
頼
者
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
多
く
に
署
名
し
て
い
た
場
合
に
、
事
件
に

関
す
る
責
任
を
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
に
引
き
継
い
で
い
た
と
の
代
理
人
弁
護
士
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
弁
護
士
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
強
制
す
る
命
令
の

不
遵
守
を
理
由
と
し
て
彼
に
制
裁
を
科
す
目
的
の
た
め
に
「
助
言
す
る
代
理
人
弁
護
士
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
代
理
人
弁
護
士
に
科
さ
れ
た
金
銭
的
制
裁
を

維
持
す
る
）.

613
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
c ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171 -1172

(9th

C
ir.
1994).

614
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

615
）

F
o
n
a
r
C
o
rp
.
v
.
M
a
g
n
etic

R
eso

n
a
n
ce
P
lu
s,
In
c.,
162

F
.R
.D
.
276,

279 -280
(S
.D
.N
.Y
.
1995).

616
）

M
o
n
a
g
h
a
n
v
.
S
Z
S
33
A
sso

cs.,
154

F
.R
.D
.
78,

81 -83.

617
）

T
a
m
a
ri
v
.
B
a
ch
e
&
C
o
.
(L
eb
a
n
o
n
)
S
.A
.L
.,
729

F
.2d

469,
474

(7th
C
ir.
1984).
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618
）

F
a
lsta

ff
B
rew

in
g
C
o
rp
.
v
.
M
iller

B
rew

in
g
C
o
.,
702

F
.2d

770,
784

(9th
C
ir.
1983).

619
）

D
ev
a
n
ey

v
.
C
o
n
tin
en
ta
l
A
m
.
In
s.
C
o
.,
989

F
.2d

1154,
1163

(11th
C
ir.
1993).

620
）

T
a
m
a
ri
v
.
B
a
ch
e
&
C
o
.
(L
eb
a
n
o
n
)
S
.A
.L
.,
729

F
.2d

469,
475

(7th
C
ir.
1984).

621
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
o
n
a
r
C
o
rp
.
v
.
M
a
g
n
etic

R
eso

n
a
n
ce
P
lu
s,
In
c.,
162

F
.

R
.D
.
276,

279
(S
.D
.N
.Y
.
1995)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
非
行
を
抑
止
す
る
た
め
に
適
切
な
厳
し
さ
の
制
裁
を
科
す
広
範
な
裁
量
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る

と
す
る
）;T

a
m
a
ri
v
.
B
a
ch
e
&
C
o
.
(L
eb
a
n
o
n
)
S
.A
.L
.,
729

F
.2d

469,
472

(7th
C
ir.
1984)

（
金
銭
的
制
裁
に
関
す
る
代
理
人
弁
護
士
と
当
事
者

の
共
同
責
任
と
い
う
判
断
を
維
持
す
る
）;G

en
era

l
S
ig
n
a
l
C
o
rp
.
v
.
D
o
ra
llco

,
In
c.,
787

F
.2d

1376,
1380 -1381

(9th
C
ir.
1986)

（
弁
護
士
費
用
の

額
が
裁
量
権
の
濫
用
を
理
由
に
審
査
さ
れ
、
要
求
さ
れ
た
費
用
の
適
切
さ
の
よ
り
詳
細
な
吟
味
の
た
め
に
差
し
戻
さ
れ
た
事
案
）;B

a
n
k
a
tla
n
tic

v
.B
ly
th
-

e
E
a
stm

a
n
P
a
in
e
W
eb
b
er,

In
c.,
12
F
.3d

1045,
1048

(11th
C
ir.
1994)

（
当
事
者
が
裁
判
所
の
命
令
の
不
遵
守
に
関
す
る
十
分
な
正
当
化
事
由
を
証

明
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
金
銭
的
制
裁
を
維
持
す
る
）.

622
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

623
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
M
a
rtin

v
.
B
ro
w
n
,
63
F
.3d

1252,
1263 -1264,

1263
n
.15

(3d

C
ir.
1995)

（
裁
判
所
侮
辱
が
な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
金
銭
的
制
裁
は
「
合
理
的
な
費
用
」
で
あ
る
と
す
る
）;C

a
rlu
cci

v
.P
ip
er
A
ircra

ft
C
o
rp
.,

775
F
.2d

144 0,
1453

(11th
C
ir.
1 985)

（
制
裁
は
状
況
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
額
の
説
明
が
な
い
こ
と
を
理
由
に

金
銭
的
制
裁
の
判
断
が
差
し
戻
さ
れ
た
と
い
う
事
案
）.

624
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
T
a
m
a
ri
v
.
B
a
ch
e
&
C
o
.
(L
eb
a
n
o
n
)
S
.A
.L
.,
729

F
.2d

469,

473 -474
(7th

C
ir.
1984).

625
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
B
a
sto
n
v
.
N
ea
l
S
p
elce

A
sso

cs.,
765

F
.2d

5 11,

516
(5th

C
ir.1985)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
と
無
関
係
の
作
業
を
理
由
と
す
る
三
〇
〇
〇
〇
ド
ル
の
弁
護
士
費
用
を
認
め
る
判
決
は
、
そ
の
額
に
関
し
て
不
合
理

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
）;T

o
th
v
.
T
ra
n
s
W
o
rld

A
irlin

es,
In
c.,
862

F
.2d

1381,
1385 -1386

(9th
C
ir.
1988)

（
認
め
ら
れ
た
判
決
は
、
当

事
者
の
不
遵
守
と
無
関
係
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
と
す
る
）;T

u
rn
b
u
ll
v
.
W
ilck

en
,
893

F
.2d

256,
259

(10th
C
ir.
1990)

（
違
反
と
費
用
と
の

関
係
の
明
細
が
な
い
と
す
る
）.

626
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

9 ］［
d
］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
M
a
rtin

v
.
B
ro
w
n
,
63
F
.3d

1252,
1263 -1264

(3d
C
ir.
1995)

（
制
裁
の
根
拠
を
代
理
人
弁
護
士
の
行
為
と
関
連
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
差
し
戻
し
を
必
要
と
す
る
旨
を
判
示
す
る
）;

C
a
rlu
cci

v
.
P
ip
er

A
ircra

ft

論 説
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C
o
rp
.,
775

F
.2d

1440
(11th

C
ir.
1985)

（
一
〇
〇
〇
〇
ド
ル
の
制
裁
を
差
し
戻
す
）.

627
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

10 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
Ja
en
v
.
C
o
ca
-C
o
la
C
o
.,
157

F
.R
.D
.
146,

149 -150
(D
.P
.R
.
1994)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒝
⑵
項
が
裁
判
所
に
支
払
わ
れ
る
両
当
事
者
に
対
す
る
金
銭
的
制
裁
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、こ
の
規
定
が
そ
の
よ
う

な
制
裁
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
る
）;U

n
ited

S
ta
tes

v
.
$
1,322,242.58,

938
F
.2d

433,
439 -441

(3d
C
ir.
1991)

（
財
産
没

収
の
訴
訟
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
制
裁
と
し
て
の
、
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
金
銭
の
た
め
の
請
求
を
却
下
し
た
事
案
に
関

す
る
裁
判
例
）G

rim
es
v
.
C
ity

&
C
o
u
n
ty
o
f
S
a
n
F
ra
n
cisco

,
951

F
.2d

236,
239 -241

(9th
C
ir.
1991)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
命
令
の
遵
守
を
確
実

に
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
、
将
来
に
関
す
る
制
裁
が
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
に
よ
っ
て
科
さ
れ
う
る
と
す
る
）.

628
）

Ja
en

v
.
C
o
ca
-C
o
la
C
o
.,
157

F
.R
.D
.
146,

149 -150
(D
.P
.R
.
1994).

629
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.51 ［

10 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

630
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.60 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(c)

a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1993).

631
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.60 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see

E
sp
o
sito

v
.
H
o
m
e
D
ep
o
t,
U
.S
.A
.,
In
c.,
590

F
.3d

72,
77
(1st

C
ir.
2009);

R
eso

lu
tio
n
T
ru
st
C
o
rp
.
v
.
H
id
d
en

P
o
n
d
s
P
h
a
se
IV

D
ev
.
A
sso

cs.,
873

F
.
S
u
p
p
.
799,

807
(E
.D
.N
.Y
.
1995).

632
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.61

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

633
）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.61

(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
. );
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(c )

a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1993 ).

634
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.61

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

635
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.61

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

M
cN
ern

ey
v
.
A
rch

er
D
a
n
iels

M
id
la
n
d
C
o
.,
164

F
.R
.D
.
584,

587
(W
.D
.N
.Y
.1995)

（
被
告
に
よ
る
排
斥
の
申
立
て
が
却
下
さ
れ
、
被
告
が
原
告
の
専
門
家
の
証
言
録
取
を
行
う
こ
と
と
、
合
理
的
な
費
用
と
弁
護
士
費

用
の
償
還
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
の
許
可
を
与
え
ら
れ
た
事
案
）;A

rth
u
r
v
.
A
tk
in
so
n
F
reig

h
t
L
in
es
C
o
rp
.,
164

F
.R
.D
.
19,

19 -22
(S
.D
.

N
.Y
.
1995)

（
裁
判
所
が
、
適
時
の
開
示
の
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
の
償
還
の
申
立
て
を
認
容
し
た
事
案
）;B

o
n
in
v
.C
h
a
d
ro
n
C
o
m
m
u
n
ity

H
o
sp
.,

163
F
.R
.D
.
565,

566 -567
(D
.
N
eb
.
1995)

（
非
開
示
に
よ
っ
て
ト
ラ
イ
ア
ル
が
継
続
さ
れ
た
場
合
の
、
二
回
の
ト
ラ
イ
ア
ル
の
準
備
の
た
め
の
補
償
が

認
め
ら
れ
た
事
案
）.

636
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.61

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

637
）

Id
.

638
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.90

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
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639
）

Id
.

640
）

Id
.

641
）

Id
.

642
）

Id
.

643
）

Id
.

644
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.90

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(d

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970)

（「
連

邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
が
関
係
す
る
完
全
な
不
遵
守
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
要
求
す
る
当
事
者
へ
の
厳
し
い
不
便
ま
た
は
困
難
を
課
し
う
る
し
、
ま
た
、

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
手
続
を
大
い
に
遅
延
さ
せ
う
る
」
と
述
べ
る
）.

645
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.90

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

646
）

Id
.

647
）

Id
.

648
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.90

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
in
n
eso

ta
M
in
in
g
&
M
fg
.
C
o
.
v
.
E
co
C
h
em
,
In
c.,
757

F
.2d

1256,

1260 -1261
(F
ed
.
C
ir.
1985).

649
）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.93

(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
. ).

650
）

Id
.

651
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.93

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(d

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970);

B
u
rn
ett

v
.
V
en
tu
ri,
903

F
.
S
u
p
p
.
304,

308
(N
.D
.N
.Y
.
1995)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
制
裁
は
、
故
意
の
レ
ベ
ル
に
達
し
な
い
事
件
に
お
い
て
さ
え

適
用
さ
れ
る
と
す
る
）;C

o
a
n
e
v
.
F
erra

ra
P
a
n
C
a
n
d
y
C
o
.,
898

F
.2d

1030,
1031 -1032

(5th
C
ir.
1990)

（
不
正
確
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
文
書
を
意
図

的
に
で
は
な
く
提
出
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
弁
護
士
費
用
の
償
還
を
維
持
す
る
）;E

.E
.O
.C
.
v
.
S
ea
rs,

R
o
eb
u
ck

&
C
o
.,
114

F
.R
.D
.
615,

626
(N
.

D
.
Ill.1987)

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
の
不
遵
守
が
一
度
証
明
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
が
単
に
不
注
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
制
裁
は
適
切
で

あ
る
と
す
る
）;F

a
u
tek

v
.
M
o
n
tg
o
m
ery

W
a
rd
&
C
o
.,
96
F
.R
.D
.
141,

145 -147
(N
.D
.
Ill.

1982)

（
被
告
の
代
理
人
が
意
図
的
に
、
無

着
に
、

ま
た
は
過
失
に
よ
り
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
対
し
正
確
に
応
答
し
な
か
っ
た
点
に
鑑
み
、
弁
護
士
費
用
と
費
用
の
償
還
を
維
持
す
る
）.

652
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.93

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(d

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970);

B
u
rn
ett

v
.
V
en
tu
ri,
903

F
.
S
u
p
p
.
304,

308
(N
.D
.N
.Y
.
1995)

（
故
意
の
有
無
は
制
裁
の
選
択
に
関
し
て
関
連
性
を
有
し
続
け
る
が
、
裁
判
所
は
違
反
の
理
由

論 説
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に
関
係
な
く
、
制
裁
を
科
す
た
め
の
裁
量
権
を
有
す
る
と
す
る
）;E

.E
.O
.C
.
v
.
S
ea
rs,

R
o
eb
u
ck

&
C
o
.,
114

F
.R
.D
.
615,

626 -627
(N
.D
.
Ill.

1987),

vacated
in

part
on

oth
er

grou
n
d
s
,
138

F
.R
.D
.
523

(N
.D
.
Ill.

1991)

（
有
責
性
の
程
度
は
単
に
、
制
裁
の
厳
し
さ
を
決
定
す
る
に
際
し
て
の
裁
判

所
の
考
慮
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
）;F

a
u
tek

v
.
M
o
n
tg
o
m
ery

W
a
rd
&
C
o
.,
96
F
.R
.D
.
141,

145
(N
.D
.
Ill.

1982)

（
有
責
性
の
程
度
は
、

適
用
さ
れ
う
る
制
裁
の
厳
し
さ
を
決
定
す
る
に
際
し
て
の
一
つ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
）.

653
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.93

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

654
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.94

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(d

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1970).

655
）

Id
.

656
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.94

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

657
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.94

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
F
ed
.
R
.
C
iv
.
P
.
37(d

)
a
d
v
iso
ry
co
m
m
ittee’s

n
o
te
(1993).

658
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.95

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
lu
e
G
ra
ss
S
teel,

In
c.
v
.
M
iller

B
ld
g
.
C
o
rp
.,
162

F
.R
.D
.
493,

495

(E
.D
.
P
a
.
1995)

（
原
告
が
被
告
か
ら
の
文
書
等
の
提
出
要
求
に
対
し
て
適
時
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
被
告
か
ら
の
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条

⒟
項
に
基
づ
く
制
裁
の
申
立
て
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
頼
る
前
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
誠
実
な
努
力
の
確
証
が
付
け
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
原
告
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
懈
怠
を
考
慮
し
な
い
と
し
た
が
、
他
方
で
、
原
告
は
応
答
の
期
限
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
を
試
み
ず
、

制
裁
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
後
に
応
答
し
た
た
め
、
適
時
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
弁
明
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
た
）;S

p
eid
el
v
.
B
ly
a
n
,
164

F
.R
.D
.
241,

244
(D
.
O
r.
1996)

（
被
告
が
、
解
決
の
た
め
の
誠
実
な
試
み
が
申
立
て
前
に
な
さ
れ
た
旨
の
陳
述
を
要
求
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を
遵
守

し
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
告
に
よ
る
質
問
書
へ
の
回
答
の
拒
絶
を
理
由
と
す
る
制
裁
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）.

659
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
M
a
rx

v
.
K
elly

,
H
a
rt
&
H
a
llm

a
n
,
P
.C
.,
929

F
.2d

8,
10
(1st

C
ir.
1991)

（
制
裁
の
選
択
は
、
事
実
審
裁
判
所
の
健
全
な
裁
量
権
の
範
囲
内
に
あ
る
と
す
る
）;C

h
a
rter

H
o
u
se
In
s.
B
ro
k
ers

v
.
N
ew

H
a
m
p
sh
ire

In
s.
C
o
.,
667

F
.2d

600,
605 -606

(7th
C
ir.
1981)

（
制
裁
の
選
択
に
際
し
て
裁
量
権
の
濫
用
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
却
下
を
維
持
す
る
）.

660
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
B
eil

v
.
L
a
k
ew
o
o
d
E
n
g
’g
&
M
fg
.
C
o
.,
15
F
.3d

546,
551 -552

(6th
C
ir.
1994)

（
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
破
棄
す
る
）;A

rch
ib
eq
u
e
v
.
A
tch

iso
n
,
T
o
p
eca

&
S
a
n
ta
F
e
R
y
.
C
o
.,70

F
.3d

1172,1174 -1175
(10th

C
ir.
1995)

（
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

661
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
O
k
la
h
o
m
a
F
ed
era

ted
G
o
ld
&
N
u
m
ism

a
tics,

In
c.
v
.
B
lo
d
g
ett,

24
F
.3d

136,
139 -140

(10th
C
ir.
1994)

（
証
拠
の
排
斥
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.
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662
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

663
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
W
o
o
d
sto
ck

V
en
tu
res

L
C
v
.
P
erry

,
164

F
.R
.D
.
321,

322 -323

(N
.D
.N
.Y
.
1996)

（
懈
怠
判
決
の
申
立
て
を
排
斥
す
る
）;B

eil
v
.
L
a
k
ew
o
o
d
E
n
g
’g
&
M
fg
.
C
o
.,
15
F
.3d

546,
552

(6th
C
ir.
1994)

（
訴
訟
の
却

下
の
制
裁
を
破
棄
す
る
）;C

o
llin

s
v
.
Illin

o
is,
554

F
.3d

693,
696

(7th
C
ir.
2009)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
に
基
づ
き
訴
訟
を
却
下
す
る
た
め
に
、

裁
判
所
は
当
事
者
の
行
為
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
過
失
を
示
し
て
い
る
こ
と
の
み
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）;H

y
d
e
&
D
ra
th
v
.B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1166 -1167

(9th
C
ir.
1994)

（
証
言
録
取
へ
の
出
頭
の
懈
怠
を
理
由
と
す
る
訴
状
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;H

en
ry
v
.
G
ill
In
d
u
s.,

In
c.,
983

F
.2d

943,
948

(9th
C
ir.
1993)

（
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;A

rch
ib
eq
u
e
v
.
A
tch

iso
n
,
T
o
p
eca

&
S
a
n
ta
F
e
R
y
.
C
o
.,
70

F
.3d

1172,
1174 -1175

(10th
C
ir.
1995)

（
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

664
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

665
）

Id
.

666
）

Id
.

667
）

Id
.

668
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

669
）

Id
.

670
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
see,

e.g.,
H
o
x
w
o
rth

v
.
B
lin
d
er,

R
o
b
in
so
n
&
C
o
.,
980

F
.2d

912,

919 -922
(3d

C
ir.1992)

（
数
あ
る
懈
怠
の
中
で
も
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
す
る
被
告
に
よ
る
応
答
の
懈
怠
を
理
由
と
す
る
懈
怠
判
決
を
維
持
す
る
）;

C
o
llin

s
v
.
Illin

o
is,
554

F
.3d

693,
696 -697

(7th
C
ir.
2009)

（
原
告
に
よ
る
証
言
録
取
の
拒
絶
と
、
証
言
録
取
か
ら
の
退
席
の
前
に
彼
女
の
異
議
を
扱

う
た
め
に
治
安
判
事
が
接
触
さ
れ
う
る
ま
で
待
つ
こ
と
の
拒
絶
に
鑑
み
て
、連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
る
訴
状
の
却
下
の
選
択
は
合
理
的
で
あ
っ
た
と
す
る〔
特

に
、
裁
判
所
の
記
録
が
、
質
問
書
へ
の
回
答
や
文
書
の
提
出
の
懈
怠
を
含
む
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
ル
ー
ル
の
無
視
の
パ
タ
ー
ン
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
〕）;L
in
d
sted

t
v
.
C
ity

o
f
G
ra
n
d
y
,
238

F
.3d

933,
937

(8th
C
ir.
2000)

（
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
質
問
書
へ
の
回
答
を
拒
絶
し
、
か
つ
、
別

の
訴
訟
で
の
「
被
告
の
」
代
理
人
弁
護
士
に
よ
る
「
以
前
の
不
公
正
な
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
戦
略
」
へ
の
応
答
と
し
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
期
限
の
最
終
日
ま
で

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
に
応
答
し
な
い
旨
を
述
べ
た
本
人
訴
訟
の
原
告
の
訴
状
を
却
下
す
る
に
際
し
て
、
裁
量
権
を
濫
用
し
な
か
っ
た
と
す
る
）;

P
a
n
a
d
eria

la

D
ia
n
a
,
In
c.
v
.
S
a
lt
L
a
k
e
C
ity

C
o
rp
.,
342

F
.
S
u
p
p
.
2d

1013,
1030 -1031

(D
.
U
ta
h
2004)

（
裁
判
所
が
証
言
録
取
へ
の
出
頭
を
懈
怠
し
た
原
告

の
請
求
を
却
下
し
た
事
案
〔
原
告
が
出
頭
の
懈
怠
に
関
し
て
何
も
理
由
を
示
さ
ず
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
と
処
分
の
申
立
て
の
両
方
の
期
限
が
経
過
し
、
訴
訟
は

論 説
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五
年
以
上
も
係
属
中
で
あ
り
、
か
つ
、
二
週
間
の
ト
ラ
イ
ア
ル
が
一
ヶ
月
以
内
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
〕）.

671
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.96 ［

4 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

672
）

S
ee,

e.g.,
B
o
b
a
l
v
.
R
en
ssela

er
P
o
ly
tech

n
ic
In
st.,

916
F
.2d

759,
763 -766

(2d
C
ir.
1990)

（
訴
訟
の
却
下
を
維
持
し
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は

最
も
徹
底
的
な
制
裁
を
科
す
裁
量
権
を
有
す
る
旨
結
論
付
け
る
〔
本
人
訴
訟
の
原
告
が
故
意
、
悪
意
、
ま
た
は
そ
の
他
の
過
失
に
よ
り
行
為
を
行
っ
た
旨
の

認
定
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
〕）;B

u
rn
ett

v
.
V
en
tu
ri,
903

F
.
S
u
p
p
.
304,

309
(N
.D
.N
.Y
.
1995)

（
故
意
の
証
拠
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、

訴
状
の
却
下
の
制
裁
を
破
棄
す
る
）;E

l-Y
a
fi
v
.
360

E
a
st
72n

d
O
w
n
ers

C
o
rp
.,
164

F
.R
.D
.
12,

16 -18
(S
.D
.N
.Y
.
1995)

（
原
告
の
行
為
が
デ
ィ
ス

カ
バ
リ
を
本
質
的
に
停
止
さ
せ
た
後
に
治
安
判
事
が
特
定
の
日
ま
で
に
証
言
録
取
が
完
了
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
、
か
つ
証
言
録
取
へ
の
出
頭
を
懈
怠
し
た
際

の
原
告
の
意
図
的
な
行
為
が
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
訴
状
の
却
下
は
適
切
で
あ
っ
た
と
す
る
）;C

h
a
rter

H
o
u
se
In
s.
B
ro
k
ers

v
.
N
ew

H
a
m
p
sh
ire

In
s.
C
o
.,
667

F
.2d

600,
605 -606

(7th
C
ir.
1981)

（
原
告
が
故
意
に
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
要
求
に
対
し
て
応
答
せ
ず
、
か
つ
自
ら
招
い
た
誤

解
に
よ
り
異
議
も
述
べ
ず
保
護
命
令
も
求
め
な
か
っ
た
場
合
に
、
訴
状
の
却
下
を
維
持
す
る
）;F

o
x
v
.
S
tu
d
eb
a
k
er-W

o
rth
in
g
to
n
,In

c.,516
F
.2d

9 89,

993
(8th

C
ir.1975)

（
不
注
意
ま
た
は
健
康
上
の
理
由
に
よ
る
後
れ
て
の
質
問
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
は
あ
ま
り
に
も
過
酷
で
あ

る
と
す
る
）;H

en
ry
v
.
G
ill
In
d
u
s.,
In
c.,
983

F
.2d

943,
948 -949

(9th
C
ir.
1993)

（
た
と
え
被
告
側
が
要
求
し
た
全
て
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
時
機
に

後
れ
て
受
領
し
た
と
し
て
も
、
原
告
の
故
意
お
よ
び
悪
意
に
基
づ
く
訴
訟
の
却
下
を
維
持
す
る
）;C

o
n
tin
en
ta
l
In
s.
C
o
.,
v
.
M
cG
ra
w
,110

F
.R
.D
.679,

682 -683
(D
.
C
o
lo
.
1986)

（
故
意
は
誤
っ
た
意
図
に
は
依
存
し
な
い
が
、
偶
然
に
よ
る
も
の
ま
た
は
非
自
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的
ま
た
は
意
図

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
〔
質
問
書
に
対
す
る
回
答
の
完
全
な
懈
怠
を
理
由
と
す
る
訴
訟
の
却
下
に
関
す
る
事
案
〕）.

673
）

S
ee,

e.g.,
U
n
ited

S
ta
tes

v
.
A
ld
eco

,
917

F
.2d

689,
690

(2d
C
ir.
1990)

（
質
問
書
へ
の
適
時
の
回
答
の
単
純
な
懈
怠
に
基
づ
く
、
没
収
の
訴
訟
に

お
け
る
懈
怠
判
決
を
破
棄
す
る
）;M

in
n
eso

ta
M
in
in
g
&
M
fg
.
C
o
.
v
.
E
co

C
h
em
,
In
c.,
757

F
.2d

1256,
1261

(F
ed
.
C
ir.
1985)

（
被
告
が
訴
訟

の
始
め
か
ら
訴
訟
引
延
し
の
戦
略
に
関
与
し
て
い
た
場
合
に
、
懈
怠
判
決
を
裁
判
所
の
裁
量
権
の
範
囲
内
で
あ
る
と
し
て
維
持
す
る
）.

674
）

B
eil

v
.
L
a
k
ew
o
o
d
E
n
g
’g
&
M
fg
.
C
o
.,
15
F
.3d

546,
552

(6th
C
ir.
1994)

（
原
告
が
要
求
さ
れ
た
証
拠
を
提
出
す
る
資
格
を
有
し
な
か
っ
た
こ

と
を
理
由
に
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
破
棄
す
る
）.

675
）

S
ee,

e.g.,
P
o
p
e
v
.
L
ex
in
g
to
n
In
s.
C
o
.,
149

F
.R
.D
.
586,

587 -588
(E
.D
.
W
is.
1993)

（
少
な
く
と
も
一
部
分
、
本
人
訴
訟
の
第
三
者
原
告
に
よ

る
完
全
な
非
協
力
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
不
可
能
に
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
当
事
者
の
訴
訟
を
却
下
す
る
）;H

y
d
e
&
D
ra
th
v
.B
a
k
er,24

F
.3d

1162,

1166 -1167
(9th

C
ir.1994)

（
証
言
録
取
へ
の
不
出
頭
を
理
由
と
す
る
訴
状
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
し
、
被
告
は
不
利
益
を
被
っ
た
旨
を
述
べ
る
）;H

en
ry

v
.
G
ill
In
d
u
s.,
In
c.,
983

F
.2d

943,
948

(9th
C
ir.

1993)

（
た
と
え
被
告
側
が
要
求
し
た
全
て
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
時
機
に
後
れ
て
受
領
し
た
と
し
て
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も
、
原
告
の
非
行
が
被
告
側
に
回
復
で
き
な
い
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;A

rch
ib
eq
u
e
v
.A
tch

iso
n
,T
o
p
eca

&
S
a
n
ta
F
e
R
y
.
C
o
.,
70
F
.3d

1172,
1175

(10th
C
ir.
1995)

（
原
告
に
よ
る
誤
っ
た
、
か
つ
誤
導
的
な
回
答
が
抗
弁
の
準
備
に
関
し
て
被
告
に
回
復
で

き
な
い
形
で
不
利
益
を
被
ら
せ
る
場
合
に
、
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

676
）

S
ee,

e.g.,
E
l-Y

a
fi
v
.
360

E
a
st
72n

d
O
w
n
ers

C
o
rp
.,
164

F
.R
.D
.
12,

17 -18
(S
.D
.N
.Y
.
1995)

（
要
求
さ
れ
た
情
報
が
被
告
側
に
と
っ
て
重
要

で
あ
り
、
か
つ
、
原
告
に
よ
る
そ
の
争
点
に
関
連
す
る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
ま
た
は
質
問
書
に
対
す
る
応
答
の
懈
怠
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
を
不
可
能
に
し
た
と

す
る
）;F

o
x
v
.
S
tu
d
eb
a
k
er-W

o
rth
in
g
to
n
,
In
c.,
516

F
.2d

989,
992 -993

(8th
C
ir.
1975)

（
音
声
テ
ー
プ
の
存
在
に
関
す
る
決
し
て
協
力
的
で
は

な
い
原
告
の
陳
述
に
基
づ
く
訴
状
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

677
）

S
ee,

e.g.,
A
cm
e
P
rin
tin
g
In
k
C
o
.
v
.
M
en
a
rd
,
In
c.,
812

F
.
S
u
p
p
.
1498,

1521
(E
.D
.
W
is.
1992)

（
判
決
の
登
録
が
他
の
被
告
に
不
利
な
影

響
を
与
え
う
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、
裁
判
所
は
一
部
の
被
告
に
不
利
な
判
決
を
登
録
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
質
問
書
に
回
答
す
る
た
め
の
二
回
目
の
機
会
を

与
え
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
）.

678
）

S
ee,

e.g.,
B
o
b
a
l
v
.
R
en
ssela

er
P
o
ly
tech

n
ic
In
st.,

916
F
.2d

759,
763 -766

(2d
C
ir.
1990)

（
却
下
の
可
能
性
を
警
告
さ
れ
て
い
た
本
人
訴
訟

の
原
告
に
対
す
る
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）;bu

t
see

A
rch

ib
eq
u
e
v
.
A
tch

iso
n
,
T
o
p
eca

&
S
a
n
ta
F
e
R
y
.
C
o
.,
70

F
.3d

1172,
1175

(10th
C
ir.
1995)

（
た
と
え
原
告
が
却
下
の
可
能
性
を
警
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
原
告
の
故
意
に
基
づ
く
訴
訟
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

679
）

S
ee,

e.g.,
H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1 162,
1167

(9 th
C
ir.
1994)

（
裁
判
所
が
以
前
に
弁
護
士
費
用
の
償
還
の
制
裁
を
科
し
て
い
た
場
合

に
、
証
言
録
取
へ
の
不
出
頭
を
理
由
と
す
る
訴
状
の
却
下
の
制
裁
を
維
持
す
る
）.

680
）

P
a
n
a
d
eria

la
D
ia
n
a
,
In
c.
v
.
S
a
lt
L
a
k
e
C
ity

C
o
rp
.,
342

F
.
S
u
p
p
.
2d

1013,
1030 -1031

(D
.
U
ta
h
2004)

（
証
言
録
取
へ
の
不
出
頭
を
理
由

に
原
告
の
請
求
を
却
下
す
る
に
際
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
以
下
の
要
素
を
適
用
し
た：

⑴
被
告
に
対
す
る
現
実
の
不
利
益
の
程
度；

⑵
司
法
過
程
に
対

す
る
妨
害
の
程
度；

⑶
当
事
者
の
有
責
性；

⑷
裁
判
所
が
前
も
っ
て
、
訴
訟
の
却
下
が
不
遵
守
を
理
由
と
す
る
、
可
能
性
の
あ
る
制
裁
で
あ
る
旨
を
警
告
し

て
い
た
か
否
か；

⑸
よ
り
軽
い
制
裁
の
効
果
）.

681
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

1 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
L
o
ck
ette

v
.
A
m
erica

n
B
ro
a
d
.
C
o
s.,
In
c.,
118

F
.R
.D
.
88,

90 -

91
(N
.D
.
Ill.

1987)

（
懈
怠
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒟
項
の
金
銭
的
制
裁
を
認
め
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
）.

682
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
T
ellu

rid
e
M
a
n
a
g
em
en
t
S
o
lu
tio
n
s,
In
c.
v
.
T
ellu

rid
e
In
v
.

G
ro
u
p
,
55
F
.3d

463,
466

(9th
C
ir.1995)

（
十
分
な
正
当
化
事
由
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
証
言
録
取
へ
の
不
出
頭
を
理
由
と
す
る
金
銭
的
制
裁

を
維
持
す
る
）;H

y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171

(9th
C
ir.
1994)

（
十
分
な
正
当
化
事
由
ま
た
は
費
用
償
還
を
不
当
と
す
る
そ
の
他
の
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事
情
の
証
明
責
任
は
、
金
銭
的
制
裁
を
科
さ
れ
る
当
事
者
に
課
さ
れ
る
と
す
る
）.

683
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171

(9th
C
ir.
1994)

（
訴
状
の
却
下
の
申
立
て
に
対
し
て
依
頼
者
を
防
御
す
る
た
め
の
代
理
人
弁
護
士
に
よ
る
正
当
化
は
、デ
ィ
ス
カ
バ
リ
の
制
裁
に
関
す
る
代
理
人
弁
護
士
の
責

任
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
）.

684
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).
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）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
L
o
ck
ette

v
.
A
m
erica

n
B
ro
a
d
.
C
o
s.,
In
c.,
118

F
.R
.

D
.
88,

90 -91
(N
.D
.
Ill.

1987)

（
原
告
と
そ
の
代
理
人
弁
護
士
の
両
者
が
合
理
的
に
、
テ
ー
プ
を
開
示
す
る
こ
と
が
原
告
を
盗
聴
に
関
す
る
制
定
法
に
よ

る
刑
事
訴
追
に
さ
ら
し
う
る
と
信
じ
て
い
た
場
合
に
、
原
告
に
よ
る
秘
密
裏
に
録
音
さ
れ
た
電
話
で
の
会
話
の
提
出
の
懈
怠
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
た
と
す

る
）;S

p
eid
el
v
.
B
ry
a
n
,
164

F
.R
.D
.
241,

244
(D
.
O
r.
1996)

（
被
告
が
前
も
っ
て
原
告
に
、
証
言
録
取
の
行
わ
れ
る
地
へ
の
旅
行
に
関
す
る
重
大
な
不

都
合
と
費
用
の
た
め
に
出
頭
が
不
可
能
で
あ
る
旨
を
告
知
し
て
い
た
場
合
に
、
被
告
に
よ
る
証
言
録
取
へ
の
不
出
頭
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
た
と
す
る
）.

686
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97 ［

2 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see,

e.g.,
S
p
eid
el
v
.
B
ry
a
n
,
164

F
.R
.D
.
241,

244
(D
.
O
r.
1996).
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）

H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171 -1172

(9th
C
ir.
1994).
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7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.97

［
3 ］

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d
ed
.);
H
y
d
e
&
D
ra
th
v
.
B
a
k
er,

24
F
.3d

1162,
1171

(9th
C
ir.
1994).
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）

7
M
oore’s

F
ed
era l

P
ractice

,
3 7.97 ［

3 ］
(M
a
tth
ew

B
en
d
e r
3d

ed
.).
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）

Id
.

691
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.99

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.);
see

also
L
a
n
ca
ster

v
.
In
d
ep
en
d
en
t
S
ch
o
o
l
D
ist.

N
o
.5,

149
F
.3d

1228,
1237

(10th
C
ir.
1998)

（
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
の
文
言
自
体
は
期
間
の
制
限
を
含
ん
で
い
な
い
と
す
る
）.

692
）

7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.99

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
.).

693
）

Id
.

694
）

L
a
n
ca
ster

v
.
In
d
ep
en
d
en
t
S
ch
o
o
l
D
ist.

N
o
.5,

149
F
.3d

1228,
1237

(10th
C
ir.
1998)

（
裁
判
所
が
原
告
に
よ
る
証
言
録
取
へ
の
出
頭
の
懈
怠

に
基
づ
く
弁
護
士
費
用
の
申
立
て
を
考
慮
す
る
旨
を
述
べ
て
か
ら
四
ヶ
月
以
内
に
被
告
が
申
立
て
を
な
し
た
場
合
、
遅
延
は
不
合
理
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
す
る
）.
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7
M
oore’s

F
ed
eral

P
ractice

,
37.99

(M
a
tth
ew

B
en
d
er
3d

ed
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Id
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697
）

Id
.
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）

Id
.

※
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
北
海
学
園
学
術
研
究
助
成
金（
一
般
研
究
）「
米
国
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
手
続
に
お
け
る
開
示
不
履
行
等
に
対
す
る
制

裁
手
続
に
関
す
る
基
礎
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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AStudyforRealizationofAdversaryProcedureinJapanese

CivilLitigationandIntroductionofSanctionSchemeas

aBasisforAdversaryProcess(7)
― ASuggestionfromComparingPartyInquiry
inJapaneseCodeofCivilProcedurewith

InterrogatoriesinU.S.FederalRulesofCivilProcedure―

HiroyukiSAKAI

Inlasttwelveyears,thecivilproceduresofthefirstinstancein

Japanesedistrictcourtshavebeenexpedited.Oneofits’importantcauses

isthefrequentuseofIssueManagementProcedures,whicharegenerally

adoptedinthepresentJapaneseCodeofCivilProcedure(enforcedfrom

January1.1998).However,somescholarsofthelawofcivilprocedure,

judgesandpractitionersarguethatinJapanesecivilprocedure,judgesact

vigorouslytomanageissues,butontheotherhand,partiesandits’attor-

neysdonotpresentmaterialsoffactsandevidencesoftheircasesthat

supporttheirallegationsontheirowninitiativeanddependonjudgesin

IssueManagementProcedure.Then,therearesomeargumentsthatin

Japanesecivillitigation,especiallyIssueManagementProcedure,process

administrationonparties’andtheirattorneys’initiative(adversaryproc-

ess)shouldberealizedandvariousbasesforintroductionofadversary

processinJapanesecivillitigationshouldbeequipped.

Therearemanysupposedbasesforintroductionofadversaryprocess

inJapanesecivillitigation.Icannottreatallofthem,butIwilltreata

partofEvidence-InformationGatheringProceduresasanimportantbasis

foradversaryprocess,PartyInquiry(“Toujisya-Shoukai”)inthisarticle.

PartyInquiryinJapaneseCodeofCivilProcedure(Art.163),inwhich

partiesmaygainanyinformationontheircasesbysendingwritten

inquiriestootherparties,isoneoftheEvidence-InformationGathering

ProceduresthatexpectedtobeusedinJapaneseadversarialcivillitigation.

However,PartyInquiryisnotusedmuch,becausethisprocedurehasno

directsanctionschemesagainstpartiesandattorneyswhorefuseanswers

tootherparties’inquiryorsendfalseordishonestanswers,sothereareno

devicesforthisproceduretobeeffective.JapanesePartyInquiryis
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modeledafterinterrogatoryinU.S.FederalRulesofCivilProcedure

(FRCPRule33),thatisoneofdevicesofdiscovery,buttheformerproce-

durehasnodirectsanctionschemeforeffectivedisclosureofinformation

whichthelatterhas(seeFRCPRule37).

IthinkthatrealizationofadversaryprocedureinJapanesecivillitiga-

tionisfavorablefortheoreticalandpracticalreasons.Fromthisview,in

thisarticle,IwillargueanintroductionofsanctionschemeinJapanese

PartyInquiry,whichisnecessarybasistorealizeJapaneseadversarial

litigation,andtogainsuggestionsformyargument,Iwillexaminethe

schemeofinterrogatoriesinFRCPRule33andsanctionschemefordevices

ofdiscoveryincludinginterrogatoriesinFRCPRule37.

北研49(4・299)1045 Summary

逆ノンブル

TheHokkai-GakuenLawJournal Vol.XLIXNo.4

逆ノンブル




